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  １ 情報公開制度の目的 

 

 

那覇市は、民主的な開かれた市政を実現するためには、行政の持つ情報を広く市民に公開する必要があ

ると考えています。市民の「知る権利」を憲法で保障される基本的人権に内在する具体的な権利として位

置づけ保障し、行政に対しては「原則公開」を義務付けるのが情報公開制度です。 

  次の３点を制度の柱として、ガラス張りの市民参加の市政をめざします。 

    (1) 市の行政機関等のもっている情報は、原則としてすべて公開します。 

    (2) 市民のプライバシーは最大限に保護します。 

  (3) 非公開とする情報は、プライバシー保護や公的保護を図るための必要最小限とします。 

 

 

  情報公開制度の主な内容 

    (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 対象となる公文書 

    実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関 

   の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。 

    (3) 公文書の公開を請求できる者 

    住所、国籍、年齢、個人、法人の区別なく、どなたでも実施機関のもっている公文書の公開を請 

   求できます。 

  (4) 非公開とすることができる公文書 

    実施機関のもっている公文書は公開が原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は非 

   公開とすることがあります。 

    ①法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報 

    ②個人に関する情報 

    ③公にすると会社などの法人等に著しい不利益を与える情報 

    ④公にすると行政の適正な執行に支障を及ぼす情報 

  (5) 公開の請求方法 

    公開請求は、請求書を窓口の市政情報センター（生活衛生課（那覇市保健所内）、上下水道局及び 

市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行います。 

  (6) 決定に対する審査請求 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。 

    審査請求を受けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し 

て、審査請求に対する裁決を行います。 

 (7) 費用の負担 

    閲覧、視聴、聴取は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成に要す

る費用又は手数料、写しの送付に要する費用）を負担します。 
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  ２ 情報公開制度の運用状況 

 

 

  (1) この運用状況は、令和３年4月1日から令和４年3月31日までの1年分です。 

   (2) 公開請求件数は610件で、内訳は下記の表のとおりとなっています。(表１参照) 

   (３) 受付窓口別にみると、市政情報センター513件（うち教育委員会99件、選挙管理委員会0件、監

査委員0件、農業委員会0件、公平委員会0件、固定資産評価委員会0件、消防局長25件、議会0件）、

那覇市保健所（生活衛生課）52件、上下水道事業管理者45件、市立病院0件となっています。 

   (４) 月平均の請求件数は、約51件となります。 

   (５) 非公開、部分公開の理由内訳は下記の表のとおりです。(表２参照) 

   (６)  処分に対する審査請求は１件でした。（表１参照） 

 

     (表１) 情報公開請求の処理状況内訳                          
 

  

年  度 

 
 

審査請求 

 
請求件数 公 開 部分公開 非公開 取り下げ 

令和２年度 545 331 155 37（32） 22 0 

令和３年度 610 397 165 33（31） 15 １ 

 

      ※  非公開欄のかっこ書きは文書不存在の件数です。 

 

     (表２) 非公開、部分公開の理由内訳 
 

    非公開  部分公開     計  

   法 令 秘 情 報 

   個  人  情  報 

    法  人  情  報 

   行 政 執 行 情 報 

    （時 限 秘） 

   文 書 不 存 在 

    そ    の    他 

０ 

１ 

０ 

０ 

（０） 

31 

２ 

0 

97 

61 

５ 

（９） 

24 

１ 

0 

98 

61 

５ 

（９） 

55 

３ 

 

          合   計 34 188 222 

 
※ 複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも請求件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求件数 公開 部分公開 非公開 取り下げ

総　務　部 7 4 1 2 0 0

企画財務部 2 2 0 0 0 0

経済観光部 7 6 0 1 0 0

環　境　部 10 2 4 3 1 0

市民文化部 11 4 4 2 1 0

福　祉　部 8 4 2 2 0 1

健　康　部 54 21 31 2 0 0

こどもみらい部 14 7 7 0 0 0

都市みらい部 152 118 24 6 4 0

まちなみ共創部 175 118 48 4 5 0

出　納　室 1 1 0 0 0 0

441 287 121 22 11 1

99 82 13 4 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

25 6 10 7 2 0

45 22 21 0 2 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

610 397 165 33 15 1

小　　　計

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

消防局長

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

審査請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

公平委員会

教育委員会

選挙管理委員会

公　開　請　求　内　訳
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（1）情報公開請求の内容（特定の個人や団体が識別されないよう一部表現を修正しています）

①市政情報センター受付分

通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１ １ R3.4.1
宇栄原市営住宅第5期建替工事（建
築）の金入内訳書

公開 R3.4.7
まちなみ共創部

建築工事課

２ ２ R3.4.1
リサイクル届出受付簿　令和3年3月24
日～令和3年4月1日分（工事場所）

部分公開 R3.4.2
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３ ３ R3.4.1
那覇市長が保有する生活保護法によ
る検診命令の実施に伴う検診料金の
基準の明示する全部の公文書

公開 R3.4.12
福祉部

保護第１課

４ ４ R3.4.1

那覇広域都市計画道路３・４那88号真
和志線 平面図NoScale
平成28年度真和志線実施計画業務委
託 平面図（１）、平面図（２）

公開 R3.4.2
都市みらい部
道路建設課

５ ５ R3.4.5 道路台帳（写） 公開 R3.4.15
都市みらい部
道路管理課

６ ６ R3.4.5

開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事業務委託（磁気探査）に係る表
紙、積算内訳表、総括表、代価表、単
価表一覧、単価表

公開 R3.4.8
生涯学習部

施設課

７ ７ R3.4.6

教育委員会市民スポーツ課の児童生
徒スポーツ県外派遣補助について、対
象となる者（市民）が補助を受けるまで
に、必要となる提出資料について。以
下2点を請求する。
・提出書類（添付資料）の計25項目を
決めるまでに至った、会議資料、参考
資料、検討資料、参考事例など。その1
項目ごとに必要となった根拠となるも
の。
・その補助額、補助回数の根拠となる、
財政資料や決算資料、判断材料など。

非公開 R3.4.20
文書不存在
適用理由：公開請求の対象とな
る文書が存在しないため

第12条第
2項

生涯学習部
市民スポーツ課

８ ８ R3.4.6
小禄南土地区画整理事業、現況計画
併合図

公開 R3.4.12
まちなみ共創部
まちなみ整備課

９ ９ R3.4.6

令和2年度「若狭小学校校舎及びプー
ル等改築工事(衛生)」内訳明細書及び
諸経費(一般管理費、現場管理費、共
通仮設費)及び諸経費計算書

公開 R3.4.8
生涯学習部

施設課

１０ １０ R3.4.6

令和２年度「若狭小学校校舎及びプー
ル等改築工事(空調)」内訳明細書及び
諸経費(一般管理費、現場管理費、共
通仮設費)及び諸経費計算書

公開 R3.4.8
生涯学習部

施設課

１１ １１ R3.4.6

令和２年度「石嶺中学校空調設備更新
工事」内訳明細書及び諸経費(一般管
理費、現場管理費、共通仮設費)及び
諸経費計算書

公開 R3.4.8
生涯学習部

施設課

１２ １２ R3.4.6

令和２年度「(仮称)大嶺コミュニティセン
ター建設工事(機械)」内訳明細書及び
諸経費(一般管理費、現場管理費、共
通仮設費)及び諸経費計算書

公開 R3.4.8
まちなみ共創部

建築工事課

１３ １３ R3.4.6

令和２年度「宇栄原市営住宅第5期建
替工事(機械２工区)」内訳明細書及び
諸経費(一般管理費、現場管理費、共
通仮設費)及び諸経費計算書

公開 R3.4.8
まちなみ共創部

建築工事課

１４ １４ R3.4.6

令和２年度「宇栄原市営住宅第5期建
替工事(機械１工区)」内訳明細書及び
諸経費(一般管理費、現場管理費、共
通仮設費)及び諸経費計算書

公開 R3.4.8
まちなみ共創部

建築工事課

１５ １５ R3.4.6 那覇市管財事務取扱要領 公開 R3.4.7
総務部
管財課

１６ １６ R3.4.6

那覇市消防局管轄区域内の防火対象
物のうち、消防用設備等に係る自家発
電設備が設置されている対象物の①
施設名②所在地③電話番号が記載さ
れたリスト（一覧表）

公開 R3.4.6
消防局
予防課

１７ １７ R3.4.9
市道（上間三原線）の道路管理平面
図、縦断図

取下げ R3.4.16
都市みらい部
道路管理課

１８ １８ R3.4.9
竣工図 平成17年　壼屋牧志線（平和
通り）道路改良工事 平面図・縦断図
６葉中の１葉

公開 R3.4.16
都市みらい部
道路管理課

１９ １９ R3.4.12
平成30年度　市道　具志73号　実施設
計業務委託 全体平面図、地積併合図

公開 R3.4.14
都市みらい部
道路建設課

２０ ２０ R3.4.13
リサイクル届け出受付簿（令和3年4月2
日～4月13日）（工事場所）

部分公開 R3.4.27
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２１ ２１ R3.4.15

令和2年度　石嶺線（３）磁気探査業務
委託（その２）に係る表紙、積算内訳
書、総括表、代価表、単価表一覧、単
価表

部分公開 R3.4.23

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害する恐れ
があるため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

２２

2014年10月6日入札
（仮称）消防樋川出張所新築工事（建
築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

公開 R3.4.23
まちなみ共創部

建築工事課

２３

2018年6月14日開札
那覇市真和志南地区活き活き人材育
成支援施設（仮称）建設工事（建築・外
構）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

公開 R3.4.26
生涯学習部
生涯学習課

２４ ２３ R3.4.19

R2年度発注の
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（電気）
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（電気）
上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.4.21
生涯学習部

施設課

２５ ２４ R3.4.19

R2年度発注の
福州園再整備工事（電気）
上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.4.28
都市みらい部
公園管理課

２６ ２５ R3.4.19

R2年度発注の
宇栄原市営住宅第5期建替工事（電気
1工区）
宇栄原市営住宅第5期建替工事（電気
2工区）
上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.4.28
まちなみ共創部

建築工事課

２７ ２６ R3.4.20 2019年10月の首里城火災映像 公開 R3.4.22
消防局
総務課

２８ ２７ R3.4.20 〇〇との契約書 非公開 R3.4.30

公文書不存在
適用理由：〇〇は下請けに該
当しないことから、契約書は本
市に提出されておらず、公文書
不存在となります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

２９ ２８ R3.4.22
・換地図（那覇広域都市計画事業　那
覇新都心土地区画整理事業）
・座標法面積計算書

公開 R3.4.28
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０ ２９ R3.4.23
神原中学校外壁補修工事の
工事単価、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費、産業廃棄物税

公開 R3.5.7
生涯学習部

施設課

３１ 公開 R3.5.7
まちなみ共創部

市営住宅課

３２ 公開 R3.5.10
まちなみ共創部

建築工事課

３３ ３１ R3.4.23
壷川市営住宅2号棟改修工事の工事
単価、共通仮設費、現場管理費、一般
管理費、産業廃棄物税

公開 R3.5.7
まちなみ共創部

市営住宅課

３４ ３２ R3.4.23
①座標面積計算書
②4級基準点成果

公開 R3.4.28
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３５ ３３ R3.4.26
リサイクル届け出受付簿（令和3年4月
14日～4月26日）（工事場所）

部分公開 R3.5.11
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３６ ３４ R3.4.26
リサイクル届出の受付簿　2021年3月1
日～2021年4月28日分（工事場所）

部分公開 R3.5.11
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３７ ３５ R3.4.27

那覇市広域都市計画計画道路
3.4.那89号　城東城北線
事業地を表示する図面
平面図ＮoScale
設計の概要を表示する図面　平面図Ｎ
oScale　標準断面図 ＮoScale

公開 R3.4.28
都市みらい部
道路建設課

３８ ３６ R3.4.27

H3年度　道路境界杭設置測量委託
（その5）
測量成果簿（樋川東線）
①道路境界杭設置平面図
②境界杭点の記（R7,R6）計2枚

公開 R3.5.7
都市みらい部
道路管理課

３９ ３７ R3.4.28 ①座標面積計算書 公開 R3.5.7
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２２ R3.4.16

３０ R3.4.23

石嶺第２市営住宅改修工事
小禄市営住宅昇降機棟改修工事（８・
９号棟間）の工事単価、共通仮設費、
現場管理費、一般管理費、産業廃棄
物税

5



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４０ ３８ R3.4.30
道路台帳（写）
壼屋松尾線　11-18右半　11-19左半

公開 R3.5.7
都市みらい部
道路管理課

４１ ３９ R3.4.30
令和2年度　石嶺線（２）街路工事(第39
工区)に関する設計書

部分公開 R3.5.17

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそ
れがあるため

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

４２ ４０ R3.5.6

真嘉比古島土地区画整理事業地内の
「真嘉比〇〇の造成計画平面図、擁壁
展開図、および自立擁壁型の図面、標
準断面図」

公開 R3.5.20
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４３ ４１ R3.5.6
真嘉比古島第2地区土地区画整理事
業地内における自立型擁壁6か所の工
事施工年度がわかる書類

公開 R3.5.20
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４４ ４２ R3.5.6 道路の幅員のわかるもの 公開 R3.5.18
都市みらい部
道路管理課

４５ R3.5.6 公開 R3.5.19
生涯学習部

市民スポーツ課

４６ R3.5.6 非公開 R3.5.19
①～③について文書不存在
適用理由：公開請求の対象とな
る文書が存在しないため

第12条第
2項

生涯学習部
市民スポーツ課

４７ ４４ R3.5.11
リサイクル届け出受付簿（令和3年4月
27日～5月11日）（工事場所）

部分公開 R3.5.13
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４８ ４５ R3.5.11

宇栄原市営住宅第5期建替工事（建
築）
・入札日　R3.1月5日（火）
・開札日　R3.1月6日（水）
〇工事設計書積算内訳書（諸経費計
算含む）

公開 R3.5.18
まちなみ共創部

建築工事課

４９ ４６ R3.5.11

（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事（建築）
・入札日　R2.11月4日（水）
・開札日　R2.11月6日（金）
〇工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算含む）

取下げ R3.5.12
まちなみ共創部

建築工事課

５０ ４７ R3.5.11

開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
・入札日　R2.10月2日（金）
・開札日　R2.10月5日（月）
〇工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算含む）

公開 R3.5.13
生涯学習部

施設課

５１ ４８ R3.5.12
40街区　座標リスト
画地出来形確認測量原図
基準点　40街区　21602

公開 R3.5.26
まちなみ共創部
まちなみ整備課

５２ ４９ R3.5.7 〇〇との契約内容文書又は契約書 非公開 R3.5.20

公文書不存在
適用理由：〇〇は下請けに該
当しないことから、契約書は本
市に提出されておらず、公文書
不存在となります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

４３

教育委員会市民スポーツ課の児童生
徒スポーツ県外派遣補助について、対
象となる者（市民）が補助を受けるまで
に、必要となる提出書類について。以
下4点を請求する。
①これまでに提出された、那覇市社会
体育振興補助金交付申請書の２．事
業目的（文書回答）のすべての集計。
②これまでに提出された、那覇市社会
体育振興費補助金実績報告書の２．
事業の効果（文書回答）のすべての集
計。
③これまでに提出された、那覇市社会
体育振興費補助金アンケートの文章回
答欄のすべての集計。
④．①～③の回答及び集計結果をもと
に次年度への事業継続へと至るような
稟議、検討及び報告会議資料等。①
～③の回答を活用することで、その回
答の必要性が証明される資料。
以上4点
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

５３ R3.5.12

令和2年度発注工事（土木）の工事設
計書
・那覇市字具志地船だまり整備工事
（ブロック製作工事その1）

公開 R3.5.17
経済観光部
商工農水課

５４ R3.5.12

令和2年度発注工事（土木）の工事設
計書
・令和2年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その2）
・令和2年度　石嶺線（２）街路工事（第
39工区）

部分公開 R3.5.19

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそ
れがあるため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

５５ R3.5.12
令和2年度発注工事（土木）の工事設
計書
・小禄支所等建設工事（造成）

部分公開 R3.5.24

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

５６ R3.5.12

令和2年度発注工事（土木）の工事設
計書
・上間小学校外構工事（その１）
・上間小学校屋外環境整備工事

公開 R3.5.19
生涯学習部

施設課

５７ R3.5.12

令和2年度発注工事（建築）の工事設
計書
・石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
・垣花小学校屋内運動場及びプール
改築工事（建築）
・高良小学校屋内運動場改築工事（建
築）

公開 R3.5.26
生涯学習部

施設課

５８ R3.5.12
令和3年度発注工事（建築）の工事設
計書
・小禄支所等建設工事（建築）

取下げ
まちなみ共創部

建築工事課

５９ ５２ R3.5.12

沖縄都市モノレール株式会社に関し
て、
①取締役会議事録
②取締役会会議資料

期間は保有されている期間分すべて。
なお、人事に関する内容・特許に関す
る内容・定款に関する内容・社内の規
程に関する内容・借入金に関する内容
は除外する。

部分公開 R3.5.26

個人に関する情報
適用理由：個人に関する情報
であって、当該情報に含まれる
氏名、その他の記述等により特
定の個人を識別することができ
るため

第7条第1
項第2号

都市みらい部
都市計画課

６０ ５３ R3.5.11

工事名：令和2年度　石嶺線（２）街路
工事（第39工区）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

部分公開 R3.5.19

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそ
れがあるため

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

６１ ５４ R3.5.13 ・那覇市道路台帳測定基図 公開 R3.5.26
都市みらい部
道路管理課

６２ ５５ R3.5.13
令和2年度発注工事の工事設計書
・神原中学校外壁補修工事【塗装】

公開 R3.5.20
生涯学習部

施設課

６３ ５６ R3.5.13
令和2年度発注工事の工事設計書
・壷川市営住宅2号棟改修工事【塗装】

公開 R3.5.20
まちなみ共創部

市営住宅課

６４ ５７ R3.5.13

令和2年度発注工事の工事設計書
・大名市営住宅第4期建替工事（解体・
1工区）
・大名市営住宅第4期建替工事（解体・
2工区）

公開 R3.5.21
まちなみ共創部

建築工事課

６５ ５８ R3.5.14 ・土地区画整理法による換地図 公開 R3.5.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

６６ ５９ R3.5.18
2020（令和2）年度のごみ収集・回収業
務の委託契約に関する文書の一式

部分公開 R3.6.1

法人代表者の印影部分
適用理由：公にすることにより、
当該法人に著しい不利益を与
えることが明らかであるもの

第7条第1
項第3号

環境部
クリーン推進課

６７ ６０ R3.5.18

平成26年城東城北線実施設計業務委
託
・平面図-1
・平面図-2
・横断図-7
・横断図-8
・横断図-9

公開 R3.5.25
都市みらい部
道路建設課

６８ ６１ R3.5.20
平成26年度　城東城北線　実施設計
業務委託　平面図　横断図面
交差道路（久場川石嶺南線） 横断図

公開 R3.5.25
都市みらい部
道路建設課

６９ ６２ R3.5.20
久茂地7号橋梁整備工事（その３）の積
算数量内訳金額

部分公開 R3.5.26

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物処理事業者
の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれが
あるため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

５０

５１

7



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

７０ ６３ R3.5.21

開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）（R2年度）
高良小学校屋内運動場改築工事（建
築）（R2年度）
神原小学校屋内運動場等改築工事
（建築）（R1年度）
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（建築）（R1年度）
宇栄原小学校屋内運動場等改築工事
（建築）（R1年度）

内容：金入り設計書、諸経費、仕訳書、
内訳書、別紙明細書

公開 R3.6.1
生涯学習部

施設課

７１ ６４ R3.5.21 〇〇の隣接する道路工事内容 公開 R3.6.2
都市みらい部
道路建設課

７２ ６５ R3.5.24

　実施機関が、那覇市内の小中学校に
対して発出した、校則の確認や見直し
を求める通知
【期間】平成31年1月1日～令和3年5月
21日

公開 R3.5.27
学校教育部
学校教育課

７３ ６６ R3.5.24
若狭市営住宅3号棟耐震改修工事
若狭市営住宅昇降機耐震改修工事
（1・2号棟間）

公開 R3.6.7
まちなみ共創部

市営住宅課

７４ ６７ R3.5.24
平成26年度　城東城北線　実施設計
業務委託
平面図-1　横断図-8

公開 R3.6.1
都市みらい部
道路建設課

７５ ６８ R3.5.24
令和2年度発注工事（建築）の工事設
計書
・小禄支所庁舎解体工事

公開 R3.5.26
まちなみ共創部

建築工事課

７６ ６９ R3.5.25

2018～2020年度に作成された安岡
中、他４校の全学年における定期テス
トの問題、解答、解答用紙

部分公開 R3.6.11

2018年度～2019年度に作成さ
れた安岡中学校、松島中学
校、首里中学校、城北中学校、
石嶺中学校の全学年における
定期テストの問題、解答、解答
用紙（国語、数学、理科、社
会、英語、美術、保健体育、音
楽、技術家庭）
適用理由：1年以上経過してい
るため、テストが不存在

第12条第
2項

学校教育部
学校教育課

７７ ７０ R3.5.25
市道具志73号実施設計業務委託
全体平面図、標準断面図

公開 R3.5.26
都市みらい部
道路建設課

７８ ７１ R3.5.25

令和3年度 久茂地泊線道路改良工事
令和2年度 石嶺線（２）街路工事（第39
工区）
令和2年度 石嶺線（２）舗装工事（第44
工区）
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価表・単価
表・施工P・間接費の内訳含）

部分公開 R3.6.3

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物事業者の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

７９ ７２ R3.5.25

令和2年度 末吉公園樹木剪定業務
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価表・単価
表・施工P・間接費の内訳含）

公開 R3.6.8
都市みらい部
公園管理課

８０ ７３ R3.5.25

令和3年度街路樹維持管理業務委託
（那覇西/那覇東地区）
令和3年度道路維持管理業務委託（那
覇西/那覇東地区）
令和3年度街路樹美化業務委託
上記の金入り設計書（本工事内訳書・
明細書・代価表・単価表・施工Ｐ・間接
費の内訳含）

部分公開 R3.6.2

令和3年度 街路樹維持管理業
務委託（那覇西/那覇東地区）
令和3年度道路維持管理業務
委託（那覇西/那覇東地区）
上記の採用単価一覧表の一部
令和3年度 街路樹美化業務委
託
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価
表・単価表・施行P・間接費の内
訳含）
適用理由：非公開箇所は事業
所名であり、参考としている沖
縄県の報告書において、非公
開とされているため。令和3年
度 街路樹美化業務委託につ
いては契約締結していないた
め。

第7条第1
項第3号
第12条第
2項

都市みらい部
道路管理課

８１ ７４ R3.5.26
一銀線街路整備工事(第１工区)
計画平面図(３)

公開 R3.5.27
都市みらい部
道路建設課

８２ ７５ R3.5.27
平成28年度石嶺線詳細設計業務委託
スロープ・階段詳細図

公開 R3.6.1
都市みらい部
道路建設課

８３ ７６ R3.5.27
平成26年度城東城北線
実施設計業務委託
平面図－１、横断図ー８

公開 R3.6.1
都市みらい部
道路建設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

８４ ７７ R3.5.27
「施工場所位置図」の〇〇〇〇の正し
い住所の開示

非公開 R3.6.9

〇〇の住所が明記された書類
適用理由：「施工体制台帳」（平
成29年3月9日公開済）以外の
公文書が存在しないため、公文
書不存在となります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

８５ ７８ R3.5.28 １・換地図　２・座標法面積計算書 公開 R3.6.1
まちなみ共創部
まちなみ整備課

８６ ７９ R3.5.31

（2020年度　磁気探査調査業務）
・宇栄原市営住宅第5期建替工事業務
委託（磁気探査）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

部分公開 R3.6.9

施工パッケージ、単価表一覧、
単価表
適用理由：公開請求に係る公
文書を保有していないため

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築工事課

８７ ８０ R3.5.31

（2020年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度　石嶺線（３）磁気探査業
務委託（その２）に係る表紙、積算内訳
表、総括表、代価表・施工パッケージ、
単価表一覧、単価表

公開 R3.6.1
都市みらい部
道路建設課

８８ ８１ R3.6.2
リサイクル届出受付簿　令和3年5月16
日～令和3年6月2日分（工事場所）

部分公開 R3.6.4
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

８９ ８２ R3.6.2

R3年度発注の
小禄小学校屋外倉庫等改築工事（設
備）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.6.7
生涯学習部

施設課

９０ ８３ R3.6.3
那覇市〇〇にて起きた火災に関しての
詳細な情報

部分公開 R3.6.8

個人情報に関すること
適用理由：個人に関する情報
であって、当該情報に含まれる
氏名、年齢の記述により、特定
の個人を識別することができる
ものであるため。

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

９１ ８４ R3.6.3

平成30年度市道具志73号実施設計業
務委託
全体平面図、平面図（１）　標準断面図
横断図（１）～（６）

公開 R3.6.4
都市みらい部
道路建設課

９２ ８５ R3.6.3

2017年9月8日開札
高良小学校校舎改築工事（建築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕分
書、内訳書

公開 R3.6.15
生涯学習部

施設課

９３ ８６ R3.6.3

2018年11月11日開札
神原中学校校舎改築工事（建築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕分
書、内訳書
2018年10月9日開札
石嶺小学校校舎改築工事（建築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

公開 R3.6.15
生涯学習部

施設課

９４ ８７ R3.6.4
令和2年度　石嶺線（３）磁気探査業務
委託（その2）の入札に係る金入り設計
書　開札日：令和3年4月15日

公開 R3.6.9
都市みらい部
道路建設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

９５ R3.6.7

令和2年度発注工事の工事設計書及
び仕訳書、内訳書
１．建築　与儀小学校改修工事
２．建築　壼屋小学校外2校及び中学
校1校環境整備工事（トイレ改修）
３．建築　若狭小学校校舎及びプール
等改築工事（建築）
４．建築　垣花小学校屋内運動場及び
プール等改築工事（建築）
５．塗装　神原中学校外壁補修工事
６．建築　開南小学校調理場等解体工
事
７．建築　小禄小学校屋外倉庫等改築
工事（建築）

公開 R3.6.18
生涯学習部

施設課

９６ R3.6.7

令和2年度発注工事の工事設計書及
び仕訳書、内訳書
１．建築　令和2年度　バス停上屋設置
工事

公開 R3.6.10
都市みらい部
道路建設課

９７ R3.6.7

令和2年度発注工事の工事設計書及
び仕訳書、内訳書
１．解体　（仮称）大嶺コミュニティセン
ター建設工事（解体）
２．解体　小禄支所庁舎解体工事
３．解体　大道保育所解体工事
４．解体　大名市営住宅第4期建替工
事（解体・2工区）
５．解体　大名市営住宅第4期建替工
事（解体・1工区）
6.　塗装　石嶺第二市営住宅改修工事

公開 R3.6.21
まちなみ共創部

建築工事課

９８ R3.6.7

令和2年度発注工事の工事設計書及
び仕訳書、内訳書
１．塗装　壷川市営住宅2号棟改修工
事
２．建築　若狭市営住宅3号棟耐震改
修工事
３．建築　若狭市営住宅昇降機棟耐震
改修工事（１・２号棟間）

公開 R3.6.10
まちなみ共創部

市営住宅課

９９ ８９ R3.6.7 那覇市道路種別マップ　６L　No.1 公開 R3.6.10
まちなみ共創部

建築指導課

１００ ９０ R3.6.7

令和2年4月1日以降、本書受理日まで
に提出された、建築工事に係る資材の
再資源化等に関する法律第10条第1
項（建設リサイクル法）の規定による解
体等の届出書（様式第1号）のうち、別
紙「対象住所一覧」の住所を工事の場
所とするもの。なお、対象物件の「工事
の種類」は全て、「建築物の解体」で
す。公開請求の対象は様式第1号の
「届出書」、いわゆる頭紙のA4用紙1枚
です。付随する別表や様式第2号の工
程表などは不要です。

部分公開 R3.6.11
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１０１ ９１ R3.6.7
那覇市道路広域都市計画道路
３・４・那89号　城東城北線

公開 R3.6.8
都市みらい部
道路建設課

１０２ ９２ R3.6.8
上間小学校外構工事（その1）に関する
工事設計書（金額入り）の請求

公開 R3.6.16
生涯学習部

施設課

１０３ ９３ R3.6.11

１　新型コロナウィルスの存在を証明す
る科学的根拠、論文等
２　PCR陽性判定の無症状者が、他者
に新型コロナウィルスを感染させるとい
う科学的根拠、論文等
３　マスクの着用が新型コロナウィルス
の感染防止に効果があるという科学的
根拠、論文等
４　新型コロナウィルスワクチンに効果
があるという科学的根拠、論文等
５　那覇市は新型コロナウィルスワクチ
ンが治験も終わってなく、安全、有効性
も確立していない中、市民に接種させ
る理由

非公開 R3.6.24
公文書不存在
適用理由：公開請求の対象とな
る文書が存在しないため

第12条第
2項

健康部
保健総務課

（1～3）
健康増進課

（4～5）

１０４ ９４ R3.6.14

那覇市広域都市計画道路
３・４・那89号　城東城北線
事業地を表示する図面
平面図S=1/1000

公開 R3.6.16
都市みらい部
道路建設課

８８
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１０５ ９５ R3.6.15
平成26年城東城北線設計業務委託
　平面図-1　横断図-7,8,9

公開 R3.6.18
都市みらい部
道路建設課

１０６ ９６ R3.6.15

那覇市広域都市計画道路
３・４・那89号　城東城北線
事業地を表示する図面
設計の概要を表示する図面
平成26年度　城東城北線実施計画業
務委託　平面図-1、平面図-3

公開 R3.6.18
都市みらい部
道路建設課

１０７ ９７ R3.6.16
リサイクル届出　受付簿
令和3年6月4日～令和3年6月16日分
（工事現場）

部分公開 R3.6.22
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１０８ ９８ R3.6.16
小禄支所等建設工事（建築）
・工事設計書積算内訳書（諸経費計算
含む）

取下げ R3.6.24
まちなみ共創部

建築工事課

１０９ ９９ R3.6.17
小禄金城地区工事台帳移管資料
作成業務委託　図面

公開 R3.7.1
都市みらい部
道路管理課

１１０ １００ R3.6.17

那覇市広域都市計画道路
３・４・那89号　城北城東線
事業地を表示する図面
平面図s=1/1000、標準断面図
３・３・那17号　石嶺線
事業地を表示する図面
平面図3/3noscale、標準断面図

公開 R3.6.18
都市みらい部
道路建設課

１１１ １０１ R3.6.17 座標面積計算書 公開 R3.6.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１１２ １０２ R3.6.18
・画地出来形確認測量原図
・換地図　・座標面積計算書

公開 R3.6.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１１３ １０３ R3.6.18
那覇市道路種別マップ　31-L　（No.1）
西

公開 R3.6.25
まちなみ共創部

建築指導課

１１４ １０４ R3.6.21
・座標面積計算書
・画地出来形確認測量原図　113街区
・換地図

公開 R3.6.29
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１１５ １０５ R3.6.22

平成30年度　市道具志73号実施設計
業務委託
・全体平面図　・平面図（１）　・標準断
面図
・横断図（１）～（５）

公開 R3.6.24
都市みらい部
道路建設課

１１６ １０６ R3.6.24

2020年8月28日開札
令和２年度識名公園整備工事（土木）
工事設計書、諸経費計算書及び仕分
書、内訳書

2021年6月17日開札
令和3年度識名公園整備工事（土木1）
設計図面、数量表、特記仕様書

公開 R3.6.30
都市みらい部
花とみどり課

１１７ １０７ R3.6.24
平成29年度　一銀線実施設計業務委
託
物件平面図　A3

公開 R3.6.28
都市みらい部
道路建設課

１１８ １０８ R3.6.25

別紙物件目録記載の土地及び建物に
係る地中埋設物解体工事及び地上建
物解体工事に係る産業廃棄物管理票
（マニフェスト）並びに工事の内容や実
体が明らかとなる工事担当会社間の契
約関係書類

部分公開 R3.7.5

１．個人名、個人の印影　2.法
人代表者の印影　3.工事の内
容や実体が明らかとなる工事担
当会社間の契約関係書類
適用理由：1.個人に関する情報
であって、特定の個人を識別す
ることができるため、又は公務
員等の権利利益を不当に害す
るおそれがあるため　2.法人に
関する情報であって、著しい不
利益を与えることが明らかであ
るため　3.公文書不在

1.第7条第
1項第2号
2.第7条第
1項第3号
3.第12条
第2項

環境部
環境政策課

１１９ １０９ R3.6.28
小禄支所等建設工事（建築磁気探査）
に係る表紙、積算内訳書、総括表、代
価表、単価表一覧、単価表

部分公開 R3.7.7

単価表一覧、単価表
刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：１．公開請求に係る
公文書を保有していないため
2．公にすることにより、刊行物
を発行する法人に著しく不利益
を与えることが明らかであるた
め

1.第12条
第2項
2.第7条第
1項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

１２０ １１０ R3.6.28
令和３年度　識名公園磁気探査調査
業務委託　に係る表紙、積算内訳書、
総括表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R3.7.7
都市みらい部
花とみどり課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１２１ １１１ R3.6.28
平成23年度から29年度の間の〇〇自
治会の更新時の提出書類（名簿、総会
議案等）

部分公開 R3.7.8

連絡事務委託請書（平成23年
度から平成26年度）居住者名
簿（平成27年度から平成29年
度）の個人に関する情報及び
居住者名簿（平成23年度から
平成26年度）〇〇自治会通常
総会の総会資料（平成23年度
から平成25年度）
適用理由：1．【居住者名簿（平
成27年から平成29年度）の個
人に関する情報】個人に関する
情報で特定の個人を識別する
ことができるため　2．【１以外の
文書】保存年限を過ぎており、
すでに廃棄しているため

1．第7条
第1項第2
号
2．第12条
第2項

市民文化部
まちづくり協働

推進課

１２２ １１２ R3.6.28

令和3年1月1日から令和3年6月25日ま
でに締結した損害保険契約の保険証
券写し。

・件名：那覇文化芸術劇場「なはーと」
に係る損害賠償保険

非公開 R3.7.2

公文書不存在
適用理由：令和3年1月1日から
令和3年6月２５日までに那覇文
化芸術劇場「なはーと」に係る
損害賠償契約を締結していな
いため。

第12条第
2項

市民文化部
文化振興課

１２３ １１３ R3.6.28

令和2年度港町1号路面修繕工事（そ
の1）
令和2年度港町1号路面修繕工事（そ
の2）
上記工事2件分の金入り設計書の写し

公開 R3.7.12
都市みらい部
道路管理課

１２４ １１４ R3.6.28
道路台帳写しの依頼
・赤嶺10号及び赤嶺5号

公開 R3.7.9
都市みらい部
道路管理課

１２５ １１５ R3.6.29

那覇市広域都市計画道路
３・４・那88号真和志線
事業地を表示する図面　平面図
NoScale

公開 R3.6.30
都市みらい部
道路建設課

１２６ １１６ R3.6.29

那覇市公園条例の平成24年9月28日
条例第32号又は平成25年3月29日条
例15号の条例改正時の資料のうち、同
条例別表第1（第11条関係）の「公園施
設を設ける場合」の区分「売店、飲食店
その他施設」の単位「専用面積1平方
メートルにつき1月」の使用料「360円」
について、使用料を同金額に設定した
理由（算定根拠等）が記載された一切
の書面。

公開 R3.7.13
都市みらい部
公園管理課

１２７ １１７ R3.7.1
平成16年11月18日付け許可通知がな
された〇〇の建築基準法第５9条の２
による公開空地の範囲がわかるもの

部分公開 R3.7.2
個人印の印影部分
適用理由：個人の権利利益を
侵害するおそれがあるため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１２８ １１８ R3.7.1
リサイクル届け出受付簿（令和3年６月
14日～7月1日）（工事場所）

部分公開 R3.7.7
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１２９ １１９ R3.7.5
工事設計積算内訳書（諸経費計算含
む）
小禄支所等建設工事（建築）

公開 R3.7.16
まちなみ共創部

建築指導課

１３０ １２０ R3.7.5 那覇市道路台帳測定基図 公開 R3.7.9
都市みらい部
道路管理課

１３１ １２１ R3.7.5

新型コロナウイルスの存在を証明する
科学的論文または報告書等
ＰＣＲ検査が新型コロナウイルスを検出
したと証明する科学的論文

非公開 R3.7.12

①新型コロナウイルスの存在を
証明する科学的論文または報
告書等
②ＰＣＲ検査が新型コロナウイ
ルスを検出したと証明する科学
的論文
適用理由：公開請求の対象とな
る文書が存在しないため

第12条第
2項

健康部
保健総務課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１３２ １２２ R3.6.28

・建設業法に従って作成すべき、下請
け業者〇〇との契約書。
・下請けではないという根拠
・施工箇所位置図（〇〇の正確な住所
を確認できる書類）

非公開 R3.7.12

・〇〇との契約書
適用理由：〇〇は下請けに該
当しないことから、契約書は本
市に提出されておらず、公文書
不存在となります。
・下請けではないという根拠に
関しましては、令和2年3月5日
付け公文書公開請求にて公開
済みです。
・〇〇の本当の住所
適用理由：〇〇の住所が明記
された書類は、平成29年3月9
日付公文書公開請求にて公開
済みです。（施工体制台帳）ま
た、それ以外の公文書は存在
しないため、公文書不存在にな
ります。
・施工箇所位置図を開示した理
由につきましては、平成28年2
月5日付け公開請求（平成28年
2月19日公開済）にて求められ
た製造過程等の証明になるも
のに関する開示請求にて、公
開したものとなります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

１３３ １２３ R3.7.7
那覇市内の住居表示実施区域におけ
る建物の位置及び住居番号を確認で
きる図面資料。

公開 R3.7.13
まちなみ共創部

技術総務課

１３４ １２４ R3.7.8

「〇〇保育園」
・地域に対する説明・承認・同意に関
する資料一式
・建築　調査確認に関する資料一式

部分公開 R3.7.20

氏名、住所、その他個人情報
に該当する文言
適用理由：個人に関する情報
であって特定の個人を識別す
ることができるため

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こども政策課

１３５ １２５ R3.7.8

2021年4月30日開札
小禄支所等建設工事（建築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕分
書、内訳書
2021年1月6日開札
宇栄原市営住宅第5期建替工事（建
築）
工事設計書（特殊工事費リスト）

公開 R3.7.20
まちなみ共創部

建築工事課

１３６ １２６ R3.7.13
佐藤惣之助詩碑移設工事について作
成された文書の内、工事内訳書の比
率について

公開 R3.7.21
市民文化部
文化財課

１３７ １２７ R3.7.14 那覇市道路種別マップ　No.1　27-L 公開 R3.7.20
まちなみ共創部

建築指導課

１３８ １２８ R3.7.14
平成24年度　安謝北線
2路線設計業務委託　測量成果簿
基準点測量（任意座標）18ページ

公開 R3.7.15
都市みらい部
道路建設課

１３９ １２９ R3.7.14

令和2年度に発注された工事の設計一
式
１．設計書鑑
2．内訳書
件名：宇栄原市営住宅第5期建替工事
（電気２工区）

公開 R3.7.20
まちなみ共創部

建築工事課

１４０ １３０ R3.7.14

令和3年度に発注された工事の設計一
式
１．設計書鑑
2．内訳書
件名：小禄支所等建設工事（電気）

公開 R3.7.20
まちなみ共創部

建築工事課

１４１ １３１ R3.7.14

令和2年度に発注された工事の設計一
式
１．設計書鑑
2．内訳書
件名：宇栄原市営住宅第5期建替工事
（電気１工区）

公開 R3.7.20
まちなみ共創部

建築工事課

１４２ １３２ R3.7.15 測定基図 公開 R3.7.21
都市みらい部
道路管理課

１４３ １３３ R3.7.16

那覇広域都市計画道路３・４・那89号
城東　城北線
・事業地を表示する図面、平面図
・用地測量及び関係資料

公開 R3.7.29
都市みらい部
道路建設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１４４ １３４ R3.7.16

（2021年度　磁気探査調査業務）
・小禄支所等建設工事業務委託（建築
磁気探査）に係る表紙、積算内訳表、
総括表、代価表・施工パッケージ、単
価表一覧、単価表

部分公開 R3.7.20

・施工パッケージ、単価表一
覧、単価表、刊行物から採用し
た単価の根拠
適用理由：１．公開請求に係る
公文書を保有していないため
2．公にすることにより、刊行物
を発刊する法人に著しく不利益
を与えることが明らかであるた
め。

１．第12条
第2項
2．第7条
第1項第3
号

まちなみ共創部
建築工事課

１４５ １３５ R3.7.16

（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度識名公園磁気探査業務委
託に係る表紙、積算内訳表、総括表、
代価表・施工パッケージ、単価表一
覧、単価表

公開 R3.7.20
都市みらい部
花とみどり課

１４６ １３６ R3.7.19
昭和53年度事業
山川町3号線　道路改良工事
図面番号　No.1，3，7，8

公開 R3.7.26
都市みらい部
道路管理課

１４７ １３７ R3.7.19
座標面積成果表
境界点番号管理図

公開 R3.7.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１４８ １３８ R3.7.19

2021年度に那覇市立中学校で適用さ
れている校則（もしくは生徒心得）の内
容がわかる資料。特に身なりや服装に
ついて記されたもの

公開 R3.8.3
学校教育部
学校教育課

１４９ １３９ R3.7.20
リサイクル届出受付簿　令和3年7月6
日～令和3年7月20日分（工事場所）

部分公開 R3.7.27
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１５０ １４０ R3.7.20

令和3年度
工事件名：壼屋小学校外壁補修工事
（2工区）
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R3.8.2
生涯学習部

施設課

１５１ １４１ R3.7.20

令和3年度
工事件名：壼屋小学校外壁補修工事
（1工区）
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R3.8.2
生涯学習部

施設課

１５２ １４２ R3.7.20

令和3年度
工事件名：安謝小学校外壁補修工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R3.8.2
生涯学習部

施設課

１５３ １４３ R3.7.20

令和3年度
工事件名：古蔵中学校外壁補修工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R3.8.2
生涯学習部

施設課

１５４ １４４ R3.7.20

令和3年度
工事件名：末吉公園整備工事（土木１）
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R3.7.28
都市みらい部
花とみどり課

１５５ １４５ R3.7.20

那覇市〇〇にて営業していたガソリン
スタンドの営業廃止（H23 ～Ｈ25頃）に
伴い、地下貯蔵タンク（オイルタンク）の
廃止届についての確認
危険物関連様式
・様式第17（第8条関係）　危険物製造
所、貯蔵所、取扱所廃止届書

非公開 R3.7.26

様式第17条（第8条関係）　危
険物取扱所廃止届書
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

１５６ １４６ R3.7.21
「平成28年度真和志線実施設計業務
委託」
平面図（１）・横断図（６）・（７）

公開 R3.7.28
都市みらい部
道路建設課

１５７ １４７ R3.7.26
〇〇保育園
・認可（保育園）に関する書類一式
・認可に関する規定

部分公開 R3.8.6

氏名、住所、その他個人情報
に該当する文言
適用理由：個人に関する情報
であって特定の個人を識別す
ることができるため

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こども政策課

１５８ １４８ R3.7.26
令和2年度　道路除草業務委託の工事
費内訳書（単価・金額の記載のあるも
の）

公開 R3.8.3
都市みらい部
道路管理課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１５９ １４９ R3.7.26

・令和3年度街路樹美化業務委託
・令和3年度街路樹維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和3年度街路樹維持管理業務委託
（那覇西地区）
上記3件分の工事費内訳書（単価・金
額の記載のあるもの）

公開 R3.7.29
都市みらい部
道路管理課

１６０ １５０ R3.7.27
那覇市道路台帳平面図
那覇2　11－2

公開 R3.7.29
都市みらい部
道路管理課

１６１ １５１ R3.7.15
市が出した龍柱の建設工場の写真が、
施工台帳の住所と違う理由がわかるも
の

非公開 R3.7.29

〇〇の正確の情報
適用理由：〇〇の住所が明記
された書類は、「施工体制台
帳」（平成29年3月9日公開済）
以外の公文書が存在しないた
め、公文書不存在となります。
　施工箇所位置図は、当時、元
請業者（〇〇）より工事概要書
の一部として受理致しました。
なお、施工箇所位置図はあくま
でおおまかな図面の表示と認
識しておりますので、本市が保
有している住所につきまして
は、以前那覇市が情報公開を
行いました、施工体制台帳に記
載されているものであります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

１６２ １５２ R3.7.15 〇〇との契約書 非公開 R3.7.29

〇〇の契約書
適用理由：〇〇は下請けに該
当しないことから、契約書は本
市に提出されておらず、公文書
不存在となります。
　龍柱制作工事における石像
の製作作業は「建設業法に規
定される建設工事の定義にあ
てはまらない事」、また「建設業
者と資材メーカーとの間におけ
るブロック等の建設資材の製造
委託契約は下請け契約ではな
い（物品購入）」ことから、製作
業者の〇〇は下請けには該当
致しません。なお、那覇市が情
報開示を行いました「施工体制
台帳の下請負人に関する事
項」については、施工当時、中
国の事業者との契約状況を把
握する必要があるため、施工体
制台帳の様式を使用し作成し
たものであります。

第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

１６３ １５３ R3.7.28

令和2年7月1日から令和3年7月1日ま
でに締結した損害保険契約のうち、下
記の保険証券写し。
所管部署：那覇市消防局に係るヨット
モーターボート総合保険、船舶保険
水上バイク、水難救助艇１～3　計4件

公開 R3.7.30
消防局
総務課

１６４ １５４ R3.7.29
松島〇〇
面積と買取価格がわかる資料

部分公開 R3.8.5

本件請求のうち、松島〇〇に該
当する部分
適用理由：松島〇〇について、
本市は取得しておらず、公開対
象となる文書が存在しないた
め。

第12条第
2項

都市みらい部
道路管理課

１６５ １５５ R3.7.30

・真嘉比古島第2地区　画地出来形確
認測量図「59街区」
・真嘉比古島第2地区　座標面積計算
書「59－6」
・真嘉比古島第1地区　画地明細図（6
街区）
・真嘉比古島第1地区　座標面積計算
書「6－8」
・真嘉比古島第1地区　座標面積計算
書「6－9」
・真嘉比古島第1地区　座標面積計算
書「6－10」

公開 R3.8.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１６６ １５６ R3.7.30 那覇市道路種別マップ（No.1） 公開 R3.8.6
まちなみ共創部

建築指導課

15



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１６７ １５７ R3.8.2 那覇市道路台帳　測定基図 公開 R3.8.11
都市みらい部
道路管理課

１６８ １５８ R3.8.2

工事名：鳥堀１号道路改良工事（昭和
63年度）
図面番号：16葉中の1葉
図面番号：16葉中の9葉
図面番号：16葉中の11葉

公開 R3.8.5
都市みらい部
道路管理課

１６９ １５９ R3.8.3
那覇市連絡事務委託実施要綱　（平成
26年4月1日施行）

取下げ R3.8.4
市民文化部

まちづくり協働
推進課

１７０ １６０ R3.8.5 画地座標 公開 R3.8.10
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１７１ １６１ R3.8.6
5月１２日に那覇市教育委員会から那
覇教育事務所に提出された内申書

部分公開 R3.8.19

教員の懲戒処分に係る内申
適用理由：公にすることにより、
当該教諭の権利利益を害する
おそれあり

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

１７２ １６２ R3.8.10

令和3年度　小中学校トイレ環境整備
工事（設備その１）
・工事費仕訳書
・内訳書

公開 R3.8.17
生涯学習部

施設課

１７３ １６３ R3.8.10
リサイクル届出受付簿　令和3年7月21
日～令和3年8月10日まで分（工事場
所）

部分公開 R3.8.18
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

１７４ １６４ R3.8.10

令和2年の漫湖公園ジョギングコース
照明灯改修工事（その2）に係る工事内
訳、種目別内訳、科目別内訳、細目別
内訳、共通費計算書

公開 R3.8.23
都市みらい部
公園管理課

１７５ １６５ R3.8.10

令和2年の大道こども園増改修工事
（機械）に係る工事内訳、種目別内訳、
科目別内訳、細目別内訳、共通費計
算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１７６ １６６ R3.8.10

令和2年の大道こども園増改修工事
（電気）に係る工事内訳、種目別内訳、
科目別内訳、細目別内訳、共通費計
算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１７７ １６７ R3.8.10

令和2年の第一牧志公設市場建設工
事（電気）に係る工事内訳、種目別内
訳、科目別内訳、細目別内訳、共通費
計算書

公開 R3.8.13
経済観光部

なはまち振興課

１７８ １６８ R3.8.10

令和2年の第一牧志公設市場建設工
事（機械）に係る工事内訳、種目別内
訳、科目別内訳、細目別内訳、共通費
計算書

公開 R3.8.13
経済観光部

なはまち振興課

１７９ １６９ R3.8.10

令和2年の若狭小学校校舎及びプー
ル等改築工事（電気）に係る工事内
訳、種目別内訳、科目別内訳、共通費
計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１８０ １７０ R3.8.10

令和2年度の宇栄原小学校校舎棟昇
降機改修工事に係る工事内訳、種目
別内訳、科目別内訳、細目別内訳、共
通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１８１ １７１ R3.8.10

令和2年度の若狭小学校校舎及び
プール等改築工事（衛生）に係る工事
内訳、種目別内訳、科目別内訳、共通
費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１８２ １７２ R3.8.10

令和2年度の若狭小学校校舎及び
プール等改築工事（空調）に係る工事
内訳、種目別内訳、科目別内訳、共通
費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１８３ １７３ R3.8.10

令和2年度の若狭小学校校舎及び
プール等改築工事（昇降機）に係る工
事内訳、種目別内訳、科目別内訳、共
通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１８４ １７４ R3.8.10

令和2年度の開南小学校屋内運動場
及びプール改築工事（昇降機）に係る
工事内訳、種目別内訳、科目別内訳、
共通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１８５ １７５ R3.8.10

令和2年度の宇栄原市営住宅第5期建
替工事（昇降機）に係る工事内訳、種
目別内訳、科目別内訳、細目別内訳、
共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１８６ １７６ R3.8.10

令和2年度パレット市民劇場三点吊マ
イク装置取替工事に係る工事内訳、種
目別内訳、科目別内訳、細目別内訳、
共通費計算書

公開 R3.8.20
市民文化部
文化振興課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１８７ １７７ R3.8.10

令和2年度の宇栄原市営住宅第5期建
替工事（電気１工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１８８ １７８ R3.8.10

令和2年度の宇栄原市営住宅第5期建
替工事（機械１工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１８９ １７９ R3.8.10

令和2年度の宇栄原市営住宅第5期建
替工事（電気2工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１９０ １８０ R3.8.10

令和2年度の宇栄原市営住宅第5期建
替工事（機械2工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１９１ １８１ R3.8.10

令和2年度の垣花小学校屋内運動場
及びプール改築工事（電気）に係る工
事内訳、種目別内訳、科目別内訳、共
通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１９２ １８２ R3.8.10

令和2年度の（仮称）大嶺コミュニティセ
ンター建設工事（電気）に係る工事内
訳、種目別内訳、科目別内訳、細目別
内訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１９３ １８３ R3.8.10

令和2年度の（仮称）大嶺コミュニティセ
ンター建設工事（機械）に係る工事内
訳、種目別内訳、科目別内訳、細目別
内訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

１９４ １８４ R3.8.10

令和2年度の開南小学校屋内運動場
及びプール改築工事（電気）に係る工
事内訳、種目別内訳、科目別内訳、共
通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１９５ １８５ R3.8.10

令和2年度の垣花小学校屋内運動場
及びプール改築工事（昇降機）に係る
工事内訳、種目別内訳、科目別内訳、
共通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１９６ １８６ R3.8.10

令和2年の第一牧志公設市場建設工
事（昇降機）に係る工事内訳、種目別
内訳、科目別内訳、細目別内訳、共通
費計算書

公開 R3.8.13
経済観光部

なはまち振興課

１９７ １８７ R3.8.10

令和2年度の石嶺小学校屋内運動場
改築工事（設備）に係る工事内訳、種
目別内訳、科目別内訳、共通費計算
書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１９８ １８８ R3.8.10

令和2年度の垣花小学校屋内運動場
及びプール改築工事（機械）に係る工
事内訳、種目別内訳、科目別内訳、共
通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

１９９ １８９ R3.8.10

令和2年度の首里図書館2階機械室空
調機器撤去工事に係る工事内訳、種
目別内訳、科目別内訳、細目別内訳、
共通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

２００ １９０ R3.8.10

令和2年度の高良小学校屋内運動場
改築工事（設備）に係る工事内訳、種
目別内訳、科目別内訳、共通費計算
書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

２０１ １９１ R3.8.10

令和2年度の令和2年福州園再整備工
事（電気）に係る工事内訳書、種目別
内訳、科目別内訳、細目別内訳、共通
費計算書

公開 R3.8.23
都市みらい部
公園管理課

２０２ １９２ R3.8.10
令和2年度の石嶺中学校空調設備更
新工事に係る工事内訳、種目別内訳、
科目別内訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

２０３ １９３ R3.8.10

令和2年度の石嶺市営住宅第6期建替
工事（電気・2工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２０４ １９４ R3.8.10

令和2年度の石嶺市営住宅第6期建替
工事（電気・1工区）に係る工事内訳、
種目別内訳、科目別内訳、細目別内
訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２０５ １９５ R3.8.10
令和2年度の石嶺小学校設備配管切り
回し工事に係る工事内訳、種目別内
訳、科目別内訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課

２０６ １９６ R3.8.10

令和2年度の壺屋小学校屋内運動場
照明整備工事（電気）に係る工事内
訳、種目別内訳、科目別内訳、共通費
計算書

公開 R3.8.20
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２０７ １９７ R3.8.10

令和3年度の小禄支所等建設工事（昇
降機）に係る工事内訳、種目別内訳、
科目別内訳、細目別内訳、共通費計
算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２０８ １９８ R3.8.10

令和3年度の小禄支所等建設工事（機
械）に係る工事内訳、種目別内訳、科
目別内訳、細目別内訳、共通費計算
書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２０９ １９９ R3.8.10

令和3年度の小禄支所等建設工事（電
気）に係る工事内訳、種目別内訳、科
目別内訳、細目別内訳、共通費計算
書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２１０ ２００ R3.8.10

令和3年度の石嶺市営住宅建替工事
（給水塔下り管整備工事）に係る工事
内訳、種目別内訳、科目別内訳、細目
別内訳、共通費計算書

公開 R3.8.20
まちなみ共創部

建築工事課

２１１ ２０１ R3.8.10
那覇市いじめ問題専門委員会の調査
報告書。2021年2月9日に那覇市教育
委員会が記者会見を行ったもの。

部分公開 R3.8.18

関係者が特定される所属、名
前の記載部分
適用理由：個人に関する情報
であり、特定の個人を識別する
ことができるため、公にすること
により個人の権利利益を害する
おそれがあるため。

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

２１２ ２０２ R3.8.10

・教職員が被告となった刑事訴訟・民
事訴訟の過去10年間の件数と内容の
詳細。
・教職員が原因となる那覇市が被告と
なった刑事訴訟・民事訴訟の過去10年
間の件数と内容の詳細。

部分公開 R3.8.23

特定の個人に関する情報
適用理由：個人が識別できる情
報又は個人が識別できなくても
公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあ
るため。

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

２１３ ２０３ R3.8.12 道路台帳平面図 公開 R3.8.20
都市みらい部
道路管理課

２１４ ２０４ R3.8.19
リサイクル届出受付簿
令和3年6月1日～8月19日まで（工事
場所）

部分公開 R3.8.30
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２１５ ２０５ R3.8.23

・事業地を表示する図面　平面図
3・4・那88号　真和志線
・設計の概要を表示する図面
標準断面図（１）

公開 R3.8.24
都市みらい部
道路建設課

２１６ ２０６ R3.8.25

那覇市内の各市立中学校における、
校則、生徒心得、生活のきまり等の名
目のいかんに関わらず、中学校内外に
おける生徒の言動、身なり、持ち物等
に関する決まり事、ルールを定めたも
の、及び、定められた決まり事、ルール
が分かる文書一切。
【年度】令和3年度（現在のもの）

公開 R3.9.8
学校教育部
学校教育課

２１７ ２０７ R3.8.25

・過去10年間の地方公務員法（昭和25
年法律第261号）第28条及び第29条の
規定に基づく懲戒処分並びに分限処
分をうけた教職員の各年度の人数と内
容の詳細。

部分公開 R3.9.7

個人に関する部分
適用理由：個人が識別できる情
報又は個人が識別できなくても
公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあ
るため。

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

２１８ ２０８ R3.8.26 那覇市道路種別マップ　56-L　No.3 公開 R3.9.2
まちなみ共創部

建築指導課

２１９ ２０９ R3.8.26
地積測量図
壷川地区土地区画整理　ブロック
No.21（画地原子表）

公開 R3.8.30
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２２０ ２１０ R3.8.26
リサイクル届出受付簿　令和3年8月11
日～令和3年8月26日分（工事場所）

部分公開 R3.9.2
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２２１ ２１１ R3.8.27

（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事
積算資料
業者見積書　すべて

部分公開 R3.9.9

見積書の発行元に関する情報
適用理由：公にすることにより、
見積書の発行元に著しく不利
益を与えることが明らかである
ため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２２２ ２１２ R3.8.27

件名：平成28年度真和志線実施設計
業務委託
・平面図（１）、（2）、縦断図（1）、（2）横
断図（7）（８）（9）　擁壁工詳細図（1）擁
壁工展開図（１）、(5)
件名：那覇広域都市計画道路、3.4.那
88号真和志線
・事業地を表示する図面、平面図No
Scale
・設計の概要を表示する図面　標準断
面図(1).S2　1/50

公開 R3.9.1
都市みらい部
道路建設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２２３ ２１３ R3.8.27

2021年5月18日公告　契約管理番号
05010020211000000050
一般競争入札　「壺屋小学校外壁補修
工事（１工区）」
2021年5月18日公告　　契約管理番号
05010020211000000051
一般競争入札　「壺屋小学校外壁補修
工事（１工区）」
上記の工事価格内訳書の開示をお願
いします。

公開 R3.9.6
生涯学習部

施設課

２２４ ２１４ R3.8.30

2021年5月25日公告　契約管理番号
05010020211000000052
一般競争入札　「安謝小学校外壁補修
工事」
2021年6月1日公告　　契約管理番号
05010020211000000054
一般競争入札　「古蔵中学校外壁補修
工事」
上記の工事価格内訳書の開示をお願
いします。

公開 R3.9.6
生涯学習部

施設課

２２５ ２１５ R3.8.30

宅地造成工事の擁壁建築確認審査の
照会文書に対する回答文書
「那ま建指第134号令和3年8月20日」
及び「那ま建指第61号令和3年5月19
日」の起案文書及び調整会議に係る
記録・メモ類の一切文書

部分公開 R3.9.13

個人情報に関わる部分、調整
会議に係る記録の一部
適用理由：①個人を識別できる
ため②行政内部の意思決定過
程における審議、検討、調査等
の情報で、意思決定前に公に
することにより行政の公正性、
適正性を損なうおそれがあるた
め

1．第7条
第1項第2
号
2．第7条
第1項第4
号

まちなみ共創部
建築指導課

２２６ ２１６ R3.8.31

真嘉比古島第二土地区画整理事業
114街区5番
自立式親杭擁壁図面
・平面図　・展開図　・配筋図

公開 R3.9.3
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２２７ ２１７ R3.8.31

前島5号
前島11号
那覇市道路台帳
測定基図那覇2　6-21

公開 R3.9.3
都市みらい部
道路管理課

２２８ ２１８ R3.9.3

那覇市より〇〇に21年度、20年度に補
助金、助成金、又は無利子の融資等に
より出しているお金が知りたいので、関
係する資料。

公開 R3.9.14
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

２２９ ２１９ R3.9.6

平成24年度　牧志壺屋線街路工事（第
17区）竣工図
・平面図（2）（67-2）
・道路標準断面図（67-4）
・横断図（2）（67-6）
・詳細図（67-9）
・歩道詳細図（67-10）
・点字ブロック詳細図（67-15）

公開 R3.9.9
都市みらい部
道路建設課

２３０ ２２０ R3.9.6

那覇空港南地区施設道路
全体平面図　平面図（1）（2）．標準断
面図
平成30年度市道具志73号実施設計業
務委託

公開 R3.9.8
都市みらい部
道路建設課

２３１ ２２１ R3.9.8
那覇市一般廃棄物（ごみ）収集運搬許
可業者の更新の提出資料の閲覧をし
たい。

取下げ R3.9.29
環境部

環境政策課

２３２ ２２２ R3.9.10

（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度　森口公園磁気探査業務
委託に係る表紙、積算内訳表、総括
表、代価表・施工パッケージ、単価表
一覧、単価表

公開 R3.9.13
都市みらい部
花とみどり課

２３３ ２２３ R3.9.10

（2021年度　磁気探査調査業務）
・寄宮中学校擁壁磁気探査業務委託
（その2）に係る表紙、積算内訳表、総
括表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R3.9.13
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２３４ R3.9.16

・令和3年度　識名公園整備工事（土木
2）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.9.24
都市みらい部
花とみどり課

２３５ R3.9.16

・令和3年度　具志73号道路改良工事
・令和3年度　久茂地7号（甲辰橋）　橋
梁整備工事（その５）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.9.24
都市みらい部
道路建設課

２３６ R3.9.16

・上間小学校外構工事（その2）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.9.29
生涯学習部

施設課

２３７ R3.9.16

・令和３年度福州園再整備工事（土木）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

部分公開 R3.9.29

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

２３８ ２２５ R3.9.16
〇〇保育園に関する近隣住民への説
明・同意に係わる追加資料（依頼日・
受取日・記載）

部分公開 R3.9.27

氏名、住所、その他個人情報
に該当する文言
適用理由：個人に関する情報
であって特定の個人を識別す
ることができるため。

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こども政策課

２３９ ２２６ R3.9.16
首里城火災に関する「火災原因調査
書」

部分公開 R3.9.21

1．個人情報に関すること。
2．法人等に関する情報
3．行政執行に関する情報
適用理由：1．個人に関する情
報であり、特定の個人を識別す
ることができるため。2．法人等
に関する情報であり、公開する
ことにより、当該法人等に不利
益を与えるため。3．調査等に
関する情報であり、公開するこ
とにより、率直な意見の交換若
しくは意思決定の中立性が不
当に損なわれるおそれ又は特
定の者に不当に不利益を与え
若しくは不利益を及ぼすおそ
れがあるため。

1．第7条
第1項第2
号
2．第7条
第1項第3
号
3．第7条
第1項第4
号

消防局
予防課

２４０ ２２７ R3.9.17

・NPO法人〇〇および〇〇保育園に
支給された交付金、補助金、貸付金等
資金の過去分、予定分の明細・内訳
・国・県等より上記法人・園に交付さ
れ、支給した資金の名称、金額等明
細・内訳

公開 R3.9.30
こどもみらい部
こども政策課

２４１ ２２８ R3.9.21 位置指定通路図 取下げ R3.9.27
都市みらい部
道路管理課

２４２ ２２９ R3.9.21
リサイクル届出受付簿　令和3年8月27
日～令和3年9月21日まで分（工事場
所）

部分公開 R3.9.27
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２４３ ２３０ R3.9.24 〇〇解体工事に係るマニフェスト 部分公開 R3.10.6

1．個人名、個人の印影
2．社印の印影
適用理由：1．個人に関する情
報であって、特定の個人を識別
することができるため、又は公
務員等の権利利益を不当に害
するおそれがあるため
2．法人に関する情報であっ
て、著しい不利益を与えること
が明らかであるため

1．第7条
第1項第2
号
2．第7条
第1項第3
号

環境部
環境政策課

２４４ ２３１ R3.9.24
・消防管理者選任届
・消防計画書

取下げ R3.9.27
消防局

西消防署

２４５ ２３２ R3.9.27
令和元年　石嶺市営住宅第6期建替工
事（建築）　工事設計書内訳　1式

公開 R3.9.30
まちなみ共創部

建築工事課

２４６ ２３３ R3.9.27
令和2年　若狭小学校校舎及びプール
改築工事（建築）　工事設計書内訳　１
式

公開 R3.9.29
生涯学習部

施設課

２４７ ２３４ R3.9.28

令和2年度・令和3年度の件名：こんに
ちは赤ちゃん事業の赤ちゃん用おしり
ふき購入について、おのおの購入金額
と購入会社（業者）名

部分公開 R3.10.11

予算額
適用理由：市が行う事務の性質
上、公開することにより当該事
務の適切な執行に著しい支障
を及ぼす恐れがあるため。

第7条第1
項第4号オ

こどもみらい部
子育て応援課

２４８ ２３５ R3.9.29
平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（1）（2）、横断図（7）（8）（9）

公開 R3.10.4
都市みらい部
道路建設課

２２４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２４９ ２３６ R3.9.29 画地　座標面積成果表 公開 R3.10.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２５０ ２３７ R3.9.29

那覇広域都市計画事案　真嘉比古島
第二土地区画整理事業
真嘉比古島第二街路及び整備工事
（その４）
・造成・土工平面図（2街区）　18葉中2
葉
・造成断面図2-2（2街区）　18葉中4葉
・擁壁展開図（2街区）　18葉中5葉
・L型擁壁配筋図（2街区）　18葉中7葉

公開 R3.10.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２５１ ２３８ R3.10.1

那覇広域都市計画道路
3・3・那17　石嶺線（2）
事業地を表示する図面
平面図2/3

公開 R3.10.5
都市みらい部
道路建設課

２５２ ２３９ R3.10.4
那覇市いじめ問題専門委員会の調査
報告書。

非公開 R3.10.14

那覇市いじめ問題専門委員会
調査部会B 調査報告書（令和3
年3月29日）
適用理由：特定の個人を識別
することはできないが、公にす
ることにより、個人の権利利益を
害するおそれがあるため。

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

２５３ R3.10.4 公開 R3.10.14
都市みらい部
道路管理課

２５４ R3.10.4 部分公開 R3.10.19

残土処理場の名称
適用理由：廃棄処理業者の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害する恐れがあるため

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

２５５ R3.10.4 公開 R3.10.15
市民文化部
文化財課

２５６ ２４１ R3.10.4

令和2年10月1日から令和3年10月1日
までに締結した損害保険契約のうち、
下記の保険証券写し。
スポーツ専門指導員派遣事業に対す
る保険

部分公開 R3.10.6
保険加入者氏名
適用理由：氏名が含まれるた
め。

第7条第1
項第2号

生涯学習部
市民スポーツ課

２５７ ２４２ R3.10.4
与儀小学校校舎等改築工事（建築）情
報開示資料

公開 R3.10.11
生涯学習部

施設課

２５８ ２４３ R3.10.5

天妃小学校校舎及びプール改築工事
（建築）（R3年度）
金入り設計書、諸経費、仕訳書、内訳
書、別紙明細書

公開 R3.10.7
生涯学習部

施設課

２５９ ２４４ R3.10.6
リサイクル届出受付簿　令和3年9月22
日～10月6日まで分（工事場所）

部分公開 R3.10.20
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２６０ ２４５ R3.10.7
令和3年　大名市営住宅第4期建替工
事（解体・2工区）　設計書内訳　１式

公開 R3.10.20
まちなみ共創部

建築工事課

２６１ ２４６ R3.10.7
令和2年若狭市営住宅3号棟耐震改修
工事　工事設計書内訳　１式

公開 R3.10.26
まちなみ共創部

市営住宅課

２６２ ２４７ R3.10.7
令和2年壷川市営住宅2号棟改修工事
工事設計書内訳　１式

公開 R3.10.26
まちなみ共創部

市営住宅課

２６３ ２４８ R3.10.7
令和3年与儀小学校校舎改築工事（建
築）　工事設計書内訳書　１式

公開 R3.10.11
生涯学習部

施設課

２６４ ２４９ R3.10.7
令和2年　神原中学校外壁改修工事
設計書内訳　１式

公開 R3.10.18
生涯学習部

施設課

２６５ ２５０ R3.10.7
令和3年　小禄市営住宅9号棟改修工
事　設計書内訳　１式

公開 R3.10.26
まちなみ共創部

市営住宅課

２６６ ２５１ R3.10.7
令和3年　宇栄原市営住宅第5期建替
工事（建築）　設計書内訳　１式

公開 R3.10.18
まちなみ共創部

建築工事課

２６７ ２５２ R3.10.7

・「令和2年度　街路樹美化業務委託」
・「令和3年度　道路除草業務委託」
上記2件の工事内訳表（単価・金額の
記載のあるもの）

公開 R3.10.21
都市みらい部
道路管理課

・令和3年度　街路樹美化業務委託（西
地区および東地区）
・令和3年度　小禄赤嶺線植栽工事（第
14工区）
・首里金城の大アカギ木道整備工事
上記金入り設計書
（表紙・本工事内訳書・明細書・代価
表・単価表・施P・間接費の内訳含）

２４０

21



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２６８ R3.10.7 部分公開 R3.10.20

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
与えることが明らかであるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２６９ R3.10.7 部分公開 R3.10.19

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物処理事業者
の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害する恐れがあ
るため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

２７０ R3.10.7 公開 R3.10.19
都市みらい部
花とみどり課

２７１ R3.10.7 公開 R3.10.15
生涯学習部

施設課

２７２ R3.10.7 部分公開 R3.10.19

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物処理事業者
の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害する恐れがあ
るため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

２７３ R3.10.7 公開 R3.10.15
生涯学習部

施設課

２７４ R3.10.7 部分公開 R3.10.20

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

２７５ R3.10.7 公開 R3.10.15
生涯学習部

施設課

２７６ R3.10.7 公開 R3.10.20
まちなみ共創部

建築工事課

２７７ R3.10.7 公開 R3.10.19
都市みらい部
花とみどり課

２７８ R3.10.7 部分公開 R3.10.19

処分費摘要欄
適用理由：処分費摘要欄につ
いては、参考としている沖縄県
の報告書において、処理場名
が非公開とされているため

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

２７９ R3.10.7 部分公開 R3.10.20

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかな
ため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２８０ R3.10.7 部分公開 R3.10.20

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかな
ため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２８１ ２５７ R3.10.8

・平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（1）（2）
・那覇広域都市計画道路３・４・那88号
真和志線　事業地を表示する図面　平
面図　No　Scale

公開 R3.10.13
都市みらい部
都市計画課

２８２ ２５８ R3.10.8 2頂道路の資料 部分公開 R3.10.13
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２８３ ２５９ R3.10.11

・平成28年度　真和志線実施設計業務
委託　平面図（1）（2）
・設計の概要を表示する図面
平面図　No　Scale

取下げ R3.10.12
都市みらい部
都市計画課

２５３

令和2年度　小禄支所等建設工事（造
成）
令和2年度　一銀線街路整備工事（第1
工区）
令和2年度識名公園整備工事（土木）
令和2年度　鏡原中学校屋外環境整備
工事
令和2年度　石嶺線（2）街路工事（第
38工区）
上記に係る、表紙、内訳書、単価表、
共通仮設費内訳書、現場管理費、一
般管理費、間接費一覧の全ての金入り
（当初）設計書の文書。

２５４

令和3年度　具志73号道路改良工事
令和3年度　上間小学校　外構工事
（その2）
令和3年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その5）
令和3年度福州園再整備工事（土木）
令和3年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その6）
上記に係る、表紙、内訳書、単価表、
共通仮設費内訳書、現場管理費、一
般管理費、間接費一覧の全ての金入り
（当初）設計書の文書。

２５５

令和2年度　石嶺小学校配管切り回し
工事（その2）
令和2年度　大名市営住宅第3期建替
工事（Ｅ棟・外構）
令和3年度　末吉公園整備工事（土木
1）
令和3年度　識名公園整備工事（土木
2）
令和3年度農道崎山線地すべり対策工
事
上記に係る、表紙、内訳書、単価表、
共通仮設費内訳書、現場管理費、一
般管理費、間接費一覧の全ての金入り
（当初）設計書の文書。

２５６

令和3年度　大名市営住宅第4期建替
工事（造成その3）
令和3年度　大名市営住宅第4期建替
工事（造成その1）
上記に係る、表紙、内訳書、単価表、
共通仮設費内訳書、現場管理費、一
般管理費、間接費一覧の全ての金入り
（当初）設計書の文書。
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２８４ ２６０ R3.10.11
2020 年度に那覇市が〇〇に総額でい
くらの仕事の費用を支出したか知りた
い。

公開 R3.10.20 出納室

２８５ R3.10.11 公開 R3.10.20
まちなみ共創部

建築工事課

２８６ R3.10.11 部分公開 R3.10.22

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２８７ R3.10.11 部分公開 R3.10.25

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２８８ R3.10.11 公開 R3.10.20
生涯学習部

施設課

２８９ R3.10.11 公開 R3.10.25
生涯学習部

施設課

２９０ R3.10.11 公開 R3.10.19
都市みらい部
道路建設課

２９１ ２６２ R3.10.11

①株式会社〇〇のサービス管理責任
者、〇〇氏の那覇市役所への登録状
況、登録に対する提出資料等の情報
開示。
②株式会社〇〇に対するサービス管
理責任者不在での施設運営に対する
今後の指導・処罰を行った際の報告。
又、生活支援員が利用者に付いてい
なかった時の今後の指導・処罰等の報
告。
③株式会社〇〇が不正受給をされて
いる可能性がある事から他、行政機関
への情報共有をされたかの報告。

非公開 R3.10.25

公開請求のあった公文書①
適用理由：当該公文書の存否
を答えること自体が非公開情報
を公開することになるので、存
否を答えることはできない。ま
た、仮に当該文書が存在すると
しても、那覇市情報公開条例第
7条第1項第2号の個人に関す
る情報に該当し非公開となる文
書であるため。
公開請求のあった公文書②及
び③適用理由：不存在のため。

第10条第
1項
第12条第
2項

福祉部
障がい福祉課

２９２ ２６３ R3.10.12
平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（1）　標準断面図　横断面（7）

公開 R3.10.15
都市みらい部
道路建設課

２９３ ２６４ R3.10.12

那覇市広域都市計画道路
３・４・那89号城東城北線
・事業地を表示する図面　平面図
S＝1/1000
・設計の概要を表示する図面　平面図
No Scale
・参考資料標準断面図　No Scale

公開 R3.10.13
都市みらい部
道路建設課

２９４ ２６５ R3.10.12

〇〇において回収した枯葉（ボランティ
ア袋入り）状況を確認できる公文書一
式、期間平成31年6月から令和3年末
まで。

公開 R3.10.15
都市みらい部
道路管理課

２９５ ２６６ R3.10.14

大名市営住宅第4期建替工事業務委
託（造成磁気探査その3）に係る表紙、
積算内訳書、総括表、代価表、単価表
一覧、単価表

取下げ R3.10.21
まちなみ共創部

建築工事課

２９６ ２６７ R3.10.14
令和3年度　末吉公園磁気探査調査業
務委託に係る表紙、積算内訳書、総括
表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R3.10.21
都市みらい部
花とみどり課

２９７ ２６８ R3.10.15
・土地区画整理法による換地図（平成
17年1月22日）および座標法面積計算
書

公開 R3.10.19
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９８ ２６９ R3.10.15

2021年8月24日公告
契約管理番号
05010020211000000018
一般競争入札　「小禄市営住宅9号棟
改修工事」
上記の工事価格内訳書

公開 R3.10.20
まちなみ共創部

市営住宅課

２９９ ２７０ R3.10.19

①那覇市都市計画道路3・4　那覇89号
城東城北線
事業地を表示する図面　平面図
S=1/1000
②令和2年度　城東城北線設計業務委
託
位置：那覇市首里石嶺町市内設計図
面
図面名：舗装路面表示平面図-1

公開 R3.10.29
都市みらい部
道路建設課

２６１

・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・諸経費計算書
　
小禄支所等建設工事（機械）
令和3年度　小中学校トイレ環境整備
工事（設備その1）
上間小学校外構工事（その2）
令和3年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その5）
大名市営住宅第4期建替工事（造成そ
の3）
大名市営住宅第4期建替工事（造成そ
の１）
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３００ ２７１ R3.10.20

令和03年10月16日予算決算委員会
で、まちなみ共創部部長換地処分取
消事件の上告にあたって判例を参考
にしたと答弁している。
上告にあたって、保有する判例一式

非公開 R3.11.2

文書不存在
適用理由：請求がある判例一
式は、「株式会社ぎょうせい」か
ら発行している「判例土地法
土地区画整理法」に収録してい
る「「横浜地裁　平成14年1月30
日判決　平成5年（行ウ）7号
換地処分取消請求事件」であ
る。
当資料は、「那覇市情報公開
条例第2条（1）ア　官報、白書、
新聞、雑誌、書籍その他不特
定多数の者に販売されるもの
及び実施機関以外のものが無
償頒布することを目的として発
行するもの」に該当し、公文書
から除かれているので不存在で
ある。

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０１ ２７２ R3.10.20
真嘉比古島第2地区土地区画整理事
業について造成工事の各施工年度毎
の施工区域がわかる書式一式

公開 R3.11.2
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０２ ２７３ R3.10.20
宅地造成よう壁に係る建築確認済した
書類（確認済台帳等）一式

部分公開 R3.11.2

・確認台帳及び確認申請書の
個人情報に関わる部分
適用理由：連絡先、印影及び
間取り図等は個人の権利利益
を害するおそれがあるため。
・確認申請書の構造図面及び
構造計算書の著作物と認めら
れる部分
適用理由：構造図面及び構造
計算書は、建築主から依頼を
受けた設計事務所に属する設
計者が作成したもので、擁壁設
計に関する知識と独自の技術
力を駆使して設計した確認申
請書の一部であり、これが公に
されると同業者に参考とされる
など設計者の競争上の地位等
を害するおそれがあるため。

第7条第1
項第2号
第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築指導課

３０３ ２７４ R3.10.20
宅地造成工事に係る「自立型よう壁」の
確認審査に係る審査基準及びチェック
リスト一式

非公開 R3.11.2

文書不存在
適用理由：「自立型擁壁」の確
認審査に係る審査基準及び
チェックリストが存在しないため

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築指導課

３０４ ２７５ R3.10.20
建物〇〇の消防設備のわかる書類一
式

公開 R3.10.25
消防局
予防課

３０５ ２７６ R3.10.20

2021年度に作成された安岡中学校、
首里中学校の1学期中間テストの問題
用紙・解答用紙・解答（以下の教科の
み）

安岡中学校・・・中3保健体育、中1美術
首里中学校・・・中1・中2・中3の音楽・
美術・技術家庭科・保健体育

部分公開 R3.11.2

2021年度に作成された安岡中
学校、首里中学校の1学期夏
休み前に行われたテストの問題
用紙・解答用紙・解答（以下の
教科のみ）
　首里中学校・・・中1・中2・中3
の美術
適用理由：テストの未実施

第12条第
2項

学校教育部
学校教育課

３０６ ２７７ R3.10.21

大名市営住宅第4期建替工事業務委
託（造成磁気探査その3）に係る表紙、
積算内訳書、総括表、代価表、単価表
一覧、単価表、開札の際の係数

部分公開 R3.10.26
単価表一覧、単価表
適用の理由：公開請求に係る
公文書を保有していないため

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築工事課

３０７ ２７８ R3.10.22

・大名市営住宅第4期建替工事（解体・
1工区）内訳等開示可能な書類全て
・大名市営住宅第4期建替工事（解体・
1工区）内訳等開示可能な書類全て

公開 R3.11.5
まちなみ共創部

建築工事課

３０８ ２７９ R3.10.25
昭和60年度末吉2号線道路改良工事4
の1

公開 R3.10.29
都市みらい部
道路管理課

３０９ ２８０ R3.10.25
工事名：令和3年度久茂地7号（甲辰
橋）橋梁整備工事（その6）

公開 R3.10.29
都市みらい部
道路建設課

３１０ ２８１ R3.10.28
令和3年度泉崎北線（泉崎橋）修繕工
事（本工事費内訳表）

公開 R3.11.8
都市みらい部
道路管理課

３１１ ２８２ R3.10.28

那覇市広域都市計画道路
3・4・那89号　城東城北線
・事業地を表示する図画平面図　S＝
1/1000
・設計の概要を表示する図面・平面図
No Scale
・参考資料 標準断面図　No Scale

公開 R3.11.1
都市みらい部
道路建設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３１２ ２８３ R3.10.29

広告入りおくやみハンドブック
無償提供者募集要項について
モノクロ印刷　他社のみ
①全参加者企業の得点
②参加企業の提案企画内容
③提案に対する評価者コメント

部分公開 R3.11.26

②参加企業の提案企画内容
③提案に対する評価者コメント
※文書不存在（評価時には点
数のみの評価しか行っていな
いため）
適用理由：当該法人の業務上
の活動利益に該当するため

第7条第1
項第3号

市民文化部
ハイサイ市民課

３１３ ２８４ R3.10.29
①2014年5月30日仲井眞知事が認可
（設立）した告示341号施行地区の地図
を受け取ったか。

公開 R3.11.11
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３１４ ２８５ R3.10.29

①1965年ガーブ川が改修され、大規
模な水上店舗が建設されて、農連市場
地区の最南東に巨大な水上店舗が
あったが、そこを管理していた部局によ
る建物の図面。

②農連再開発事業で前記水上店舗を
管理していたのはどの部局か。水上店
舗撤去を許可したのはどの部局か。

非公開 R3.11.11

文書不存在
適用理由：①水上店舗は民間
所有の建物であり、那覇市は建
物の管理をしておらず、請求者
が求める建物図面を保有して
いないため。
②農連市場地区内にある水上
店舗については、沖縄県知事
より組合設立認可を受けた〇〇
組合が事業計画に基づき除去
している。当事業計画について
は沖縄県に進達しており文書を
保有していないため。

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３１５ R3.10.29 公開 R3.11.11
都市みらい部
道路管理課

３１６ R3.10.29 公開 R3.11.12
まちなみ共創部

市営住宅課

３１７ R3.10.29 公開 R3.11.12
こどもみらい部
こども教育保育

課

３１８ ２８７ R3.11.2

工事名：（仮称）ナハメカルパーキング
建設工事（建築）
発注者：那覇市長
工期：自平成31年3月15日～至令和2
年2月28日
上記、請負契約の「完成工事原価」に
ついて作成された文書（明細書）

公開 R3.11.16
経済観光部
商工農水課

３１９ ２８８ R3.11.4

那覇市〇〇で発生した火災に関する
下記の書類を申請いたします。
原因判定書
火災調査書

部分公開 R3.11.10

個人情報に関すること。
適用理由：個人に関する情報
であって、当該情報に含まれる
氏名、年齢の記述により特定の
個人を識別することができるも
のであるため。

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３２０ ２８９ R3.11.5
令和3年度石嶺線（2）磁気探査業務委
託に係る表紙、積算内訳書、総括表、
代価表、単価表一覧、単価表

公開 R3.11.17
都市みらい部
道路建設課

３２１ ２９０ R3.11.5
識名小学校校舎等磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳書、総括表、代
価表、単価一覧表、単価表

公開 R3.11.12
生涯学習部

施設課

３２２ ２９１ R3.11.5 道路台帳平面図　11－8 公開 R3.11.8
都市みらい部
道路管理課

３２３ ２９２ R3.11.8
2021年の株式会社〇〇のサービス管
理責任者の届け出、登録に関する書
類一式。

部分公開 R3.11.22

サービス管理責任者の配置要
件を証明するための実務経
験、研修修了証書等の書類一
式。
適用理由：個人情報（氏名、生
年月日、住所、職歴等）に該当
するため。

第7条第1
項第2号

福祉部
障がい福祉課

３２４ R3.11.9 公開 R3.11.18
まちなみ共創部

建築工事課

３２５ R3.11.9 公開 R3.11.10
生涯学習部

施設課

２８６
現在の那覇市が所有する農連再開発
地区内の那覇市所有の土地全て
公有財産台帳により明示せよ。

２９３

・金額入り工事費仕訳書
・金額入り内訳書
・諸経費計算書
の公開をお願いいたします。
工事名については別紙参照のほどよろ
しくお願いいたします。
建築工事課
（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事（機械）
教育委員会
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（機械）
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（機械）
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３２６ R3.11.9 公開 R3.11.19
生涯学習部

施設課

３２７ R3.11.9 公開 R3.11.22
都市みらい部
公園管理課

３２８ ２９５ R3.11.10 那覇市道路種別マップ　55-L　No2 公開 R3.11.15
まちなみ共創部

建築指導課

３２９ ２９６ R3.11.10
リサイクル届出受付簿　令和3年10月
13日～令和3年11月10日まで分（工事
場所）

部分公開 R3.11.15
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３３０ ２９７ R3.11.11 那覇市道路台帳　測定基図 公開 R3.11.16
都市みらい部
道路管理課

３３１ ２９８ R3.11.12 市道の道路幅員がわかる台帳 公開 R3.11.26
都市みらい部
道路管理課

３３２ ２９９ R3.11.15
那覇市繁多川道路拡張工事に関する
図面、計画書

公開 R3.11.17
都市みらい部
道路建設課

３３３ ３００ R3.11.15 那覇市道路種別マップ　No.3　25-L 公開 R3.11.17
まちなみ共創部

建築指導課

３３４ ３０１ R3.11.15
令和3年度福州園再整備工事（電気）
に関わる鑑、設計内訳書、一式当たり
内訳書、１次単価表、参考資料全て

部分公開 R3.11.30

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害する恐れがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

３３５ ３０２ R3.11.17
那覇市道路種別マップ　No.１（西）
39-L

公開 R3.11.17
まちなみ共創部

建築指導課

３３６ ３０３ R3.11.18
識名小学校校舎等改築工事（建築）の
設計書及び諸経費、仕分書、内訳書

公開 R3.11.19
生涯学習部

施設課

３３７ ３０４ R3.11.18 換地図座標法面積計算書 公開 R3.11.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３３８ ３０５ R3.11.19

那覇市の地番が載った図面で、2020
年中の登記異動修正済のshapeデー
タ。
※地番の他、字界・字名・家屋（外形・
家屋番号）の情報も付加可能であれば
お願いします。
※次回最新版に更新される予定時期
と、測地成果（JGD2000、JGD2011等）
についてご回答をお願いします。
※コード表記等を行っている場合は、
コード表等の資料もお願いします。

公開 R3.11.30
企画財務部
資産税課

３３９ ３０６ R3.11.19
大防法に該当するボイラーのリスト
・住所　・能力　・ボイラーの種類　・現
場名　・台数

公開 R3.11.25
環境部

環境保全課

３４０ ３０７ R3.11.22
「令和3年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その5）」の金入り設計書

公開 R3.11.29
都市みらい部
道路建設課

３４１ ３０８ R3.11.22
平成29年度　一銀線実施設計業務委
託　平面図（１)

公開 R3.11.25
都市みらい部
道路建設課

３４２ ３０９ R3.11.24
首里　金城町東門川仲元川線
1．計画平面図　2．横断図

公開 R3.11.30
都市みらい部
道路建設課

３４３ ３１０ R3.11.24 管理移管図面作成業務（天久15号） 公開 R3.11.30
都市みらい部
道路管理課

３４４ ３１１ R3.11.25

那覇広域都市計画道路
3.4.那88号　真和志線
事業地を表示する図面　平面図　No
Scale

公開 R3.11.29
都市みらい部
道路建設課

３４５ R3.11.26 公開 R3.12.9
まちなみ共創部

建築工事課

３４６ R3.11.26 部分公開 R3.12.7

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物処理事業者
の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれが
あるため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

令和3年度の別紙項目について作成さ
れた文書
工事内訳、種目別内訳、科目別内訳、
細目別内訳、共通費計算書

・識名小学校校舎等改築工事（建築）
・令和3年度小学校トイレ環境整備工
事（その2）
・識名小学校校舎等改築工事（建築）
・令和3年度小学校トイレ環境整備工
事（その2）
・神原中学校昇降機改修工事
・首里中学校他1校配膳室及びプラット
フォーム整備工事
・令和3年度福州園再整備工事（電気）

２９４

・大名市営住宅第4期建替工事（造成
その1）
・大名市営住宅第4期建替工事（造成
その2）
・大名市営住宅第4期建替工事（造成
その3）
・令和3年度石嶺線（2）街路工事（第45
工区）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

３１２
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３４７ ３１３ R3.11.26

平成28年度
真和志線実施設計業務委託
・平面図（1）
・横断図（7）

公開 R3.11.29
都市みらい部
道路建設課

３４８ ３１４ R3.11.26

（2021年度　磁気探査調査業務）
・大名市営住宅第4期建替工事業務委
託（造成磁気探査その1～3）に係る表
紙、積算内訳表、総括表、代価表・施
工パッケージ、単価表一覧、単価表

部分公開 R3.12.9

施工パッケージ、単価表一覧、
単価表
適用理由：公開請求に係る公
文書を保有していないため

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築工事課

３４９ ３１５ R3.11.26

（2020年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度　石嶺線（3）磁気探査業務
委託（その2）に係る表紙、積算内訳
表、総括表、代価表・施工パッケージ、
単価表一覧、単価表

部分公開 R3.12.7

見積提出事業者名
適用理由：見積提出事業者の
権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがある
ため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３５０ ３１６ R3.11.26

（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度　末吉公園磁気探査業務
委託
・令和3年度　安里緑地磁気探査業務
委託に係る表紙、積算内訳表、総括
表、代価表・施工パッケージ、単価表
一覧、単価表

公開 R3.12.2
都市みらい部
花とみどり課

３５１ ３１７ R3.11.26

（2021年度　磁気探査調査業務）
・識名小学校校舎等磁気探査業務委
託
・天妃小学校校舎及びプール改築工
事磁気探査業務委託に係る表紙、積
算内訳表、総括表、代価表・施工パッ
ケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.12.1
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３５２ R3.11.29 部分公開 R3.12.13

・売電種別：全量oｒ余剰
・設置日からの月毎の発電量も
しくは売電量（額）のうち、平成
27年度以前。
・設置日からの管理保守メンテ
ナンス状況（契約先優先）
・設置日からの修繕状況
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

総務部
管財課

３５３ R3.11.29 公開 R3.12.14
総務部

防災危機管理
課

３５４ R3.11.29 部分公開 R3.12.10

①設備内容（設置方位）②設置
日からの管理保守メンテナンス
状況（契約先等）③設置日から
の修繕状況④パワコン情報（型
番）
適用理由：①：設置方位につい
て記載のある公文書なし　②：
管理保守契約ないため公文書
なし　③：修繕ないため公文書
なし　④：メーカーの承諾なしに
第三者に開示しないよう取り決
めがあるため

①～③：
第12条第
2項
④：第7条
第1項第3
号

市民文化部
ハイサイ市民課

３５５ R3.11.29 公開 R3.12.2
消防局
総務課

３５６ R3.11.29 部分公開 R3.12.10

・設備内容　設置日、パネル情
報（一部：合計容量、型番、枚
数、設置角、設置方位）
・設置日からの月毎の発電量
及び設置日から5年前までの売
電量（額）
・設置日からの管理保守メンテ
ナンス状況
・設置日からの修繕状況
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

こどもみらい部
子ども教育保育

課

３５７ R3.11.29 部分公開 R3.12.9

設備内容（設置日、パネル情報
（合計容量、型番、枚数、設置
角、設置方位）、パワコン情報
（合計容量、型番、台数））
設置日からの月毎の発電量及
び設置日から3年前までの発電
量（額）
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

環境部
環境保全課

３５８ R3.11.29 部分公開 R3.12.13

設備内容（設置日、パネル情報
（合計容量、型番、枚数、設置
角、設置方位）、パワコン情報
（合計容量、型番、台数））
設置日からの月毎の発電量及
び設置日から平成20年度まで
の発電量（額）
設置日からの平成23年度まで
の修繕状況
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

まちなみ共創部
市営住宅課

３５９ R3.11.29 部分公開 R3.12.9

・那覇市の所有する太陽光発
電設備の一覧
適用理由：作成なし。
※那覇市営奥武山屋内運動場
（セルラーパーク）のみのため
・設置日からの月毎の発電量も
しくは売電量（額）
適用理由：記録なし（全量自家
消費）

第12条第
2項

生涯学習部
市民スポーツ課

３６０ R3.11.29 部分公開 R3.12.13

設備内容（設置日、パネル情報
（合計容量、型番、枚数、設置
角、設置方位）、パワコン情報
（合計容量、型番、台数））
設置日からの月毎の発電量及
び設置日から3年前までの発電
量（額）
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

生涯学習部
施設課

３１８

・那覇市の所有する太陽光発電設備
の一覧（名称、設置場所、売電種別：
全量or余剰）
・設備内容をわかる範囲で（設置日、パ
ネル情報（合計容量、メーカー、型番、
枚数、設置角、設置方位）、パワコン情
報（合計容量、メーカー、型番、台数））
・設置日から月毎の発電量もしくは売
電量（額）
・設置日からの管理保守メンテナンス
状況（契約先等）
・設置日からの修繕状況
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３６１ ３１９ R3.11.30

R3年度発注の
小禄支所等建設工事（電気）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.12.6
まちなみ共創部

建築工事課

３６２ ３２０ R3.11.30

R3年度発注の
与儀小学校校舎等改築工事（電気）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.12.8
生涯学習部

施設課

３６３ ３２１ R3.11.30

R3年度発注の
令和3年度福州園整備工事（電気）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

部分公開 R3.12.14

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発行する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位の他正当な
利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

３６４ ３２２ R3.11.30
換地図
土地面積・寸法etc.分かるもの

公開 R3.12.6
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３６５ ３２３ R3.12.1

2021年10月19日公告　契約管理番号
05010020211000000008
一般競争入札　「壷川市営住宅2号棟
改修工事（その2）」
上記の工事価格内訳書の開示をお願
い致します。

公開 R3.12.8
まちなみ共創部

建築工事課

３６６ ３２４ R3.12.1 道路台帳平面図6-16 公開 R3.12.9
都市みらい部
道路管理課

３６７ ３２５ R3.12.2

2021年那覇市松山公園文化交流施設
指定管理者の選定に係る「〇〇」以外
の３者の申請書及び添付書類一式（決
算書は除く）

部分公開 R4.1.14

個人情報および各法人の経営
状況に関する情報に係る部分
他の情報機関において写しの
交付を受けることができる文書
適用理由：個人の情報、および
各法人に不利益を与える恐れ
がある情報に該当　他の実施
機関において写しの交付を受
けることができる文書に該当す
るため

第7条第1
項第2号
第7条第1
項第3号
第18条第
1項

都市みらい部
公園管理課

３６８ ３２６ R3.12.3

１　令和元年10月31日の首里城火災
に関する那覇市消防局の火災指令の
第2次出勤までの9の消防隊の「活動報
告書」
２　火災当時の首里城に関する那覇市
消防局の「警防計画書」

公開 R3.12.9
消防局
警防課

３６９ ３２７ R3.12.6
リサイクル届出受付簿　令和3年11月
11日～令和3年12月6日分（工事場所）

部分公開 R3.12.8
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３７０ ３２８ R3.12.7
識名小学校校舎等改築工事（電気）
に関わる鑑、設計内訳書、一式当たり
内訳書、１次単価、参考資料の全て

公開 R3.12.20
生涯学習部

施設課

３７１ ３２９ R3.12.7
与儀小学校校舎等改築工事（電気）
に関わる鑑、設計内訳書、一式当たり
内訳書、１次単価、参考資料の全て

公開 R3.12.8
生涯学習部

施設課

３７２ ３３０ R3.12.9
平成29年度一銀線実施設計業務委託
平面図（4）

公開 R3.12.13
都市みらい部
道路建設課

３７３ ３３１ R3.12.10 那覇第一地区土地区画整理　従前図 公開 R3.12.15
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３７４ ３３２ R3.12.10
1985年の「うないフェスティバル」の主
催および開催に至る経緯などに関連
する文書

非公開 R3.12.21

公開請求の対象となる文書が
存在しないため不存在
適用理由：主催は「うないフェス
ティバル実行委員会」（那覇市
も委員として参加）。
同実行委員会発行の「うない
フェスティバル’85報告書」に開
催に至る経緯などの記載がある
が、当該報告書は、「那覇市情
報公開条例第2条（１）ア　官
報、白書、新聞、雑誌、書籍そ
の他不特定多数の者に販売さ
れるもの及び実施機関以外の
ものが無償頒布することを目的
として発行するもの」に該当し、
公文書から除かれているので
不存在である。

第12条第
2項

総務部
平和交流・男女

参画課

３７５ ３３３ R3.12.13

R3年度発注の
識名小学校校舎等改築工事（電気）
上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表等（金額入り）

公開 R3.12.21
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３７６ ３３４ R3.12.13

平成28年度～令和3年度の校外学習
（春の遠足、秋の社会見学等）の旅行
命令簿と引率旅費の支払いが分かる
書類。校外学習に際し保護者負担が
分かる書類。
大道小学校・泊小学校・古蔵小学校・
城南小学校・高良小学校・小禄南小学
校
※バス会社からの請求書・領収書
校外学習の参加人数（児童数・引率者
数）及び那覇市教育委員会にある文書
も含む

公開 R4.1.19
学校教育部
学校教育課

３７７ ３３５ R3.12.15
1．換地図
2．画地出来形確認測量原図
3．座標面積計算書

公開 R3.12.22
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３７８ ３３６ R3.12.15

2021年に株式会社〇〇のサービス管
理責任者の那覇市役所への登録手続
きに関しての一部書類の原本、又はコ
ピー提出の有無。
書類は介護職員初任者研修（旧：ヘル
パー2級）です。個人情報に関連するも
のは一切必要ありません。（書類名の
正式名称が違う場合、念のため、初任
者研修とします）

非公開 R3.12.27

適用理由：当該公文書の存否
を明らかにすること、すなわち、
個人が保有する特定の資格証
の提出の有無を答えること自体
が非公開情報を公開することに
なるので、存否を答えることは
できない。
また、仮に当該文書が存在する
としても、那覇市情報公開条例
第7条第1項第2号の個人に関
する情報に該当し非公開となる
文書であるため。

その他（存
否応答拒
否・権利
濫用・他
制度）

福祉部
障がい福祉課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３７９ 公開 R3.12.27
都市みらい部
道路建設課

３８０ 部分公開 R3.12.27

廃棄物処理施設名称
適用理由：廃棄物処理事業者
の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれが
あるため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３８１ 公開 R3.12.28
まちなみ共創部

建築工事課

３８２ 部分公開 R3.12.28

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかな
ため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

３８３ R3.12.15
※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
令和3年度福州園整備工事（土木）

部分公開 R3.12.22

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

３８４ R3.12.15

※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
1．上間小学校外構工事（その2）
2．上間小学校屋外環境整備工事
3．上間小学校外構工事（その1）
4．石嶺小学校配管切り回し工事（その
2）
5．真和志中学校屋外環境整備工事
6．上間小学校屋内運動場改築造成工
事
7．上間小学校及び幼稚園外構工事
（その2）
8．識名小学校校舎等改築工事（建築）
9．与儀小学校校舎等改築工事（建築）
10．天妃小学校校舎及びプール改築
工事（建築）

公開 R3.12.24
生涯学習部

施設課

３８５ R3.12.15
※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
若狭市営住宅3号棟耐震改修工事

公開 R3.12.28
まちなみ共創部

市営住宅課

３８６ R3.12.15

※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
1．令和3年度末吉公園整備工事（土木
1）
2．令和元年度識名公園整備工事（土
木2）
3．令和元年度羽佐間公園整備工事
（土木）
4．令和元年度識名公園整備工事（土
木）
5．平成30年度新都心公園整備工事
（土木2）

公開 R3.12.23
都市みらい部
花とみどり課

３８７ R3.12.15
那覇市字具志地先船だまり整備工事
（ブロック製作工事その1）

公開 R3.12.22
経済観光部
商工農水課

３３７

R3.12.15

※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
1．大名市営住宅第4期建替工事（造成
その2）
2．大名市営住宅第4期建替工事（造成
その1）
3．大名市営住宅第4期建替工事（造成
その3）
4．大名市営住宅第3期建替工事（E
棟・外構）
5．（仮称）ともかぜ振興会館建設工事
（外構及び駐車場整備）
6．石嶺市営住宅第6期建替工事（造成
その2）

R3.12.15

※工事設計書類積算内訳書（諸経費
計算を含む）
1．令和3年度石嶺線（2）街路工事（第
45工区）
2．令和3年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その6）
3．令和3年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その5）
4．令和2年度石嶺線（2）街路工事（第
39工区）
5．令和2年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その3）
6．令和2年度一銀線街路整備工事（第
1工区）
7．令和2年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備工事（その2）
8．令和2年度石嶺線（2）街路工事（第
38工区）
9．平成30年度石嶺線（2）街路工事
（第34工区）
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３８８ ３３８ R3.12.16
・擁壁展開図
・造成平面図

公開 R3.12.22
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３８９ ３３９ R3.12.21

2020年1月1日から2020年12月31日ま
でに付定のあった住居表示実施地区
の日付、新築物の住居番号、町名地
番が明記されている資料と当該の住居
表示台帳

公開 R4.1.4
まちなみ共創部

技術総務課

３９０ ３４０ R3.12.21

令和2年4月1日以降、本書受理日まで
に提出された、建築工事に係る資材の
再資源化等に関する法律第10条第1
項（建設リサイクル法）の規定による解
体等の届出書（様式第1号）のうち、別
紙「対象住所一覧」の住所を工事の場
所とするもの。なお、対象物件の「工事
の種類」は全て、「建築物の解体」で
す。公開請求の対象は様式第1号の
「届出書」、いわゆる頭紙のA4用紙1枚
です。付随する別表や様式第2号の工
程表などは不要です。

部分公開 R3.12.28
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３９１ ３４１ R3.12.22 道路台帳 公開 R3.12.28
都市みらい部
道路管理課

３９２ ３４２ R3.12.22 那覇市道路種別マップ 公開 R3.12.28
まちなみ共創部

建築指導課

３９３ ３４３ R3.12.23
真嘉比古島第1地区土地区画整理事
業に係る全体換地図に存置物権建物
が配置された図面

公開 R4.1.12
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３９４ ３４４ R3.12.23
那覇市〇〇に接する道路に関する資
料

公開 R4.1.13
まちなみ共創部

建築指導課

３９５ ３４５ R3.12.24

真嘉比古島第1地区土地区画整理事
業に係る
・従前土地の地縮図全体図
・換地後の土地の全体図

公開 R4.1.12
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３９６ ３４６ R3.12.28
・防火管理者選任届
・消防計画作成届出書　写し

部分公開 R3.12.28
個人の氏名、生年月日、住所
適用理由：個人の氏名、生年
月日、住所

第7条第1
項第2号

消防局
西消防署

３９７ ３４７ R4.1.5
リサイクル届出受付簿　令和3年12月7
日～令和4年1月5日まで分（工事場
所）

部分公開 R4.1.11
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３９８ ３４８ R4.1.5

令和3年度
工事名：令和3年度　久茂地7号（甲辰
橋）橋梁整備工事（その６）
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R4.1.11
都市みらい部
道路建設課

３９９ ３４９ R4.1.5

令和3年度
工事名：令和3年度　真地市営住宅第
１期建替工事（解体・１０棟１１棟）
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

部分公開 R4.1.19

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

４００ ３５０ R4.1.7
青色申告特別控除取扱いに関する県
への疑義照会資料

公開 R4.1.18
福祉部

保護第1課

４０１ ３５１ R4.1.7
〇〇にて発生した小火（火災）につい
て、発生した原因を確認がしたい。

取下げ R4.1.7
消防局
予防課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４０２ ３５２ R4.1.7

〇〇に係る防火・防災管理者選任（解
任）届出書、消防計画作成（変更）届出
書、自衛消防訓練通知書、自衛消防
訓練実施結果記録書及び教育担当者
選任（解任）届出書、並びに以上に準
ずる届出書等。

部分公開 R4.1.19

・個人情報に関すること。
・届出書に記載された関係法
人に関すること。
・自衛消防訓練通知書
・自衛消防訓練実施結果記録
書
・教育担当者選任（解任）届出
書
適用理由：・個人の氏名等の記
載があり、公開することにより当
該個人が識別され、プライバ
シーの侵害のおそれがあるた
め。
・法人その他の団体に関する記
載があり、公開することにより当
該法人等又は事業を営む個人
に著しい不利益を与える可能
性があるため。
・自衛消防訓練通知書（本市で
は消火・避難訓練通知書）、自
衛消防訓練実施結果記録書、
教育担当者選任（解任）届出書
については、文書の保管がな
いため。

第7条第1
項第2号
第7条第1
項第3号
第12条第
2項

消防局
中央消防署

４０３ ３５３ R4.1.11
「石嶺市営住宅第6期建替工事（外
構）」に関わる設計書

部分公開 R4.1.18

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

４０４ ３５４ R4.1.11

令和3年度（令和3年4月～令和4年3
月）における、小禄中学校、鏡原中学
校及び金城中学校の1年生～3年生の
定期テスト（中間テスト及び期末テスト）
のうち、英語、数学、理科、社会、国語
の5教科、美術、技術家庭、保健体育、
音楽の4教科の問題、答案用紙、模範
解答

部分公開 R4.1.25

令和3年度（令和3年4月～令和
4年3月）における、小禄中学
校、鏡原中学校、及び金城中
学校の1年生～3年生の定期テ
スト（中間テスト及び期末テスト）
のうち、未提出と2学期末テスト
適用理由：回収に時間を要する
ことと期末テストが未実施のた
め

第12条第
2項

学校教育部
学校教育課

４０５ ３５５ R4.1.12

・平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（1）、横断図（4）（5）
・那覇市広域都市計画道路
3・4・那88号　真和志線
事業地を表示する図面、平面図　No
Scale

公開 R4.1.14
都市みらい部
道路建設課

４０６ ３５６ R4.1.14

石嶺市営住宅第6期建替工事（外構）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R4.1.19
まちなみ共創部

建築工事課

４０７ ３５７ R4.1.14

工事名：　・石嶺小学校外構工事
　　　　　　 ・高良小学校造成工事
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R4.1.19
生涯学習部

施設課

４０８ ３５８ R4.1.17

2021年9月27日開札
大名市営住宅第4期建替工事（造成そ
の3）
工事設計書、諸経費計算書及び仕分
書、内訳書

部分公開 R4.1.24

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著しく
不利益を与えることが明らかで
あるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

４０９ ３５９ R4.1.18
平成29年度　一銀線
実施設計業務委託
平面図（1）

公開 R4.1.24
都市みらい部
道路建設課

４１０ ３６０ R4.1.19

1．令和3年度　識名小学校校舎等改
築工事（機械）の工事設計書
工事費仕訳書・内訳書・別紙明細書・
代価表
（契約番号　工事第42号）
2．令和3年度　与儀小学校校舎改築
工事（機械）の工事設計書
工事費仕訳書・内訳書・別紙明細・代
価表
（契約番号　工事第43号）

公開 R4.1.31
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４１１ ３６１ R4.1.20

（2021年度　磁気探査調査業務）
・与儀小学校校舎等磁気探査業務委
託
・高良小学校造成磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R4.2.1
生涯学習部

施設課

４１２ ３６２ R4.1.20

〇〇に係る次の公文書の有無及びあ
ればその文書※添付資料を含む（但し
個人情報及び印影除く）
・危険物設置許可（変更）申請書
・危険物廃止届出
・少量危険物貯蔵取扱所設置（変更）
届出書
・少量危険物貯蔵取扱所廃止届出書

部分公開 R4.1.26

・個人情報に関すること。
・危険物廃止届出書、少量危
険物貯蔵取扱所設置（変更）届
出書
・少量危険物貯蔵取扱所廃止
届出書（文書不在のため）
適用理由：個人に関する情報
であって、当該情報に含まれる
氏名、年齢の記述により特定の
個人を識別することができるも
の。また、文書不在のため。

第7条第1
項第2号
第12条第
2項

消防局
予防課

４１３ ３６３ R4.1.20 画地出来形　確認　測量原図　24街区 公開 R4.1.25
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４１４ ３６４ R4.1.20
〇〇における壷川土地区画整理事業
の従前の底地番の記載されている図
面。

公開 R4.1.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４１５ ３６５ R4.1.21
換地図
座標法面積計算書

公開 R4.1.26
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４１６ ３６６ R4.1.21
平成30年度具志73号実施設計業務委
託標準断面図

公開 R4.1.24
都市みらい部
道路建設課

４１７ R4.1.24 公開 R4.2.4
こどもみらい部
こども政策課

４１８ 公開 R4.2.3
こどもみらい部
こどもみらい課

４１９ 部分公開 R4.2.3

氏名、その他個人情報に該当
する文言
適用理由：個人に関する情報
であって特定の個人を識別す
ることができるため

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こどもみらい課

４２０ ３６８ R4.1.25
リサイクル届出受付簿　令和4年1月6
日～令和4年1月24日まで分（工事場
所）

部分公開 R4.2.2
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４２１ ３６９ R4.1.25

真嘉比古島第二地区土地区画整理事
業に係る
①従前土地の地縮（公図）の写し全体
図面
②換地全体図面
③建物等移転図面全体図

公開 R4.2.8
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４２２ ３７０ R4.1.26 ①道路種別の写し 取下げ R4.2.1
まちなみ共創部

建築指導課

４２３ ３７１ R4.1.27

那覇広域都市計画道路　8・7・那10号
東門川・仲之川線　ほか14路線
事業地を表示する図面　平面図
S=1/500
座標地図　No Scale
設計の概要を表示する図面　標準断
面図　S=1/60

公開 R4.1.28
都市みらい部
道路建設課

４２４ ３７２ R4.1.31
令和3年度：与儀小学校校舎改築工事
（昇降機）に関わる種目別内訳書、科
目別内訳書、諸経費計算書

公開 R4.2.10
生涯学習部

施設課

４２５ ３７３ R4.1.31
令和3年度：識名小学校校舎改築工事
（昇降機）に関わる種目別内訳書、科
目別内訳書、諸経費計算書

公開 R4.2.10
生涯学習部

施設課

４２６ ３７４ R4.2.1

平成20年度
首里金城地区　細街路設計業務
計画平面図（3－2）
横断面図(8)・(9)

公開 R4.2.8
都市みらい部
道路建設課

「那覇市保育所等整備事業補助金」及
び那覇市から〇〇保育園に支給される
補助金・交付金の支給を決定した文
書。また、同補助金・交付金の支給の
審査・決定をする際に根拠とする法
令、条例の名称及び条文の内容が分
かる文書。加えて、それらの事務に関
する内部規程や要綱等（補助金・交付
金の審査や保育施設の認可に伴う手
続きのプロセスが分かるフロー図のよう
なものがあれば、それらも含む。）

R4.1.24
３６７

34



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４２７ ３７５ R4.2.3

①市町村で購入した狩猟物品（くくり
罠、箱縄、電気柵、メッシュ（防護）柵
等）について以下の情報
1．令和2年度、令和3年度（現時点）で
購入した物品の情報
2．狩猟を対象とした補助事業（個人を
除く）に対しての交付金（補助金）の交
付内容が分かる情報
3．上記1.2.に支払われた予算はどの
予算を使用したかの情報
②鳥獣被害防止対策協議会がある場
合、購入した狩猟物品（くくり罠、箱縄、
電気柵、メッシュ（防護）柵等）について
以下の情報
1．令和2年度、令和3年度（現時点）で
購入した物品の情報
2．狩猟を対象とした補助事業（個人を
除く）に対しての交付金（補助金）の交
付内容が分かる情報
3．上記1.2.に支払われた予算はどの
予算を使用したかの情報
③令和2年度に中山間地域等直接支
払交付金交付及び多面的機能支払交
付金の交付がある場合、以下の交付関
する情報
1．交付事業者名・住所・電話番号
2．狩猟に関する購入商品（くくり罠、箱
縄、電気柵、メッシュ（防護）柵等）に関
する情報

非公開 R4.2.9

文書不存在
適用理由：市で購入した狩猟
物品並びに中山間地域等直接
支払交付金及び多面的支払交
付金の交付はなく、また、鳥獣
被害対策協議会はあるが、当
該協議会が購入した狩猟物品
に関する文書を保有していない
ため。

第12条第
2項

経済観光部
商工農水課

４２８ ３７６ R4.2.3

件名「令和3年度　那覇市立小中学校
ICT支援員派遣業務委託制限付一般
競争入札」について、
公告、仕様書等の入札時公表された
情報、および入札結果、契約情報

部分公開 R4.2.17

予定価格、最低制限価格、落
札率、代表者印印影
適用理由：予定価格、最低制
限価格、落札率：本市の行う契
約事務の適正な遂行に支障を
きたす恐れがあるため
代表者印影：当該法人の権利
利益を害するおそれがあるため

第7条第1
項第4号
第7条第1
項第3号

学校教育部
教育研究所

４２９ ３７７ R4.2.3
リサイクル届出受付簿　令和4年1/25
～令和4年2/3迄分（工事場所）

部分公開 R4.2.14
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４３０ ３７８ R4.2.4
令和元年度　古波蔵上線詳細設計
業務委託
道路計画平面図（2）

公開 R4.2.8
都市みらい部
道路建設課

４３１ ３７９ R4.2.4

株式会社〇〇または合資会社〇〇に
かかる次の公文書の有無及びあれば
その文書
・危険物設置許可（変更）申請書
・危険物廃止届出書
・少量危険物貯蔵取扱所設置（変更）
届出書
・少量危険物貯蔵取扱所廃止届出書

非公開 R4.2.14
公文書不存在
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４３２ R4.2.8 公開 R4.3.18
こどもみらい部
こども教育保育

課

４３３ 公開 R4.3.22
福祉部

福祉政策課

４３４ 部分公開 R4.3.22

・指導監査調書については、個
人に関する情報及び法人の事
業場の活動利益に影響を及ぼ
す内容
・指導監査結果、指導監査結
果指摘事項及び是正改善状況
報告書については、指摘内容、
指導内容及び是正改善報告の
詳細
適用理由：指導監査調査につ
いては、職員の氏名、職名、資
格の有無などの個人に関する
情報で、特定の個人を識別す
ることができるものであるため。
また職員配置の状況、給与算
定根拠、印影、借入金等の情
報は、法人の事業場の活動利
益に影響を及ぼす内容である
ため。
　指導監査結果、指導監査結
果指摘事項及び是正改善状況
報告書については、指摘内容、
指導内容及び是正改善の詳細
は、法人の信用に関わる具体
的な内容であるため。

第7条第1
項第1号
第7条第1
項第2号
第7条第1
項第3号

福祉部
福祉政策課

４３５ ３８１ R4.2.8
平成29年度　特殊地下壕実態調査
ことぶき山海軍壕

公開 R4.2.14
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４３６ ３８２ R4.2.8

令和3年度　発注工事
工事名：与儀小学校校舎等改築工事
（機械）
上記に係る「工事費内訳書、種目別内
訳書、科目別内訳書、細目別内訳書、
代価表、共通費・諸経費計算書」の公
開

公開 R4.2.10
生涯学習部

施設課

４３７ ３８３ R4.2.8

令和3年度　発注工事
工事名：識名小学校校舎等改築工事
（機械）
上記に係る「工事費内訳書、種目別内
訳書、科目別内訳書、細目別内訳書、
代価表、共通費・諸経費計算書」の公
開

公開 R4.2.10
生涯学習部

施設課

４３８ ３８４ R4.2.8

令和3年度　発注工事
工事名：小禄支所等建設工事（機械）
上記に係る「工事費内訳書、種目別内
訳書、科目別内訳書、細目別内訳書、
代価表、共通費・諸経費計算書」の公
開

公開 R4.2.18
まちなみ共創部

建築工事課

４３９ ３８５ R4.2.9
換地図　85街区　85－14画地
座標法面積計算書

公開 R4.2.15
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４４０ ３８６ R4.2.8

2022年10月末でご契約が満了になりま
す、ハイサイ市民課窓口業務の外部委
託につきまして、下記のとおり開示請求
をいたします。
【開示内容】
・契約書　・仕様書　・契約金額（月額ま
たは総額がわかるもの）
・変更契約書　・配置人数（ご担当者が
把握している分で構いません）

部分公開 R4.2.18

・法人の印影
・変更契約書※文書不存在（変
更契約を行っていないため）
適用理由：当該法人の事業活
動に不利益を与える恐れがある
ため

第7条第1
項第3号
第12条第
2項

市民文化部
ハイサイ市民課

４４１ ３８７ R4.2.14

平成20年度首里金城地区細街路設計
業務
計画平面図（3-1）
横断図（6）

公開 R4.2.16
都市みらい部
道路建設課

４４２ ３８８ R4.2.14 消防着工・設備届書 部分公開 R4.2.16
個人の氏名、住所。
適用の理由：特定の個人が識
別されるため。

第7条第1
項第2号

消防局
総務課

４４３ ３８９ R4.2.15

3・4・那覇88号　真和志線
那覇広域都市計画道路
事業地を表示する図面・平面図　No
Scale

公開 R4.2.17
都市みらい部
道路建設課

４４４ ３９０ R4.2.15
１．換地図
２．画地出来形確認測量原図
３．座標面積計算書（計2筆）

公開 R4.2.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３８０

・認可保育園に対する指導、監督に関
する要項、規程など。
・〇〇保育園に対する指導、監督など
の計画書類およびこれまで行ってきた
指導、監督などに関する報告書等書類
一式。

R4.2.8
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４４５ ３９１ R4.2.15

平成21年5月17日付け、県土都第1878
号で沖縄県土木建築部都市計画モノ
レール課区画整理班長より、各市町村
区画担当課に土地区画整理事業で設
置する擁壁の建築基準法適用につい
ての通知文書

公開 R4.2.25
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４４６ ３９２ R4.2.16

那覇広域都市計画道路
３・４・那88号　真和志線
事業地を表示する図面　平面図　No
Scale

公開 R4.2.17
都市みらい部
道路建設課

４４７ ３９３ R4.2.17

令和3年度（令和3年4月～令和4年3
月）における、小禄中学校、鏡原中学
校及び金城中学校の1年生～3年生の
定期テスト（中間テスト及び期末テスト）
のうち、英語、数学、理科、社会、国語
の5科目、美術、技術家庭、保育体育、
音楽の4科目の問題、答案用紙、模範
解答を令和4年1月11日付けで公開請
求を行いましたが、その一部しか公開
されませんでした。従って公開の請求
は上記請求内容のうち、未公開及び2
学期期末テスト分です。

公開 R4.3.3
学校教育部
学校教育課

４４８ ３９４ R4.2.17

・那覇市道路台帳　測定基図　那覇2
6－19
・那覇市道路台帳　測定基図　那覇1
6-14

公開 R4.2.24
都市みらい部
道路管理課

４４９ ３９５ R4.2.18

公文書の名称　令和4年2月4日
那覇文化芸術劇場なはーと抗ウィル
ス・抗菌加工業務委託
制限付一般競争入札の実施について

入札結果の情報（入札参加者及び入
札金額、落札者及び落札金額）

公開 R4.2.22
市民文化部
文化振興課

４５０ ３９６ R4.2.21

◎事故報告書
◎那覇学学教第317号（令和3年7月20
日）那覇市教育委員会教育長から那
覇教育事務所あて事故報告書

部分公開 R4.3.4

個人に関する情報
適用理由：個人が識別できる情
報又は個人が識別できなくても
公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあ
るため。

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

４５１ ３９７ R4.2.22 地積測量図 公開 R4.2.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４５２ ３９８ R4.2.24

琉大創立20周年誌によると、那覇市が
琉大に寄贈
1957年6月　首里城跡地12,671坪、
1958年7月　「仁の毛」1,583坪、道路沼
地等427坪　旧首里市役所跡358坪
したことについて、確認できる記録

非公開 R4.3.10

文書不存在
適用理由：那覇市が琉球大学
へ土地が寄贈したことがわかる
契約書等の公文書が存在しな
いため。

第12条第
2項

総務部
管財課

４５３ R4.2.24 公開 R4.3.3
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４５４ R4.2.24 非公開 R4.3.1

公文書不存在（未保有文書）
適用理由：これまで当市におい
て、国指定史跡・末吉宮跡（遍
照寺を含む）の発掘調査を実
施していないため。

第12条第
2項

市民文化部
文化財課

４５５ ４００ R4.2.25

令和元年度・令和2年度・令和3年度
那覇市内小中学校電気工作物保安管
理業務
入札公告、仕様書、落札金額及び数
量明細、落札業者、年次点検報告書

公開 R4.3.10
生涯学習部

施設課

４５６ R4.3.1 公開 R4.3.11
まちなみ共創部

市営住宅課

４５７ R4.3.1 公開 R4.3.9
都市みらい部
道路管理課

４５８ R4.3.1 公開 R4.3.14
こどもみらい部
こども教育保育

課

４５９ ４０２ R4.3.2

件名：天妃小学校校舎及びプール改
築工事（衛生）
・金額入り工事費仕訳書
・金額入り内訳書
・諸経費計算書

公開 R4.3.8
生涯学習部

施設課

①小禄中南側～中学校グラウンド地下
壕実態調査の記録
②小禄ことぶき山壕の調査記録
③末吉公園内、末吉宮～遍照寺一帯
の発掘調査記録

４０１

①那覇市農連市場地区の那覇市所有
地と建物（現在）の土地台帳、道路台
帳、建物などの記録をすべて示せ。
（ガーブ川も含む）

②2014年5月30日以前の農連市場地
区内の那覇市の所有財産（土地・建
物）を全て示せ。

③ガーブ川の管理者の記録を全て示
せ。

３９９
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４６０ ４０３ R4.3.4

・平成31年度から令和3年度までの道
路維持管理業務委託（那覇東地区）の
最低制限価格
・平成31年度から令和3年度までの道
路維持管理業務委託（那覇西地区）の
最低制限価格

公開 R4.3.17
都市みらい部
道路管理課

４６１ ４０４ R4.3.4

・令和2年度道路維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和2年度道路維持管理業務委託
（那覇西地区）
・令和3年度道路維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和3年度道路維持管理業務委託
（那覇西地区）
・令和4年度道路維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和4年度道路維持管理業務委託
（那覇西地区）
以上6件分の工事費内訳書（単価・金
額の記載のあるもの）

公開 R4.3.17
都市みらい部
道路管理課

４６２ ４０５ R4.3.4

・令和4年度街路樹維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和4年度街路樹維持管理業務委託
（那覇西地区）
以上2件分の工事費内訳書（単価・金
額記載のあるもの）

公開 R4.3.15
都市みらい部
道路管理課

４６３ ４０６ R4.3.4
真和志村　天久　樋川原　1160～2203
住居表示の前後の所在確認

公開 R4.3.18
まちなみ共創部

技術総務課

４６４ ４０７ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
消防法第9条の4、消防法第9条の4に
基づく市町村条例にかかる届出

非公開 R4.3.9
公文書不存在
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

４６５ ４０８ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
消防法第11条、消防法危険物の規制
に関する政令第6条、第7条、消防法危
険物の規制に関する規則第4条、第5
条にかかる届出

非公開 R4.3.9
公文書不存在
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

４６６ ４０９ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
消防法第11条の4、消防法第12条の6
にかかる届出
消防法危険物の規制に関する規則第
7条の3、第8条にかかる届出

非公開 R4.3.9
公文書不存在
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

４６７ ４１０ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
消防法第16条の3第1項にかかる届出

非公開 R4.3.9
公文書不存在
適用理由：保存年限経過のた
め、当該文書について不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

４６８ 公開 R4.3.17
環境部

環境保全課

４６９ 非公開 R4.3.17

公文書不存在
適用理由：請求開示のあった公
文書について、「公開請求に係
る公文書を保有していない」
（那覇市情報公開条例第12条
第2項）ことから、公開しない旨
を行う。

第12条第
2項

環境部
環境保全課

４７０ ４１２ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
水質汚濁防止法第14条の2第1項にか
かる届出

非公開 R4.3.17

公文書不存在
適用理由：請求開示のあった公
文書について、「公開請求に係
る公文書を保有していない」
（那覇市情報公開条例第12条
第2項）ことから、公開しない旨
を行う。

第12条第
2項

環境部
環境保全課

４１１ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
水質汚濁防止法第5条、法第6条第1
項、法第7条、法第10条、水質汚濁防
止法施行規則第3条にかかる届出
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４７１ ４１３ R4.3.7

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実
施に伴い、下記地番における以下の公
的届出資料
水質汚濁防止法第14条の2第2項にか
かる届出

非公開 R4.3.17

公文書不存在
適用理由：請求開示のあった公
文書について、「公開請求に係
る公文書を保有していない」
（那覇市情報公開条例第12条
第2項）ことから、公開しない旨
を行う。

第12条第
2項

環境部
環境保全課

４７２ 公開
学校教育部
学校教育課

４７３ 非公開

公文書不存在
適用理由：不特定多数の者に
販売されるものは公文書（那覇
市情報公開条例第2条第1号）
には該当しない。そのため、請
求のあった文書のうち、業者が
販売しているテスト問題等につ
いては公文書として保有してお
らず、公文書公開請求の対象と
ならないため、非開示となる。

第12条第
2項

学校教育部
学校教育課

４７４ ４１５ R4.3.8
1957年（年度）及び1958年度における
文書取扱規程

公開 R4.3.14
総務部
総務課

４７５ ４１６ R4.3.8

天妃小学校校舎及びプール改築工事
（電気）に関わる鑑、設計内訳書、一式
当たり内訳書、１次単価表、参加資料、
参考資料　全て

公開 R4.3.14
生涯学習部

施設課

４７６ ４１７ R4.3.10
宅地開発建築協定
〇〇番地他11筆
関係図書一式

公開 R4.3.15
まちなみ共創部

建築指導課

４７７ ４１８ R4.3.10
令和2年度　若狭小学校校舎及びプー
ル等改築工事（建築）の積算資料

公開 R4.3.17
生涯学習部

施設課

４７８ ４１９ R4.3.10

①令和3年度　壷川市営住宅2号棟改
修工事（その2）
②令和2年度　宇栄原市営住宅第5期
建替工事（建築）
の積算資料

公開 R4.3.16
まちなみ共創部

建築工事課

４７９ ４２０ R4.3.11
那覇市道路種別マップ　44-R　No.2
（西）

公開 R4.3.16
まちなみ共創部

建築指導課

４８０ ４２１ R4.3.11

大名市営住宅第4期建替工事業務委
託（造成磁気探査その１）に係る表紙、
積算内訳書、総括表、代価表、単価表
一覧、単価表

部分公開 R4.3.23
単価一覧、単価表
適用理由：公開請求にかかる
公文書を保有していないため。

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築工事課

４８１ ４２２ R4.3.11
令和3年度　石嶺線（２）磁気探査業務
委託に係る表紙、積算内訳書、総括
表、代価表、単価表一覧、単価表

取下げ R4.3.14
都市みらい部
道路建設課

４８２ ４２３ R4.3.11
与儀小学校校舎等磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳書、総括表、代
価表、単価表一覧、単価表

公開 R4.3.16
生涯学習部

施設課

４８３ ４２４ R4.3.14

平成17年度から令和3年度までの、那
覇市長が任命した「建築主事」の職・氏
名・任期について分かる文書一式につ
いて

公開 R4.3.25
総務部
人事課

４８４ 非公開 R4.3.25
文書不存在
適用理由：過年度（平成28年
度）文書より、文書不存在

第12条第
2項

まちなみ共創部
技術総務課

４８５ 公開 R4.3.25
まちなみ共創部

技術総務課

４８６ 部分公開 R4.3.25
個人に関する情報
適用理由：個人に関する情報

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
技術総務課

４８７ ４２６ R4.3.14

①那覇市が沖縄県以外の特定行政庁
の土地区画整理事業で設置する擁壁
の建築確認申請（法条6条）の取扱い
について調査した資料一式
②全国の特定行政庁の土地区画整理
事業で設置する擁壁の建築確認申請
の取扱い調査資料一式

公開 R4.3.28
まちなみ共創部

建築指導課

４８８ ４２７ R4.3.14

R3年度の地番図データ（SHAPEファイ
ルまたはその他の地図ファイル）
※地番・筆界・字名・字界が入った
データ
最新の路線価図（SHAPEファイルまた
はその他の地図ファイル）

公開 R4.3.25
企画財務部
資産税課

R4.3.22

４２５ R4.3.14

まちなみ共創部長、まちなみ共創部副
部長、まちなみ整備課課長、まちなみ
整備課副参事、まちなみ整備課区画
整理G長

の事務引継ぎ書一式（区画整理に係る
部分）

R4.3.7

令和3年4月から令和4年3月（令和3年
度）に実施した市立全中学校の全学年
の定期試験、学力テスト、及び中学校3
年生における総合テスト、模擬テストの
一式（問題と解答）
（英語、数学、国語、理科、社会及び美
術、音楽、保健体育、技術、家庭科）

４１４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４８９ ４２８ R4.3.15
リサイクル法届出受付簿
令和4年1/25～令和4年3/14までの分
（工事場所）

部分公開 R4.3.23
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護の為

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４９０ ４２９ R4.3.15
〇〇に隣接している土地や道路の測
量図などの情報開示請求。

部分公開 R4.3.23

本件請求のうち、「地積測量図
（令和3年8月30日作成）」の申
請人欄。
適用理由：個人に関する情報
であって、特定の個人を識別す
ることができるものであるため。

第7条第1
項第2号

都市みらい部
道路管理課

４９１ ４３０ R4.3.16

・2020年度　大名市営住宅第3期建替
工事（E棟・植栽）
・2018年度　大名市営住宅第3期建替
工事（A棟・植栽）
・2018年度　宇栄原市営住宅第4期建
替工事（植栽）

以上3件分の工事費内訳書（単価・金
額の記載のあるもの）

公開 R4.3.29
まちなみ共創部

建築工事課

４９２ ４３１ R4.3.16

末吉公園内、玉城朝薫生誕300年記念
碑建立の経緯がわかる書類一式
事業会申請（遍照寺跡近く）→認可せ
ず？
事業会申請（現在地）⇒認可（付帯条
件）（根拠法令　該当条文）（文化財保
全地区の地図も含む）

部分公開 R4.3.30

・玉城朝薫生誕三百年記念事
業報告集
・個人情報に係る部分
適用理由：書籍に該当するた
め
個人情報により特定の個人を
識別することができるものに該
当するため

第2条（1）
ア
第7条第1
項第2号

都市みらい部
公園管理課

４９３ ４３２ R4.3.17 建築協定書一式 部分公開 R4.3.23
印影部分
適用理由：個人情報保護のた
め

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４９４ ４３３ R4.3.18

別紙土地台帳一覧
土地番号022482～022492までの土地
取得がわかる文書（支払金額あるいは
権利変換の文書を含む）

部分公開 R4.3.30

・法人の代表者印の印影
・支出命令書に記載されている
組合の口座番号等
適用理由：当該法人に著しく不
利益を与えることが明らかであ
る場合

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

４９５ ４３４ R4.3.22

令和3年4月1日から令和4年3月18日ま
でに市立小中学校から市に提出され
た、学校事故報告書（添付資料含む全
て）の内容がわかるもの。

部分公開 R4.4.5

・特定の個人が識別され、又は
識別され得る情報
・個人が識別されなくとも個人
の人格権を侵害するおそれの
あるもの
適用理由：・特定の個人が識別
され、又は識別され得る情報
・個人が識別されなくとも個人
の人格権を侵害するおそれの
あるもの

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

４９６ ４３５ R4.3.22

2021年度　神原中学校外壁補修工事
（その2）
2021年度　安謝小学校外壁補修工事
2021年度　壼屋小学校外壁補修工事
（1工区）
　上記工事の　工事設計書一式（工事
内訳書等　金額が記入しているもの）

公開 R4.3.31
生涯学習部

施設課

４９７ ４３６ R4.3.22

2021年度　辻市営住宅改修工事（その
1）
2021年度　小禄市営住宅9号棟改修工
事
　上記の　工事設計書一式（工事内訳
書等　金額が記入しているもの）

公開 R4.3.30
まちなみ共創部

市営住宅課

４９８ ４３７ R4.3.22

2021年1月1日から2021年12月31日ま
でに付定のあった住居表示実施地区
の日付、新築物の住居番号、町名地
番が明記されている資料と当該の住居
表示台帳

部分公開 R4.3.29
個人に関する情報
適用理由：個人に関する情報

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
技術総務課

４９９ ４３８ R4.3.22
那覇市道路台帳　測定基図　那覇3
概見図　4-24

公開 R4.3.24
都市みらい部
道路管理課

５００ 非公開 R4.4.5

公文書不存在
適用理由：公開請求に係る公
文書を保有していないため、請
求のあった〇〇建物は非公開
とします。

第12条第
2項

消防局
中央消防署

５０１ 部分公開 R4.4.5

・氏名、住所、連絡先、職務上
の地位
適用理由：個人に関する情報
が記載されているため

第7条第1
項第2号

消防局
中央消防署

４３９ R4.3.24
消防 予防課へ過去に提出した防火管
理者選任届出書の閲覧（８件）
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

５０２ ４４０ R4.3.24
平成元年度　鳥堀中央線　道路改良
工事

公開 R4.3.30
都市みらい部
道路管理課

公開 R4.5.9
こどもみらい部
こどもみらい課

部分公開 R4.5.9

氏名、その他個人情報に該当
する文言
適用理由：個人に関する情報
であって特定の個人を識別す
ることができるため

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こそもみらい課

５０４ ４４２ R4.3.25

消防 予防課へ過去に提出した防火管
理者選任届出書の開示請求閲覧（１
件）
建物名称 建物所在地

部分公開 R4.4.8

・氏名、住所、連絡先、職務上
の地位
適用理由：個人に関する情報
が記載されているため。

第7条第1
項第2号

消防局
中央消防署

５０５ ４４３ R4.3.29
那覇市道路台帳
測定基図

公開 R4.4.5
都市みらい部
道路管理課

５０６ ４４４ R4.3.29
消防 予防課へ過去に提出した防火管
理者選任届出書の開示請求閲覧（１
件）

部分公開 R4.4.5

・氏名、住所、連絡先、職務上
の地位
適用理由：個人に関する情報
が記載されているため。

第7条第1
項第2号

消防局
中央消防署

５０７ ４４５ R4.3.29

令和3年度　小中学校トイレ環境整備
工事（建築その１）
令和3年度　識名小学校改修工事
令和3年度　宇栄原小学校プール改修
工事
令和3年度　与儀小学校改修工事
令和3年度　天妃小学校校舎及びプー
ル改築工事
令和3年度　与儀小学校仮設校舎設置
工事
令和3年度　与儀小学校校舎等改築工
事（建築）
令和3年度　識名小学校校舎等改築工
事（建築）
令和3年度　識名小学校仮設校舎設置
工事
令和3年度　首里中学校他1校配膳室
及びプラットフォーム整備工事

各工事の共通費算出書類

公開 R4.4.8
生涯学習部

施設課

５０８ R4.3.29 公開 R4.4.11
まちなみ共創部

建築工事課

５０９ R4.3.29 公開 R4.3.31
都市みらい部
道路建設課

５１０ R4.3.29 公開 R4.3.30
まちなみ共創部

市営住宅課

５１１ R4.3.29 公開 R4.4.6
都市みらい部
公園管理課

５１２ ４４７ R4.3.30

・令和4年度街路樹維持管理業務委託
（那覇東地区）
・令和4年度街路樹維持管理業務委託
（那覇西地区）
以上2件分の
共通仮設費率の根拠
現場管理費率の根拠
一般管理費率の根拠

公開 R4.3.31
都市みらい部
道路管理課

５０３ ４４１ R4.3.25

〇〇保育園に関する令和3年度以降
に支給が決定、実施、もしくは、予定さ
れている交付金・補助金の決定通知、
審査書類、またこれにかかる規定、要
綱等

４４６

令和3年度　小禄支所等建設工事(建
築)
令和3年度　石嶺線(2)街路工事(第46
工区）
令和3年度　若狭市営住宅2号棟耐震
改修工事
令和3年度　識名園前屋外便所増築工
事
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 １３ R3.4.2 看護師免許再交付申請書 公開 R3.4.5 生活衛生課

2 １４ R3.4.1 施術所台帳 部分公開 R3.4.6
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

3 ２０ R3.4.2 診療所台帳 公開 R3.4.8 生活衛生課
4 ５９ R3.4.20 簡易専用水道廃止届 公開 R3.4.22 生活衛生課
5 ６７ R3.4.16 歯科技工所台帳 公開 R3.4.23 生活衛生課

6 ７５ R3.4.15 食品営業許可台帳 部分公開 R2.5.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

7 ７６ R3.4.22 食品営業許可台帳 部分公開 R2.5.10
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

8 １０８ R3.5.1
診療所台帳、歯科診療所台帳、
施術所（あはき・柔整）台帳

部分公開 R3.5.14
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

9 １４９ R3.5.25 旅館業営業台帳 公開 R3.6.1 生活衛生課
10 １２５ R3.5.14 公衆浴場営業台帳 公開 R3.5.21 生活衛生課
11 １６８ R3.6.1 歯科診療所台帳、柔整台帳 公開 R3.6.9 生活衛生課
12 ２１３ R3.6.22 看護師免許再交付申請の写し 公開 R3.6.24 生活衛生課

13 ２５９ R3.7.9
クリーニング業台帳、旅館業台帳、興行場台帳、公
衆浴場台帳

公開 R3.7.13 生活衛生課

14 ２７０ R3.7.15 旅館業台帳 部分公開 R3.7.19
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

15 ２５３ R3.7.1
診療所台帳、歯科診療所台帳、
施術所（あはき・柔整）台帳

部分公開 R3.7.12
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

16 ３２４ R3.7.29
薬局台帳、特例販売業台帳、店舗販売業台帳、卸
売販売業台帳

公開 R3.8.5 生活衛生課

17 ３５９ R3.8.16 食品営業許可台帳 部分公開 R3.8.18
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

18 ３３４ R3.8.3
歯科診療所台帳、
施術所（あはき）台帳

部分公開 R3.8.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

19 ３７５ R3.8.19 施術所開設届出事項変更届 公開 R3.8.25 生活衛生課

20 ３７６ R3.8.20 食品営業許可台帳 部分公開 R3.8.24
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

21 ３６８ R3.8.23 食品営業許可台帳 部分公開 R3.8.23
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

22 ４１０ R3.8.31 食品営業許可台帳 部分公開 R3.9.2
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

23 ３４３ R3.8.12 食品営業許可台帳 部分公開 R3.8.24
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

24 ４２１ R3.9.1
歯科診療所台帳、
施術所（あはき）台帳

部分公開 R3.9.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

25 ４３３ R3.9.7 施術所台帳（あはき、柔整） 部分公開 R3.9.14
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

26 ４７３ R3.9.24 食品営業許可台帳 部分公開 R3.9.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

27 ５２１ R3.9.30
食品営業許可台帳,理容所台帳、美容所台帳、ク
リーニング所台帳、旅館業台帳

部分公開 R3.10.6
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

28 ５０８ R3.9.7 施術所台帳（あはき、柔整） 部分公開 R3.10.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

29 ５３６ R3.10.11 食品営業許可台帳 公開 R3.8.25 生活衛生課

30 ５０７ R3.10.1
歯科診療所台帳、
施術所（あはき）台帳

部分公開 R3.10.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

31 ５８７ R3.11.1
歯科診療所台帳、
施術所（あはき）台帳

公開 R3.11.5 生活衛生課

32 ６２４ R3.11.18 旅館業台帳 部分公開 R3.11.19
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

33 ６３８ R3.11.24
食品営業許可台帳,理容所台帳、美容所台帳、施術
所（あはき、柔整）台帳

部分公開 R3.11.26
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

34 ６４２ R3.11.24 旅館業台帳 部分公開 R3.11.29
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

35 ６４４ R3.11.19 診療所台帳 部分公開 R3.11.30
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

36 ６８８ R3.12.8 旅館業台帳、病院、診療所及び歯科診療所台帳 公開 R3.12.14 生活衛生課

37 ６５９ R3.12.1 歯科診療所台帳、あはき台帳 部分公開 R3.12.6
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

38 ６９２ R3.12.15 食品営業許可台帳 公開 R3.12.16 生活衛生課
39 ６９５ R3.12.17 美容所台帳 公開 R3.12.20 生活衛生課
40 ６５４ R3.12.2 食品営業許可台帳 公開 R3.12.2 生活衛生課

41 ７５０ R4.1.5 あはき台帳 部分公開 R4.1.17
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

42 ７５４ R4.1.5 診療所台帳、あはき台帳 部分公開 R4.1.17
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

43 ７５９ R4.1.18 食品営業許可台帳 公開 R4.1.19 生活衛生課

44 ８３３ R4.2.3 食品営業許可台帳 部分公開 R4.2.16
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

45 ８１４ R4.2.3 あはき台帳 部分公開 R4.2.8
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

46 ８３１ R4.2.8 診療所台帳 公開 R4.2.16 生活衛生課
47 ８６０ R4.2.17 食品営業許可台帳 公開 R4.2.25 生活衛生課

48 ８０４ R4.2.2
診療所台帳、歯科診療所台帳、
施術所（あはき・柔整）台帳

部分公開 R4.2.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

49 ８７９ R4.3.3 食品営業許可台帳 公開 R4.3.3 生活衛生課

50 ８９８ R4.3.7 食品営業許可台帳 部分公開 R4.3.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

51 ９０１ R4.3.8 食品営業許可台帳、理美容所台帳 部分公開 R4.3.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

52 ９７０ R4.3.17 食品営業許可台帳 部分公開 R4.3.28
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 ４９ R3.4.2
平成28年度1工区松川地内公共下水道工事の完成
図書の全てを見せて頂きたい。

部分公開 R3.4.15

[非公開情報]
①個人に関する情報
（氏名、生年月日など）
②法人に関する情報
（法人の代表者の印影
など）
［理由］
①特定の個人を識別
することができることと
なるため。（条例第7条
第1項第2号）
②法人等又は個人に
著しい不利益を与える
ことが考えられるため。
（条例第7条第1項第3
号)

下水道課

2 １６９ R3.4.13

令和2年度
工事件名：令和元年度9工区首里石嶺町地内公共
下水道（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

公開 R3.4.23 下水道課

3 １７７ R3.4.13

１.令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道
（雨水）工事
２.令和元年度9工区首里石嶺町地内公共下水道
（雨水）工事
上記工事の、金入り工事設計書及び一式当り内訳
書、1次単価表、2次単価表等

部分公開 R3.4.23

[非公開情報]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

4 １８７ R3.4.14

令和2年度
工事名：令和元年度9工区首里石嶺町地内公共下
水道（雨水）工事
工事積算書：内訳明細書、工事代価表、工事単価
表できればすべてお願いします。

公開 R3.4.23 下水道課

5 １９２ R3.4.15

名称：令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水
道（雨水）工事
内容：変更分の金入り設計書、諸経費、仕分書、内
訳書、別紙明細書

名称：令和元年度9工区首里石嶺町地内公共下水
道（雨水）工事
内容：金入り設計書、諸経費、仕分書、内訳書、別
紙明細書（変更分含む）

部分公開 R3.4.23

[非公開情報]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

6 ２６２ R3.4.22
令和2年9月30日開札
令和2年度豊見城配水池建設工事（その1）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

部分公開 R3.4.30

[非公開情報]
刊行物から採用した単
価の根拠
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

水道工務課

7 ２６７ R3.4.23
裁判記録
那覇市水道局と〇〇の所有権確認訴訟の裁判記録
がわかる資料

公開 R3.4.23 総務課

8 ２７１ R3.4.23
令和2年度豊見城配水池建設工事（その1）
上記1件について作成された文書
（金入り設計書・本工事内訳書）

部分公開 R3.4.30

[非公開情報]
刊行物から採用した単
価の根拠
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

水道工務課

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

9 ４３０ R3.4.30
令和元年度1工区公共下水道修繕工事の完成図書
一式

部分公開 R3.5.13

[非公開情報]
①個人に関する情報
（氏名、生年月日など）
②法人に関する情報
（法人の代表者の印影
など）
［理由］
①特定の個人を識別
することができることと
なるため。（条例第7条
第1項第2号）
②法人等又は個人に
著しい不利益を与える
ことが考えられるため。
（条例第7条第1項第3
号)

下水道課

10 ４３１ R3.4.30
平成29年度1工区公共下水道修繕工事の完成図書
一式

取り下げ 下水道課

11 ４３６ R3.5.13
令和2年度発注工事の工事設計書
・令和2年度泊配水池外壁塗装工事

公開 R3.5.14 水道工務課

12 ４３６ R3.5.13
令和2年度発注工事の工事設計書
・令和2年度豊見城配水池建設工事（その1） 部分公開 R3.5.14

[非公開情報]
刊行物から採用した単
価の根拠
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

水道工務課

13 ５６３ R3.5.31 〇〇が行ったすべての工事の完成図書 部分公開 R3.6.14

[非公開情報]
①個人に関する情報
（氏名、生年月日など）
②法人に関する情報
（法人の代表者の印影
など）
［理由］
①特定の個人を識別
することができることと
なるため。（条例第7条
第1項第2号）
②法人等又は個人に
著しい不利益を与える
ことが考えられるため。
（条例第7条第1項第3
号)

下水道課

14 ５６３ R3.5.31 〇〇が行ったすべての工事の完成図書 取り下げ 下水道課

15 ６１３ R3.6.4
令和2年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託の入
札に係る金入り設計書
開札日：令和3年5月25日

部分公開 R3.6.15

[非公開情報]
・刊行物から採用した
単価の根拠
・見積単価を採用した
企業名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

16 ６７０ R3.6.10
令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事に
伴う磁気探査業務委託に係る積算内訳書、総括
表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R3.6.15 水道工務課

17 ７９４ R3.6.25

那覇市上下水道局　下水道課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施工
パッケージ、単価表一覧、単価表

部分公開 R3.7.9

[非公開情報]
・刊行物から採用した
単価の根拠
・見積単価を採用した
企業名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

18 ７９５ R3.6.25

那覇市上下水道局　水道工務課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度那覇港新港ふ頭地区配水管布設工事
に伴う磁気探査調査業務委託
・令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事
に伴う磁気探査調査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施工
パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.6.30 水道工務課

19 ８１３ R3.6.28
令和3年5月12日開札
令和2年度豊見城配水池建設工事（その2）
工事設計書

公開 R3.7.9 水道工務課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

20 ９６３ R3.7.14
工事名：令和2年豊見城配水池建設工事（その2）
請求内容：金額入り工事設計書（一般管理費、現場
管理費、共通仮設費）及び諸経費計算書

公開 R3.7.19 水道工務課

21 ９７１ R3.7.15 土地所有権確認等請求事件の一連の書類 公開 R3.7.15 総務課

22 １００４ R3.7.20

令和3年度
工事件名：令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下
水道（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

部分公開 R3.8.2

［非公開情報］
見積単価を採用した
企業名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

23 １１６３ R3.8.10
前期住所の水道料金について。水道番号〇〇（使
用者氏名　〇〇）の各戸検針契約書全ての写しを公
開請求する。

部分公開 R3.8.13

［非公開情報］
給水装置所有者等の
（乙）の実印
[理由]
個人に関する情報に
なるため（条例第7条
第1項第2号）

料金サービス
課

24 １２１９ R3.8.17

水道番号〇〇（〇〇）のカッコ検針契約書を入手し
たが、つい先日〇〇の〇〇の説明では、〇〇と〇〇
の二社が上下水道局と契約を結び、〇〇号室の
メーターを検針することになったとのことだ。この二社
と水道局の契約書を出せ。この二社は〇〇階の〇
〇号室に自由には入れるとのことだが、誰が許可し
たのか不明だ。これを明示せよ。また、水道局の料
金請求書に金額だけが記入され、メーター検針した
とされる二社の記録もメーターの記録がない。筆者
は6月15日からメーターを記録しているから全て明ら
かだ。

部分公開 R3.8.23

［非公開情報］
契約書、受託者（代表
者及び構成員）代表
者印
[理由]
当該法人に不利益を
与える（条例第7条第1
項第3号）

料金サービス
課

25 １２５５ R3.8.23
令和3年度3工区公共下水道修繕工事に関する金
入り工事設計書

部分公開 R3.8.30

［非公開情報］
刊行物から採用した単
価
[理由]
当該法人等又は個人
に不利益を与える。
（条例第7条第1項第3
号）

下水道課

26 １３０６ R3.8.30
オートロックの開錠方法提供について説明した者、
説明を受けた者の氏名、日付

部分公開 R3.8.30

［非公開情報］
給水装置所有者等
（乙）の実印
［理由］
条例第7条第1項第2
号の非公開情報にあ
たるため。

料金サービス
課

27 １３２０ R3.8.31
オートロックの開錠方法提供について　事前協議確
認書の重要事項説明書及び委任状（防災施設建築
物新築工事A4-3地区）

部分公開 R3.9.1

［非公開情報］
給水装置所有者等
（乙）の実印,代表者の
印
［理由］
条例第7条第1項第3
号の非公開情報にあ
たるため。

料金サービス
課

28 １４１４ R3.9.10

那覇市上下水道局　下水道課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度首里山川町地内磁気探査業務委託（そ
の2）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施工
パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.9.17 下水道課

29 １４１５ R3.9.10

那覇市上下水道局　水道工務課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度那覇港新港ふ頭地区配水管布設工事
に伴う磁気探査業務委託に係る表紙、積算内訳表、
総括表、代価表・施工パッケージ、単価表一覧、単
価表

公開 R3.9.21 水道工務課

30 １４４９ R3.9.16

工事名：令和3年度1工区首里山川町地内公共下水
道（汚水）工事
請求内容：金額入り設計工事（一般管理費、現場管
理費、共通仮設費）及び諸経費計算書

部分公開 R3.9.27

［非公開情報］
見積単価を採用した
企業名
［理由］
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

31 １５９８ R3.10.7

①令和2年度豊見城配水池建設工事（その1）
⑤（令和3年度）令和2年度豊見城配水池建設工事
（その2）
　上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮
設費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一
覧の全ての金入り（当初）設計書の文書。

公開 R3.10.20 水道工務課

32 １５９８ R3.10.7

②（令和2年度）令和元年度14工区宇栄原地内公共
下水道（雨水）工事
③（令和2年度）令和元年度9工区首里石嶺町地内
公共下水道（雨水）工事
④（令和2年度）令和元年度3工区首里石嶺町地内
公共下水道（雨水）工事
　上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮
設費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一
覧の全ての金入り（当初）設計書の文書。
⑥令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下水道（雨
水）工事
⑦令和2年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）
工事
 上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮
設費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一
覧の全ての金入り（当初）設計書の文書。

部分公開 R3.10.20

［非公開情報］
建設廃棄物処理場名
［理由］
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

33 １６９２ R3.10.19
裁判記録
那覇市水道局と〇〇の所有権確認訴訟の裁判記録
が分かる資料

公開 R3.10.19 総務課

34 １７８６ R3.11.1

①ガーブ川　1980年頃管理して部局による地図（管
理）
②その後、那覇市再開発までガーブ川を管理して
いた地図
③現在のガーブ川を管理している部局によるガーブ
川（農道一帯）の地図

公開 R3.11.15 下水道課

35 １９４１ R3.11.19

泊浄水場譲渡証書（原文ならびに日本語訳）および
関係書類のうち、下記に該当するもの。
1.「那覇市水道五十年史」（1983年刊）478～479頁
記載の出典になったもの。
2.1945年から上記「五十年史」発刊までの間に作成
されたもの。
3.上記1.2とは関係なく、「泊浄水場譲渡証書」につ
いて「五十年史」発刊までに公衆に縦覧されたことを
記したもの世帯縦覧されなかったことを記したもの

部分公開 R3.12.2

［非公開情報]
3については、文書不
存在
[非公開理由]
条例第12条第2項 総務課

36 １９９４ R3.11.26

那覇市上下水道局　水道工務課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度配水管布設工事に伴う磁気探査業務委
託（その1～3）に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表、施工パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.12.10 水道工務課

37 １９９５ R3.11.26

那覇市上下水道局　下水道課
（2021年度　磁気探査調査業務）
・令和3年度国場地内磁気探査業務委託に係る表
紙、積算内訳表、総括表、代価表、施工パッケー
ジ、単価表一覧、単価表

公開 R3.12.2 下水道課

38 ２１７４ R3.12.17

※工事設計書積算内訳書
・令和2年度豊見城配水池建設工事（その2）（入札
日：2021/5/12）
・令和2年度豊見城配水池建設工事（その1）（入札
日：2020/9/30）
・令和元年度豊見城配水池建設工事（入札日：
2020/4/10）

公開 R3.12.27 水道工務課

39 ２１７４ R3.12.17

・令和3年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工
事（入札日：2021/11/19）
・令和2年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工
事（入札日：2021/9/16）
・令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下水道（雨
水）工事（入札日：2021/5/12）

公開 R3.12.27 下水道課

40 ２１７４ R3.12.17

※工事設計書積算内訳書
・平成30年度11工区首里石嶺町地内公共下水道
（雨水）工事（入札日：2019/10/7）
・平成30年度8工区樋川地内公共下水道（雨水）工
事（入札日：2019/8/8）
・平成30年度4工区西地内公共下水道（雨水）工事
（入札日：2019/4/25）
・平成30年度5工区樋川地内公共下水道（雨水）工
事（入札日：2018/7/31）

部分公開 R3.12.27

［非公開情報］
建設廃棄物処理場名
［理由］
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

41 ２２７４ R4.1.5

令和3年度
工事件名：令和3年度5工区宇栄原地内公共下水道
（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

公開 R4.1.12 下水道課

42 ２３４０ R4.1.14
工事名：令和2年度豊見城配水池建設工事（その2）
請求内容：金額入り工事設計書（一般管理費、現場
管理費、共通仮設費）及び諸経費計算書

公開 R4.1.20 水道工務課

43 ２８６２ R4.3.10

①那覇市農連市場地区の那覇市所有地建物（現
在）を土地台帳、道路台帳、建物などの記録をすべ
て示せ。（ガーブ川も含む）
②2014年5月30日以前の農連市場地区内の那覇市
の所有財産（土地、建物）をすべて示せ。
③ガーブ川の管理者の記録を全て示せ（有、無を明
示すること）

公開 R4.3.23 下水道課

44 ２８７９ R4.3.11
令和2年度首里山川町地内磁気探査業務委託（そ
の2）に係る表紙、積算内訳書、総括表、代価表、単
価表一覧、単価表

公開 R4.3.17 下水道課

45 ２９０２ R4.3.16

土壌汚染対策法に係る地歴調査の実施に伴い、下
記地番における以下の公的届出資料
下水道法第11条の2第2項、下水道法施行令第8条
の2、下水道法施行規則第6条第2項に係る届出

対象範囲：沖縄県那覇市〇〇（株式会社〇〇）

部分公開 R4.3.24

［非公開情報］
個人情報及び法人の
印影が特定できる箇所
［理由］
個人情報にあたる。
（条例第7条第1項第2
号）

料金サービス
課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和３年度は、市立病院に対する情報公開請求はありませんでした。

④市立病院受付分
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

審議会 2 2 2 2 1 1

審査会 0 4 6 1 2 7

　 仲 宗 根 京 子 消費生活相談員

當　山　清　久 行政書士

金　城　秀　樹 大学教授

前　原　信　達 那覇市自治会長会連合会 元会長

折　井　真　人 　　　　　（副会長）　　　弁護士

上 原 香 代 子 税理士

大　城　幸　子 沖縄行政評価事務所

上　原　昌　子 司法書士

　　　　（２）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会、審査会の開催状況

　　　　（３）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会委員名簿

名前 職業

朝　 崎　  咿 　　　　　（会　長）　　大学客員教授

宮　里　玲　子 那覇人権擁護委員協議会 副会長
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（４）那覇市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

村 上 恵 実 弁護士

名前 職業

林 千 賀 子  　　　　　（会　 長）　　弁護士

仲　地　博 　　　　　 （副会長）　　大学名誉教授

長 尾 大 輔 弁護士

西 山 千 絵 大学准教授
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Ⅱ 個人情報保護制度 
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  １ 個人情報保護制度の目的 

 

 

高度情報通信社会といわれる今日、個人情報がインターネットを通して迅速に処理できるようになり、

市民生活に便利さと豊かさをもたらした反面、プライバシー侵害の危険が高まってきています。 

那覇市の個人情報保護制度は一人一人の人権を尊重し、保護することを目的として、次の４点を柱に適

正な運営をめざします。 

   (1)  市が個人情報を扱うときのルールを定めています。 

   ① 個人の思想、信条などに関する情報は収集しません。 

   ② 個人情報は原則として直接、本人から収集します。 

   ③ 収集した個人情報は原則として目的外に利用したり、外部等に提供することはありません。 

   (2)  自分の情報は自分でコントロールできます。 

    市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用停止の請求が  

   できます。 

   (3)  苦情も受け付けます。 

        自分の個人情報が保護に欠けていると思うときは、市や民間業者にその是正を求めることができ 

   ます。 

   (4)  民間業者の協力義務を定めています。 

        民間業者の個人情報の取扱いに不適正があると認められるときは、市長はその業者に対して指導及

び助言することができます。 

 

  個人情報保護制度の主な内容 

   (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

   (2) 個人情報の開示（閲覧、写しの交付）等を請求できる者 

     どなたでも市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用の停止、

消去、提供の停止を請求できます。 

   (3) 開示（閲覧、写しの交付）等の請求方法 

     開示（閲覧、写しの交付）等の請求は、本人であることを確認することができる書類（例えば運転 

免許証）を窓口の市政情報センター（上下水道局及び市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行いま

す。 

   (4) 決定に対する不服申立て 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求を受 

けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求 

に対する裁決を行います。 

 

   (5) 費用の負担 

     閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成及び送付に要する費

用）を負担します。 
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  ２ 個人情報保護制度の運用状況 

 

  (1) この運用状況は、令和３年4月1日から令和４年3月31日までの1年分です。 

   (2) 個人情報の開示請求については、承諾が116件でした。(表１参照) 

   (３) 実施機関別請求件数は、市長が114件で、教育委員会11件、選挙管理委員会0件、監査委員0件、

公平委員会0件、消防局長６件、上下水道事業管理者０件、議会0件、市立病院が58件となっていま

す。（表３参照） 

   (４) 審査請求は３件、訂正請求は１件でした。（表１参照） 

   (５) 個人情報の目的外利用等届出は544件で、その内訳は目的外利用35件、提供509件と 

   なっています。 

 

     (表１) 個人情報開示等請求の処理状況内訳                      

年度 開 示 請 求 内 訳 審査 

請求 

訂正 

請求 

利用停止 

請求 請求 

件数 

承諾 一部 

承諾 

拒否 取下げ 却下 

令和２年度 159 108 24 18 9 0 1 0 0 

令和３年度 189 116 40 29 ４ ０ ３ １ ０ 

  

     (表２) 開示請求に対する一部承諾、拒否の理由内訳 

 一部承諾 拒否 

法令秘情報 0 0 

個人の評価等情報 １ ０ 

請求者の生命等を害するおそれの

ある情報 
０ １ 

第三者の個人情報 33 １ 

法人等に関する情報 ４ 0 

職務執行情報 ６ １ 

審議会の意見 0 ０ 

文書不存在 ４ 25 

その他 ０ １ 

合  計 48 29 

※複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも請求件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求
件数

承諾
一部
承諾

拒 否 取下げ 却 下

総　務　部 4 3 0 1 0 0 1 0 0

企画財務部 8 6 1 1 0 0 0 0 0

経済観光部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環　境　部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市民文化部 44 18 11 15 0 0 0 0 0

福祉部 41 25 11 5 0 0 0 0 0

健康部 10 6 2 2 0 0 0 0 0

こどもみらい部 4 0 3 1 0 0 1 0 0

都市みらい部 2 1 0 1 0 0 0 0 0

まちなみ共創部 1 0 0 1 0 0 0 0 0

出　納　室 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 59 28 27 0 0 2 0 0

11 5 5 1 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 49 5 0 4 0 0 0 0

189 116 40 29 4 0 3 1 0

訂正
請求

利用停止
請求

消防局長

審査
請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

教育委員会

選挙管理委員会

開　　示　　請　　求　　内　　訳

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

小　　　計

公平委員会
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（1）個人情報請求の内容（特定の個人や団体が識別されないよう一部表現を修正しています）
　①市政情報センター受付分
通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

1 1 R3.4.1 開示 給与報告書の全部の写し 一部承諾 R3.4.8

給与明細書及び賃金台帳に
記載されている第三者の個人
名
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することが
できる情報であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
保護第1課

2 2 R3.4.12 開示
児童扶養手当の審査に使われた個人情報と、結果
が却下と判断された基準や流れに関する開示

一部承諾 R3.5.7

１．児童扶養手当調書の市内
町村担当者氏名
２．公的年金調書の内市町村
作成担当者氏名
３．児童扶養手当等障害認定
診断書による審査結果の内医
師名
４．児童扶養手当の認定に係
る診断書の判定について（依
頼）の内医師氏名
適用理由：１及び２．当該情報
がその職務の遂行に係る情報
であるときは、当該情報のう
ち、当該公務員等の職及び氏
名等であるため。
３及び４．障害認定の公平さを
保つため。

条例第12
条の2第1
項第4号ウ
及び6号
エ

こどもみらい部
子育て応援課

3 3 R3.4.13 開示

１．私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、概況調査、認定調査票、サービスの利
用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査会資
料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定通知
書、サービスの支給内容、支給量の決定にあたり供
された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障害者手当の認定に関する書類（診断書、医
師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連の
手帳、支給決定等）
⑤那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度で助
成された医療費等の金額
⑥日常生活用具（収尿器等）などの購入を補助した
際の金額
⑦その他、私に関して作成された記録等一切

２．対象期間
　令和2年7月2日付、令和2年9月9日付の「保有個人
情報部分開示決定通知書」において開示された期
間以降から現在までの期間について、開示をお願い
します。

※開示済の書類と重複する分については、省略して
頂いて結構です。

承諾 R3.4.21
福祉部

障がい福祉課

4 住民票の写し 承諾 R3.4.19
市民文化部

ハイサイ市民課

5 戸籍に関する証明交付申請書の写し 拒否 R3.4.19 文書不存在
文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

6 5 R3.4.14 開示 保護課から支払った医療費の金額がわかるもの 一部承諾 R3.4.19
一部の期間について文書不
存在

文書不存
在

福祉部
保護管理課

7 ・介護認定に係る書類の内容 一部承諾 R3.4.22

認定調査票（特記事項）うち概
況調査票の一部。
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報が記載され
ているため。

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
ちゃーがんじゅう

課

8 ・安否確認コール、ふれあいコールの内容 拒否 R3.4.22

ふれあいコールは平成23年8
月25日付、本人からの要望で
終了しており、当時の資料は
既に保存期間の5年を過ぎて
廃棄されているため。

文書不存
在

福祉部
ちゃーがんじゅう

課

9 7 R3.4.20 開示
内科受診（未受診）のお知らせと受診依頼
〇〇及び保護者宛て文書

承諾 R3.4.30
学校教育部
学校教育課

10 8 R3.4.20 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

一部承諾 R3.4.23

公用請求書中、開示請求者
以外の個人の氏名、住所、担
当者氏名
適用理由：開示請求者以外の
特定の個人を識別できる情報
であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

11 9 R3.4.22 開示
那覇市地域子育て支援センターにおける〇〇につ
いての監護の記録

一部承諾 R3.4.27
開示請求者以外の個人情報
が記載されている箇所

条例第12
条の2第1
項第4号

こどもみらい部
こども教育保育課

12 10 R3.5.7 開示 介護保険給付費の内容が分かる資料 承諾 R3.5.12
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

13 11 R3.5.7 開示 医療費が分かる書類（病院受診の記録） 拒否 R3.5.20 文書不存在のため
文書不存
在

健康部
国民健康保険課

4 R3.4.14 開示

6 R3.4.15 開示
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

14 12 R3.5.7 開示 戸籍に関する交付申請書、公用請求、郵送請求等 一部承諾 R3.5.17

公用請求書中、開示請求者
以外の個人の氏名、住所、担
当者氏名
適用理由：開示請求者以外の
特定の個人を識別できる情報
であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

15 13 R3.5.7 開示
警察や病院から問い合わせがあったかどうか確認で
きる文書

拒否 R3.5.10
警察・病院から照会された記
録はなく、文書は不存在で
す。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

16
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

承諾 R3.5.17
市民文化部

ハイサイ市民課

17 〇〇～〇〇までの問い合わせに関する記録 拒否 R3.5.17
問い合わせに関する記録は文
書不存在

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

18 15 R3.5.11 開示 来沖した時の相談内容と現在までの記録 一部承諾 R3.5.17

相談内容及び記録中の女性
相談員名
適用理由：職務の性質上、女
性相談員の氏名は非開示とす
ることが適正と判断したため

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
保護管理課

19 16 R3.5.18 開示
〇〇学校〇〇の〇〇年の時の出欠が分かる資料
わいせつ事件に関わるすべての資料

一部承諾 R3.6.10

①第三者の個人情報の部分
②非開示文書
訓告書、反省文、厳重注意
（口頭で学校教育部長が読み
上げ）、校長所見、懲戒処分
書
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報を保護する
ため

条例第12
条の2第1
項第4号

学校教育部
学校教育課

20 17 R3.5.27 開示
土地家屋の固定資産（評価）証明書の交付申請書の
写し

一部承諾 R3.6.4

固定資産等に関する証明交
付申請書に記載されている第
三者の個人住所、氏名、その
他特定の個人を識別できる情
報
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することが
できる情報であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

企画財務部
市民税課

21 18 R3.6.1 開示 医療保険料還付についてわかる資料 承諾 R3.6.4
健康部

国民健康保険課

22 19 R3.6.1 開示 保護管理課　医療費が分かる資料 承諾 R3.6.7
福祉部

保護管理課

23 20 R3.6.11 開示 納税証明書（納税のわかる証明書） 承諾 R3.6.14
企画財務部

納税課

24 21 R3.6.17 開示
病院のレセプト請求
初診日の記載があるもの

承諾 R3.6.22
健康部

国民健康保険課

25 22 R3.6.21 開示 住基カードの受付書類 一部承諾 R3.6.22

住民基本台帳カードに関する
申請書等の中で、受付した
（実施機関外の）職員の氏名
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報であり非開
示とします。

条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

26 23 R3.6.30 開示
那覇市教育委員会、私、〇〇学校〇〇氏との話し合
いの議事録

一部承諾 R3.7.6

〇〇の氏名
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報を保護する
ため

条例第12
条の2第1
項第4号

学校教育部
学校教育課

27 24 R3.6.30 開示

私に関して作成された下記一切の書類
１，国民健康保険の内容について
　私が、病院への通院や、訪問看護、鍼灸などに利
用した国民健康保険の次の情報について開示請求
します。
①　金額がわかる資料（月ごとの）
②　診療報酬明細書、施術費用明細書など請求内
容のわかるもの

２，対象期間
　令和3年2月分以降の情報です。

※御方にどういった記録が保管、作成されているの
か、私にはわかりかねますので、作成保管される全て
の書類を全てもれなく開示願います。

承諾 R3.7.6
健康部

国民健康保険課

14 R3.5.10 開示
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

28 25 R3.6.30 開示

１，私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、概況調査、認定調査票、サービスの利
用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査会資
料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定通知
書、サービスの支給内容、支給量の決定にあたり提
供された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障害者手当に認定に関する書類（診断書、医
師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連の
手帳、支給決定等）
⑤那覇市重度心身障がい者医療費助成制度で助成
された医療費等の金額
⑥日常生活用具（収尿器等）などの購入を補助した
際の金額
⑦その他、私に関して作成された記録等一切

２，対象期間
　前回開示から現在までの情報の開示をお願いしま
す。

※開示済みの書類と重複する分については、省略し
ていただいて結構です。

一部承諾 R3.7.14

事業所等の印影「支給決定の
更新にかかる評価結果報告
書」
適用理由：開示請求者以外の
個人の情報であって、特定の
個人を識別することができる情
報、または、開示することによ
り、公正または適正な職務執
行が著しく妨げられるおそれ
があるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
障がい福祉課

29 承諾 R3.7.8
市民文化部

ハイサイ市民課

30 一部承諾 R3.7.8

開示請求者以外の担当者氏
名
適用理由：開示請求者以外の
特定の個人を識別することが
できる情報であるため

条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

31 27 R3.7.15 開示 戸籍に関する証明交付申請書の写し 一部承諾 R3.7.28

①○○日～○○日の戸籍証
明書交付申請書②戸籍に関
する証明書交付申請書中、請
求者氏名、住所、筆頭者氏
名、生年月日、必要な人の
名、生年月日。
適用理由：①○○日以前の戸
籍証明書交付申請書は保存
年限満了により廃棄処理済の
ため文書不存在。②開示請求
者以外の特定の個人を識別
することができる情報であるた
め。

文書不存
在
条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

32 28 R3.7.29 開示
昨年12月の消防職員2名と市役所再雇用職員2名の
事情聴取記録

拒否 R3.8.11

請求のあった4名の事情聴取
書については、開示請求者以
外の特定の個人を識別できる
情報が含まれているため。

条例第12
条の2第1
項第4号

総務部
人事課

33 29 R3.7.30 開示
介護保険認定通知書、介護保険被保険者証、介護
認定の際に提出された主治医意見書

拒否 R3.8.4

〇〇日時点において、対象者
が介護認定を受けておらず、
請求のある資料が存在しない
ため文書不存在

文書不存
在

福祉部
ちゃーがんじゅう

課

34 30 R3.8.2 開示 介護保険　要介護認定・要支援認定等結果通知書 承諾 R3.8.6
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

35 31 R3.8.10 開示 印鑑証明の交付について（交付した履歴） 承諾 R3.8.11
市民文化部

ハイサイ市民課

36 32 R3.8.10 開示 売買契約書 拒否 R3.8.13
開示請求者を本人とする売買
契約書が、存在しないため文
書不存在

文書不存
在

都市みらい部
道路管理課

37 33 R3.8.18 開示
特別養護老人ホーム入居申込時の添付資料として
必要な為、主治医意見書と認定調査情報の分かる
資料

承諾 R3.8.20
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

38 34 R3.8.24 開示
介護認定の調査結果の内訳書と介護保険要介護認
定要支援認定等結果通知書の写し

拒否 R3.8.30

令和3年4月1日から令和4年3
月31日における介護認定につ
いては、新型コロナウイルス感
染症に係る認定有効期間延
長措置により認定調査等は実
施しておらず、介護認定資料
及び介護保険要介護認定・要
支援認定等結果通知書は存
在しないため文書不存在

文書不存
在

福祉部
ちゃーがんじゅう

課

39 35 R3.8.25 開示
幼少期から両親による継続的な虐待被害の内容・相
談内容

承諾 R3.9.2
総務部

平和交流・男女参
画課

40 36 R3.8.31 開示 教育委員会、〇〇、○○（本人）との面談の内容 一部承諾 R3.9.2
第三者の個人情報の部分
適用理由：開示者以外の個人
に関する情報を保護するため

条例第12
条の2第1
項第4号

学校教育部
学校教育課

41 37 R3.8.31 開示
印鑑登録証明のカードが、現時点で有効になってい
るかが確認できるもの

承諾 R3.9.6
市民文化部

ハイサイ市民課

42 38 R3.8.31 開示
障害年金の返還金を納めたことがわかるもの（納付
書の写し）

承諾 R3.9.3
福祉部

保護第3課

26 R3.7.5 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

43 39 R3.8.31 開示 介護認定書類全て 一部承諾 R3.9.6

令和2年12月1日以降の介護
認定資料
適用理由：令和2年12月1日以
降の介護認定については、新
型コロナウイルス感染症に係
る認定有効期間延長措置によ
り認定調査等は実施しておら
ず、介護認定資料は存在しな
いため。

文書不存
在

福祉部
ちゃーがんじゅう

課

44 40 R3.9.2 開示
〇〇の固定資産税
〇〇納税額

承諾 R3.9.6
企画財務部

納税課

45 41 R3.9.2 開示 介護認定書類全て 承諾 R3.9.9
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

46 42 R3.9.2 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

一部承諾 R3.9.9

①住民票・戸籍関係・申請
中、開示請求者以外の担当者
氏名
適用理由：①については、開
示請求者以外の特定の個人
を識別することができる情報で
あるため。

条例第12
条の2第1
項第4号
及び5号

市民文化部
ハイサイ市民課

47 43 R3.9.2 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

拒否 R3.9.9
問い合わせに関する申請書は
ありませんでした。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

48 44 R3.9.2 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

拒否 R3.9.9
問い合わせに関する申請書は
ありませんでした。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

49 45 R3.9.7 開示 印鑑登録証明のカードの亡失届の申請書のコピー 承諾 R3.9.9
市民文化部

ハイサイ市民課

50 承諾 R3.9.16
市民文化部

ハイサイ市民課

51 拒否 R3.9.24 文書不存在
文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

52 47 R3.9.17 開示
自宅における流産により、救急搬送された旨の内
容。

承諾 R3.9.21
消防局
救急課

53 48 R3.9.17 開示
〇〇で起きた火災事故の原因の詳細についての書
類一式

一部承諾 R3.9.27

開示請求者以外の個人に関
する情報
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報のため

条例第12
条の2第1
項第4号

消防局
予防課

54 49 R3.9.17 開示

①生活保護廃止通知等に関する行政文書開示請求
②①に関する法的根拠に関する一切の公文書
③上記①に関する本人と那覇市とのやりとりに関する
公文書（経緯も含める）

一部承諾 R3.10.1

①ケース記録のうち〇〇日の
記録
⓶ケース記録のうち○○日の
記録
適用理由：①開示請求者以外
の個人に関する情報で、開示
請求者以外の特定の個人を
識別することがきる又は開示
することにより開示請求者以外
の特定の個人の利益を害する
おそれがあるため
⓶実施機関内部の検討に係
るものであり、意思決定の公正
さが損なわれるおそれがある
ため

条例第12
条の2第1
項第4号
条例第12
条の2第1
項第6号
エ

福祉部
保護第3課

55 50 R3.9.17 開示 子どもの入園先が特定できる書類 拒否 R3.9.29

開示請求者（前条第2項の規
定により法定代理人等が本人
に代わって開示請求をする場
合にあっては、当該本人をい
う。）の生命、健康、生活又は
財産を害するおそれがある情
報に該当するため

条例第12
条の2第1
項第3号

こどもみらい部
こどもみらい課

56 51 R3.9.21 開示
印鑑登録証明のカードの亡失届の申請書（訂正後）
のコピー

承諾 R3.9.24
市民文化部

ハイサイ市民課

57 52 R3.10.4 開示 介護度およびその調査内容がわかる物 承諾 R3.10.6
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

58 53 R3.10.6 開示
介護認定調査に関する書類一式（医師の見解も含
む）

承諾 R3.10.11
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

59 54 R3.10.8 開示 救急車で搬送された記録資料一式 承諾 R3.10.12
消防局
救急課

60 55 R3.10.8 開示 住民票の写し等交付申請書の写し 承諾 R3.11.1
市民文化部

ハイサイ市民課

61 56 R3.10.11 開示
那覇市立学校職員ハラスメント苦情処理委員会にお
ける議事録（私自身の発言含む）。

一部承諾 R3.10.21

適用理由：①開示請求者以外
の特定の個人を識別すること
ができる情報が含まれている
ため
②那覇市ハラスメント苦情処
理委員会の性質上、その議事
録を開示すると、委員に対し
て直接抗議や詰問などの可能
性がある。また、開示を前提と
すると、委員が委縮し、率直な
発言が望めなくなり、今後の苦
情処理業務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるた
め

条例第12
条の2第1
項第4号
条例第12
条の2第1
項第6号
エ

学校教育部
学校教育課

46 R3.9.14 開示
印鑑登録証明書交付申請書、戸籍に関する証明交
付申請書、住民票の写し等交付申請書
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

62 57 R3.10.14 開示

「パワーハラスメント認定について（通知）」に関して
作成された文書
（詳細については、別紙のとおり）
＜別紙＞
①苦情処理委員会における議事録全て
②苦情処委員の裁定に至る会議録
③ヒアリング記録：那覇市教育委員会相談員による
学校職員・校長・〇〇に対しての聞き取りの調査の
記録
④苦情処理委員会の審議における産業医、弁護士
そのほかの専門知識を有する者からの意見の聞き取
りの記録
⑤苦情処理委員会後、裁定に関する決裁書類
⑥苦情処理委員会後、関係機関との起案書（稟議
書）
⑦他：「パワーハラスメント認定について（通知）」に関
して作成された文書全て

一部承諾 R3.10.28

①苦情処理委員会における
議事録の開示請求者以外の
個人に関する部分
②非開示文書
学校職員（校長及び〇〇含
む）聞き取り調査の記録
③不存在文書
苦情処理委員の裁定に至る
会議録
苦情処理委員会後、関係機
関との起案書（稟議書）
適用理由：①開示請求者以外
の特定の個人を識別すること
ができる情報が含まれている
ため
②那覇市ハラスメント苦情処
理委員会の性質上、その議事
録を開示すると、委員に対し
て直接抗議や詰問などの可能
性がある。また、開示を前提と
すると、委員が委縮し、率直な
発言が望めなくなり、今後の苦
情処理業務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるた
め

①条例第
12条の2
第1項第4
号
②条例第
12条の2
第1項第6
号エ

学校教育部
学校教育課

63 58 R3.10.15 開示
〇〇アパートの敷金・礼金がわかるものの控え（ア
パート入居時）

承諾 R3.10.20
福祉部

保護第2課

64 59 R3.10.18 開示 本人が納めた固定資産税額がわかるもの 承諾 R3.10.22
企画財務部

納税課

65 承諾 R3.10.27
市民文化部

ハイサイ市民課

66 一部承諾 R3.10.27

①印鑑登録証明書交付申請
書中、開示請求者以外の住
所、氏名
②印鑑履歴一覧中、住民コー
ド・世帯コード、担当職員の氏
名
適用理由：①②については、
開示請求者以外の特定の個
人を識別することができる情報
であるため。

条例第12
条の2
第1項第4
号
及び第5
号

市民文化部
ハイサイ市民課

67 61 R3.10.18 開示 火事の調査内容 拒否 R3.10.26 文書不存在のため
文書不存
在

消防局
予防課

68 承諾 R3.10.20
福祉部

保護第1課

69 拒否 R3.10.20
賃貸借契約書を当福祉事務
所は受理しておらず、保管し
ていないため文書不存在

文書不存
在

福祉部
保護第1課

70 63 R3.10.26 開示
那覇市役所こどもみらい部子育て応援課での話し合
いの内容がわかるもの。

一部承諾 R3.11.9

開示請求者以外の個人に関
する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等により開示請求
者以外の特定の個人を識別
することができる部分
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報（事業を営
む個人の当該事業に関する
情報を除く。）であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により開示
請求者以外の特定の個人を
識別することができるものであ
るため。

条例第12
条の2第1
項第4号

こどもみらい部
子育て応援課

71 64 R3.10.28 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し

一部承諾 R3.11.9

①〇〇日～○○日の戸籍に
関する証明書交付申請書。
②〇〇日～〇〇日の住民票
写し等交付申請書。
③戸籍に関する証明書交付
申請書中、請求者氏名、住
所、電話番号、筆頭者氏名、
生年月日。
適用理由：上記①について
は、〇〇日以前の戸籍に関す
る証明書交付申請書は保存
年限満了により廃棄処理済の
ため文書不存在。
上記②については、○○日以
前の住民票写し等交付申請
書は保存年限満了により廃棄
処理済のため文書不存在。〇
〇日までの期間の住民票写し
等交付申請書はありませんで
した。
③については、開示請求者以
外の特定の個人を識別するこ
とができる情報であるため。

①文書不
存在
②文書不
存在
③条例第
12条の2
第1項第4
号

市民文化部
ハイサイ市民課

60 R3.10.18 開示
これまで登録した印鑑登録の履歴
（印鑑登録証明書交付申請書）

開示 賃貸契約書のコピー（自宅）入居時から現在まで62 R3.10.19
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

72 65 R3.11.8 開示 コロナワクチン接種の問診票の写し 承諾 R3.11.9

健康部
健康増進課

（新型コロナウイル
スワクチン接種推

進室）

73 66 R3.11.8 開示 賃貸契約書の写し 承諾 R3.11.15
総務部
管財課

74 67 R3.11.10 開示
 保護申請要否判定となぜ金を支払い必要か確認で
きる書類　〇〇日に提示された書類　○○日取り下
げの書類

承諾 R3.11.24
福祉部
保護2課

75 68 R3.11.12 開示
市民税課が住民税納付遅延の理由で入手した上記
請求者の個人情報の全ての内容の開示

拒否 R3.11.25

本件個人情報の開示により、
財産調査に係る一連の手続き
と実施機関の今後の対応が推
測されることで、財産を補足さ
れないよう資金の移動、財産
の処分などの対策を講じ、行
政処分を不当に逃れることが
可能となる。そのことにより、実
施機関の財産の発見が困難と
なり、将来的に事務の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれが
ある。また、調査に協力した関
係機関の信頼を失うこととな
り、今後の財産調査に支障を
及ぼすおそれがあるため、不
開示とする。

条例第12
条の2第1
項第6号

企画財務部
納税課

76 69 R3.11.15 開示 主治医の意見書（写し） 承諾 R3.11.18
福祉部
保護3課

77 70 R3.11.15 開示 介護認定調査内容 承諾 R3.11.22
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

78 承諾 R3.11.19
市民文化部

ハイサイ市民課

79 拒否 R3.11.19 文書不存在
文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

80 72 R3.11.19 開示
戸籍謄本、抄本、附票の戸籍に関する証明書交付
申請書の写し

拒否 R3.11.24
問い合わせに関する記録
適用理由：文書不存在

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

81 73 R3.11.22 開示 印鑑登録証明書交付申請書 承諾 R3.11.25
市民文化部

ハイサイ市民課

82 74 R3.11.25 開示 私と教育委員会学務課との話合記録（全文） 承諾 R3.12.7
学校教育部

学務課

83 75 R3.11.30 開示 住民票の写し等受付申請書 拒否 R3.12.3

文書不存在
適用理由：〇〇日以前の住民
票の写し等交付申請書は文
書廃棄しております。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

84 76 R3.12.1 開示
火災の調査結果・救急活動記録票・火災出動記録・
火災調査書・現場質問調書・火災原因判定・実況見
分調書・その他参考資料

一部承諾 R3.12.13

第三者の氏名、住所、電話番
号、行動、財産に関すること
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することが
できる情報及びその他開示す
ることにより、実施機関の公正
又は適正な職務執行が著しく
妨げられるおそれがある情報
であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号
条例第12
条の2第1
項第6号

消防局
予防課

85 77 R3.12.3 開示
○○日障害福祉課で閲覧した文書
障害区分の変更となった事がわかる文書一式
（医師の記入された物も含む）

一部承諾 R3.12.13

医師意見書の医師の氏名等
に関する部分
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報が含まれて
いるため

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
障がい福祉課

86 78 R3.12.7 開示 前回と今回の介護認定審査に関する資料一式 承諾 R3.12.10
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

87 79 R3.12.7 開示 〇〇クリニックにおけるレセプトの交付申請書 承諾 R3.12.24
福祉部

保護管理課

88 80 R3.12.9 開示
固定資産納税証明書
固定資産証明書

承諾 R3.12.13
企画財務部

納税課

89 81 R3.12.9 開示 介護認定調査内容 承諾 R3.12.14
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

90 82 R3.12.9 開示
介護保険の認定調査内容のわかるもの　直近のもの
（主治医意見書含む）

承諾 R3.12.14
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

71 R3.11.17 開示 戸籍に関する証明交付申請書
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

91 83 R3.12.9 開示

１，私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、概況調査、認定調査票、サービスの利
用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査会資
料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定通知
書、サービスの支給内容、支給量の決定にあたり供
された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障害者手当の認定に関する書類（診断書、医
師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連の
手帳、支給決定等）
⑤那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度で助
成された医療費等の金額
⑥日常生活用具（収尿器等）などの購入を補助した
際の金額
⑦その他、私に関して作成された記録等の一切

２、対象機関
　前回開示された期間より後から現在までの、情報の
開示をお願いします。

※開示済の書類と重複する分については、省略して
いただいて結構です。

一部承諾 R3.12.28

支援者の携帯番号
医療機関等の印影
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することが
できる情報、又は、開示するこ
とにより、公正又は適正な職務
遂行が著しく妨げられるおそ
れがあるため。

条例第12
条の2
第1項第4
号、6号

福祉部
障がい福祉課

92 84 R3.12.9 開示

私に関して作成された下記一切の書類
１、国民健康保険の内容について
　私が、病院への通院や、訪問看護、鍼灸などに利
用した国民健康保険の次の情報について開示請求
します。
①　金額がわかる資料（月ごとの）
②　診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護
療養費明細書、施術費用明細書など請求内容のわ
かるもの

２、対象期間
　令和3年5月分以降の情報です。

※御方にどういった記録が保管、作成されているの
か、私にはわかりかねますので、作成保管されるす
べての書類を全てもれなく開示願います。

承諾 R3.12.22
健康部

国民健康保険課

93 85 R3.12.13 開示

〇〇学校校長による公務時間中の不適切な発言に
関する那覇市教育委員会及び〇〇学校にある全て
の文書・録音データ
〇〇とその妻に対する発言。

拒否 R3.12.27 公文書不存在のため
文書不存
在

学校教育部
学校教育課

94 86 R3.12.15 開示
固定資産税の明細についての資料（土地）
本人所有の固定資産税の納付状況
取得した日から現在まで

承諾 R3.12.22
企画財務部

納税課

95 87 R3.12.16 開示
要支援・要介護認定の調査票・主治医意見書・結果
通知書

承諾 R3.12.27
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

96 88 R3.12.17 訂正
与儀小学校に保管されている自身の生年月日及び
氏名について

拒否 R4.2.15
学校教育部
学校教育課

97 89 R3.12.21 開示 戸籍に関する証明交付申請書の写し 拒否 R3.12.22
問い合わせに関する記録は文
書不存在

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

98 90 R3.12.23 開示
今11月議会で、まちなみ共創部長は、当会が沖縄県
建築指導課に照会した文書を、沖縄県から取り寄せ
た旨答弁した。当該照会文書一式。

拒否 R4.1.5
個人情報が不存在のため
（請求に係る文書が個人情報
ではないため）

文書不存
在

まちなみ共創部
建築指導課

99 91 R3.12.24 開示
〇〇日に実施した聴聞に関する聴聞調書及び聴聞
結果報告書一式

承諾 R4.1.6
都市みらい部
公園管理課

100 92 R3.12.28 開示
印鑑登録をした日を知りたい
（これまで登録した印鑑登録の履歴）

承諾 R4.1.5
市民文化部

ハイサイ市民課

101 93 R4.1.6 開示
介護認定調査票
（直近の物）

承諾 R4.1.13
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

102 94 R4.1.6 開示
印鑑登録証明発行記録
（印鑑登録証明書交付申請書）

承諾 R4.1.14
市民文化部

ハイサイ市民課

103 95 R4.1.6 開示 聞き取りのメモ・関係書類一式 承諾 R4.1.12
学校教育部
学校教育課

104 96 R4.1.21 開示
那覇市福祉事務所が、東根市福祉事務所とやり取り
を行ったときの文書全般

一部承諾 R4.2.9

記録されている公務員以外の
第三者の個人氏名
適用理由：開示請求者以外の
個人に関する情報のため

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
保護管理課

105 97 R4.1.24 開示
女性相談員との相談内容の記録
女性相談員名は必要なし

一部承諾 R4.1.27

相談記録の中の女性相談員
名
適用理由：職務の性質上、公
開は控えることが適正と判断し
たため

条例第12
条の2第1
項第4号

福祉部
保護管理課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

106 98 R4.1.25 開示
那覇市役所が保有する請求人をストーカー加害者で
あると認定するに至った文書

拒否 R4.2.8

　開示請求者が開示を求める
「請求者をストーカー加害者で
あると認定するに至った文書」
が存在する場合には、当該文
書の存否を明らかにするだけ
で、「加害者」に対応する「被
害者」を識別することができる
情報又は識別することはでき
ないが、開示することにより開
示請求者以外の個人の権利
利益を害するおそれがある情
報を開示することになります。
　したがって、当該保有個人
情報の存否を答えることは那
覇市個人情報保護条例第12
条の2第1項第4号に掲げる不
開示情報を開示することにな
るため、当該個人情報の存否
を明らかにしないで請求を拒
否します。

条例第12
条の3

市民文化部
ハイサイ市民課

107 承諾 R4.2.7
市民文化部

ハイサイ市民課

108 一部承諾 R4.2.7

印鑑登録証明書交付申請書
中、開示請求者以外の住所、
氏名等
適用理由：開示しない部分に
ついては、開示請求者以外の
特定の個人を識別することが
できる情報であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号
および第5
号

市民文化部
ハイサイ市民課

109 100 R4.2.2 開示 介護認定度が分かる書類 承諾 R4.2.4
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

110 101 R4.2.3 開示 介護保険の主治医意見書のコピー 承諾 R4.2.7
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

111 102 R4.2.10 開示 印鑑証明の交付について（交付したりれき） 拒否 R4.2.17
印鑑証明書の交付に関する
履歴はありませんでした。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

112 承諾 R4.2.17
市民文化部

ハイサイ市民課

113 拒否 R4.2.17
戸籍に関する証明書交付申
請書の写に関する履歴はあり
ませんでした。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

114 104 R4.2.16 開示 レセプト請求（通院履歴がわかるもの） 承諾 R4.3.1
健康部

国民健康保険課

115 105 R4.2.18 訂正
〇〇学校に保管されている自身の生年月日及び氏
名について

承諾 R4.3.22
学校教育部
学校教育課

116 106 R4.2.25 開示 〇〇に関する訂正とお詫びの公文 承諾 R4.3.1
学校教育部
学校教育課

117 107 R4.2.28 開示 保健所地域保健課で受けた発達相談の結果 一部承諾 R4.3.14

①心理士名
②検査者の所見
適用理由：①報償費雇用のた
め②検査者の所感が含まれる
ため

①条例第
12条の2
第1項第4
号
②条例第
12条の2
第1項第2
号

健康部
地域保健課

118 一部承諾 R4.3.11

「あなたの家族の医療費につ
いて（お知らせ）」中、対象者
以外の者の住所及び氏名
適用理由：請求に係る保有個
人情報

条例第12
条の2第1
項第4号

健康部
国民健康保険課

119 拒否 R4.3.11
対象者で発行できる国民健康
保険税の納税証明書が存在
しないため

文書不存
在

健康部
国民健康保険課

120 109 R4.3.7 開示
介護保険サービスを利用した記録・サービス料にか
かる資料等

承諾 R4.3.8
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

121 110 R4.3.10 開示 〇〇が過去に那覇市と取引した土地に係る契約書 承諾 R4.3.18
総務部
管財課

122 111 R4.3.14 開示
第11回特別弔慰金国庫債券の交付における、上記
本人分の交付に関する委任状及び交付簿（該当記
載部分）

拒否 R4.3.18

○○様は第11回特別弔慰金
は請求されていないため、第
11回特別弔慰金国庫債権の
交付に関する委任状及び交
付簿は不存在

文書不存
在

福祉部
福祉政策課

123 112 R4.3.15 開示
（個人）市県民税の納税証明書
（個人の納税の記録がわかるもの）

承諾 R4.3.29
企画財務部

納税課

124 113 R4.3.22 開示 主治医の意見書（写し） 承諾 R4.4.5
福祉部
保護3課

125 承諾
市民文化部

ハイサイ市民課

126 一部承諾

住民票写し等交付申請中、開
示請求者以外の氏名
適用理由：上記については、
開示請求者以外の個人を特
定できる情報であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号
及び
条例第12
条の2第1
項第5号

市民文化部
ハイサイ市民課

127 115 R4.3.25 開示 救急搬送された時の書類一式。 承諾 R4.4.6
消防局
救急課

R4.1.31 開示 印鑑登録証明書交付申請書（写）の交付履歴

103 R4.2.15 開示
住民票の写し交付申請及び戸籍に関する証明交付
申請書の写し

99

108 R4.3.1 開示
・医療費通知
・国保税の納税証明書

114 R4.3.23 開示 住民票の写しなど交付申請書 R4.3.28
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文 担当部課名

128 一部承諾 R4.3.31

①○○日～○○日の戸籍証
明書交付申請書。
②戸籍に関する証明書交付
申請書中、請求者氏名、住
所、筆頭者氏名、生年月日、
必要な人の名、生年月日。
①については、○○日以前の
戸籍証明書交付申請書は保
存年限満了により廃棄処理済
のため文書不存在。
②については、開示請求者以
外の特定の個人を識別するこ
とができる情報であるため。

条例第12
条の2第1
項第4号

市民文化部
ハイサイ市民課

129 拒否 R4.3.31

文書不存在
（〇〇日～○○日住民票写し
等交付申請書は発行履歴な
し）
（○○日～○○日の住民票写
し等交付申請書は保存年限
満了により廃棄処理済）

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

130 117 R4.3.30 開示 これまで登録した印鑑登録の履歴 承諾 R4.4.5
市民文化部

ハイサイ市民課

131 118 R4.3.30 開示
那覇市保護課が私の事について警察・県とやりとりし
た資料

承諾 R4.4.11
福祉部

保護第3課

132 119 R4.3.30 開示

○○日～○○日の間に交付された私の住民票（謄
本、抄本）及び戸籍（謄本、抄本）の交付履歴記録の
交付年月日、交付場所、交付申請者の氏名、性別
の記録

拒否 R4.4.4

文書不存在
適用理由：○○日～○○日の
戸籍に関する証明書交付申
請書、住民票写し等交付申請
書の履歴はありませんでした。

文書不存
在

市民文化部
ハイサイ市民課

116 R4.3.25 開示
住民票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明
交付申請書の写し
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和３年度は、生活衛生課に対する個人情報開示請求はありませんでした。

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和３年度は、上下水道局に対する個人情報開示請求はありませんでした。

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

1 9 R3.4.21
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.4.23 無し 診療情報管理室

2 22 R3.5.12
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.5.14 無し 診療情報管理室

3 29 R3.5.19
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.5.20 無し 診療情報管理室

4 31 R3.5.31
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.6.1 無し 診療情報管理室

5 46 R3.6.1
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.6.17 無し 診療情報管理室

6 47 R3.6.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.6.29 無し 診療情報管理室

7 63 R3.6.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.1 無し 診療情報管理室

8 69 R3.7.2
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.12 無し 診療情報管理室

9 70 R3.7.5
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R3.7.12 無し 診療情報管理室

10 75 R3.7.12
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.20 無し 診療情報管理室

11 78 R3.7.14
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.26 無し 診療情報管理室

12 77 R3.7.14
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.21 無し 診療情報管理室

13 80 R3.7.14
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.26 無し 診療情報管理室

14 87 R3.7.19
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.7.30 無し 診療情報管理室

15 96 R3.7.30
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.8.6 無し 診療情報管理室

16 97 R3.7.30
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.8.6 無し 診療情報管理室

17 99 R3.7.31
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.8.20 無し 診療情報管理室

18 110 R3.8.10
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.8.18 無し 診療情報管理室

19 127 R3.8.27
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.6 無し 診療情報管理室

20 130 R3.8.31
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.9 無し 診療情報管理室

21 136 R3.9.9
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.10 無し 診療情報管理室

22 137 R3.9.10
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.14 無し 診療情報管理室

23 138 R3.9.15
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.17 無し 診療情報管理室

24 140 R3.9.15
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.17 無し 診療情報管理室

25 141 R3.9.16
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.24 無し 診療情報管理室

26 143 R3.9.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.24 無し 診療情報管理室

27 146 R3.9.21
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.29 無し 診療情報管理室

28 148 R3.9.22
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.9.28 無し 診療情報管理室

29 164 R3.10.12
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.15 無し 診療情報管理室

30 156 R3.10.5
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.12 無し 診療情報管理室

31 158 R3.10.6
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.13 無し 診療情報管理室

32 163 R3.10.12
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R3.10.12 無し 診療情報管理室

33 170 R3.10.19
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.22 無し 診療情報管理室

34 171 R3.10.20
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.22 無し 診療情報管理室

35 184 R3.10.27
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.4 無し 診療情報管理室

④市立病院受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

36 191 R3.11.5
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.12 無し 診療情報管理室

37 193 R3.11.8
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.12 無し 診療情報管理室

38 205 R3.11.9
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.12 無し 診療情報管理室

39 202 R3.11.11
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.17 無し 診療情報管理室

40 206 R3.11.12
個人情
報開示

診療録の写し 一部承認 R3.11.18

第三者に対
する利益を
害する記載
があった為
（条例第12
条の2第1項
第4号）

診療情報管理室

41 207 R3.11.15
個人情
報開示

診療録の写し 一部承認 R3.11.24

カルテ開示
請求期間に
カルテの不
存在期間が
あった為一
部文書不存

在

診療情報管理室

42 208 R3.11.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.11.24 無し 診療情報管理室

43 218 R3.11.24
個人情
報開示

診療録の写し 一部承認 R3.11.29

カルテ開示
請求期間に
カルテの不
存在期間が
あった為一
部文書不存

在

診療情報管理室

44 219 R3.11.24
個人情
報開示

診療録の写し 一部承認 R3.12.1

第三者に対
する利益を
害する記載
があった為
（条例第12
条の2第1項
第4号）

診療情報管理室

45 224 R3.11.26
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.12.3 無し 診療情報管理室

46 225 R3.11.26
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.12.2 無し 診療情報管理室

47 233 R3.12.6
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.12.9 無し 診療情報管理室

48 240 R3.12.13
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.12.20 無し 診療情報管理室

49 251 R3.12.15
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R3.12.17 無し 診療情報管理室

50 252 R3.12.16
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.12.22 無し 診療情報管理室

51 253 R3.12.16
個人情
報開示

診療録の写し 一部承認 R3.12.22

カルテ開示
請求期間に
カルテの不
存在期間が
あった為一
部文書不存

在

診療情報管理室

52 277 R4.1.25
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R3.12.17 無し 診療情報管理室

53 296 R4.2.15
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.2.18 無し 診療情報管理室

54 301 R4.2.21
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.2.24 無し 診療情報管理室

55 306 R4.2.24
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.3.2 無し 診療情報管理室

56 309 R4.3.2
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.3.7 無し 診療情報管理室

57 314 R4.3.4
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.3.7 無し 診療情報管理室

58 322 R4.3.14
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R4.3.18 無し 診療情報管理室
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（２）個人情報の目的外利用・外部提供の状況（特定の個人や団体が識別されないよう一部表現を修正しています）
①市政情報センター分

届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R3.4.1 提供
福祉部

保護第2課
うるま市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

・保護記録（１）～（６）
・ケース記録（廃止前2年分）
・決定調書（廃止前1年分）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

2 R3.4.1 提供
福祉部

保護第1課
浦添市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の写しの送
付

・保護台帳の写し　・保護決定調書の写し
・保護記録の写し　・医療要否意見書の写し
・その他保護の決定に必要と思われる書類の
写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

3 R3.4.5 提供
福祉部

保護管理課
沖縄県那覇警察
署刑事第一課

捜査関係事項照
会

１　氏名、生年月日について
２　本籍、住所等の登録地について
３　家族構成及び連絡先等について
４　病歴について
５　その他参考事項について

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

4 R3.4.5 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県市町村職

員共済組合

傷病手当金請求
に係る国民健康
保険加入状況照
会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第1号

5 R3.4.7 提供
健康部

国民健康保険課
東京都葛飾区

国民健康保険等
の調査について
（東京都葛飾区）

国民健康保険取得年月日、取得時の住所、保
険証使用状況

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条第の2

6 R3.4.7 提供
福祉部

保護第2課
西原町

福祉保健課

滞納者の実態調
査について（回
答）

・受給開始年月日
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

7 R3.4.8 目的外利用
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

健康部
健康増進課

がん検診等受診
券発送業務

要介護４・５に該当する住登者データ
（個人コード、氏名、生年月日、住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

8 R3.4.9 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会書について

支給の明細、支給日、支給額、支給方法又は
場所、支給開始年月日、支給の理由、その他
参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

9 R3.4.9 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給回数
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・勤務経歴及びその期間
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

10 R3.4.9 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給の明細
・支給日
・支給額
・支給方法又は場所（口座振込であればその
金融機関）
・支給開始年月日
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

11 R3.4.9 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書（回答）

・生活保護開始年月日・支給額・支給に至る経
緯　等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

12 R3.4.12 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給に至る経緯
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請場所、申請時の状況等
・その他参考事項　など

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R3.4.13 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

生活保護ケース
記録等の写しの送
付について

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報
・その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R3.4.15 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・支給開始年月日
・支給日
・最終の支給額(月額)
・支給方法
・支給認定の際に提出された資料の写し
・支給理由
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R3.4.15 目的外利用
こどもみらい部
子育て応援課

こどもみらい部
子育て応援課

低所得の子育て
世帯に対する子
育て世帯生活支
援特別給付金給
付業（ひとり親世
帯分）

児童扶養手当受給資格者の情報
・令和3年4月分の児童扶養手当の受給の有無
・本業務申請時点における児童扶養手当受給
資格の有無
・公的年金等受給による全部停止又は一部停
止の有無
・令和3年4月分児童扶養手当の受給の有無
・平成31年収入が支給制限限度額未満該当の
可否
・本業務申請時点における児童扶養手当受給
資格が有る方の収入見込みが支給制限限度
額未満該当の可否

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

16 R3.4.15 提供
消防局
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会書

消防活動報告書
救急活動報告書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

17 R3.4.12 目的外利用
まちなみ共創部

建築指導課
企画財務部
資産税課

固定資産税賦課
業務

建築計画概要書
条例第9条第1項第2号
建築基準法第93条の2

18 R3.4.20 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・その他参考事項
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

19 R3.4.20 提供
福祉部

保護第3課
浦添市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護記録等
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

20 R3.4.16 提供
福祉部

保護第1課
宜野湾市長

介護保険料賦課
のための被保険
者情報連絡表の
送付について

生活保護の廃止について
条例第9条第1項第2号

介護扶助運営要領第3-2-
1

21 R3.4.20 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

１．支給開始年月日
２．支給期間
３．支給額
４．支給認定の基準となる資料
５．支給認定の際に提出された資料
６．申請日、申請時の状況等
７．振込先口座情報
８．その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

22 R3.4.20 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

１．支給開始年月日
２．支給期間
３．支給額
４．支給認定の基準となる資料
５．支給認定の際に提出された資料
６．申請日、申請時の状況等
７．振込先口座情報
８．その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 R3.4.22 提供
福祉部

保護第2課

沖縄県那覇警察
署

刑事第3課

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額　・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報
・その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

24 R3.4.22 提供
消防局
救急課

〇〇
保険金に関わる調
査

救急活動報告書両面（写） 条例第9条第1項第1号

25 R3.4.23 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県南部福祉

事務所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

世帯台帳、保護記録1～6、ケース記録（保護
開始時～直近）、決定調書（保護開始時、直近
1年分）、扶養届書1通

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

26 R3.4.23 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・保護の種別
・支給開始年月日
・支給額、支給方法
・支給理由
・申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・家族構成、結婚歴
・病歴、通院先
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R3.4.26 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

・開始年月日　・保護開始理由
・保護費支給額　・支給方法
・最終訪問年月日　・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R3.4.27 提供
福祉部

障がい福祉課
沖縄県身体障害
者更生相談所

身体障害者診断
書・意見書の提供
について（回答）

対象者（依頼文参照）について、令和2年1月
24日交付時の身体障害者診断書・意見書の写

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

29 R3.4.23 目的外利用
健康部

地域保健課
健康部

健康増進課
特定健診の受診
対象者決定

親子健康手帳交付申請に基づく個人データ
①宛名コード　②氏名　③住所　④生年月日
⑤申請年月日

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

30 R3.4.23 目的外利用
企画財務部
市民税課

健康部
地域保健課

産後ケア事業 事業の利用者が属する世帯の課税情報 条例第9条第1項第1号

31 R3.4.28 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会について（回
答）

１　支給開始日
２　支給事由
３　支給状況（支給金額、支給方法）
４　生活保護状況
５　ケース記録
６　その他参考事項等（家族、親族関係）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

32 R3.4.9 提供
健康部

国民健康保険課
警視庁萩窪警察

署

捜査関係事項照
会書（警視庁萩窪
警察署）

国民健康保険の①資格取得年月日・申請年
月日、②加入者、③保険証番号、④保険の使
用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

33 R3.4.19 提供
健康部

国民健康保険課
嘉手納町役場

国民健康保険の
加入状況につい
て（嘉手納町）2件

国民健康保険の加入状況
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

34 R3.5.10 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県那覇
警察署）

国民健康保険の①被保険者証番号、②平成
31年1月～令和3年2月までのレセプト記録等
（受診月、受診機関名、診断名）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

35 R3.5.10 提供
消防局
救急課

〇〇法律事務所
弁護士法第23条
の2に基づく照会

救急活動報告書両面（写）1枚（両面）
条例第9条第1項第2号
弁護士法第23条の2

36 R3.5.10 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

37 R3.5.7 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県中央児童

相談所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・面接記録　・成育歴
・保護台帳　・ケース記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

38 R3.5.10 提供
消防局
救急課

沖縄県警察本部
刑事部　捜査第

一課

捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

39 R3.5.11 提供
福祉部

保護第2課
豊見城市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

・保護台帳写し、保護決定調書写し、保護記録
（１）～（６）写し、新規調査時から廃止時までの
ケース記録写し、その他資料（ケース会議録、
資産関係書類等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

40 R3.5.11 提供
福祉部

保護第1課
いしみね救護園

要保護者の保護
記録の照会につ
いて（回答）

・面接記録表　・ケース記録
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

41 R3.5.12 提供
福祉部

保護第1課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

支給開始年月日
受給開始理由
受給金額、受給方法（振込であれば振込口
座、手渡しであればその際の言動及び行動
等）
最終支払日
扶養義務者の連絡先
既往歴及び通院先
その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

42 R3.5.12 提供
福祉部

保護第1課
京都市西京福祉

事務所
被保護者のケース
記録照会

・保護台帳
・保護決定調書（平成31年1月以降）
・保護記録（１）～（６）
・ケース記録（平成31年1月以降）
・その他保護の決定に際し必要と思われる資
料

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

43 R3.5.12 提供
こどもみらい部

こども教育保育課

沖縄県警察本部
生活安全部人心
安全対策課長

捜査関係事項照
会に対する回答

〇〇に関する当課の保有する文書
１．意見書の写し
２．当課の回答文書の写し

条例第9条第1項第1号

44 R3.5.1 提供
消防局

指令情報課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

〇〇に設置してある防犯カメラ映像
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

45 R3.4.28 提供
福祉部

保護第1課
沖縄市長

要保護者情報提
供のための生活
保護記録等の送
付について

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給回数
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・勤務経歴及びその期間
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

46 R3.5.13 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県嘉手納警

察署刑事課
捜査関係事項照
会

・生活保護の受給状況（受給期間、受給金額）
・その他参考事項（家族構成、既往歴、面談状
況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

47 R3.5.12 提供
上下水道局

料金サービス課
環境部

環境保全課

浄化槽法第11条
を根拠とする法定
受検に関する通
知送付業務

下水道未接続建築物の住所、当該建築物の
使用者情報（住所、氏名）及び所有者情報（住
所、氏名）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

48 R3.5.13 提供
福祉部

保護第3課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

・本人の父の本籍及び生年月日
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

49 R3.5.14 提供
福祉部

保護第3課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

・本人の顔写真データ
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

50 R3.5.14 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日（受給解除があれば、解除
年月日）
・受給開始事由
・受給金額、受給方法（振込であれば振込先
口座）
・最終受給日
・上記の者の生活状況（家族構成・職歴・所有
車両など）
・その他参考事項（申請を受理中等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

51 R3.5.14 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日（受給解除があれば、解除
年月日）
・受給開始事由
・受給金額、受給方法（振込であれば振込先
口座）
・最終受給日
・上記の者の生活状況（家族構成・職歴・所有
車両など）
・その他参考事項（申請を受理中等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

52 R3.5.17 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県南部福祉

事務所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳
・保護決定調書
・保護記録
・保護廃止時の決定通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

53 R3.5.18 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・家族構成及び婚姻歴
・病歴その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

54 R3.5.18 提供
福祉部

保護第1課
よみたん救護園

長

生活保護ケース
記録等の写しの送
付について（回
答）

・面接記録表　・保護台帳
・保護決定調書　・ケース記録表

条例第9条第1項第1号

55 R3.5.19 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県南部福祉

事務所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録　・保護廃止時の決定調書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

56 R3.4.28 目的外利用
企画財務部
市民税課

こどもみらい部
子育て応援課

低所得の子育て
世帯に対する子
育て世帯生活支
援特別給付金給
付業（ひとり親世
帯分）

本業務で給付金支給対象者の資格要件として
定められている児童扶養手当支給制限限度額
未満の該当可否の判断に必要とされている申
請者及びその扶養義務者（父母、祖父母、子、
孫、曽祖父母、曽孫、兄弟姉妹、配偶者）の平
成31年中の収入（所得）
※申請情報の閲覧方法に関し情報政策課に
報告済み

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

57 R3.5.7 目的外利用
こどもみらい部
子育て応援課

健康部
地域保健課

こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業業務

令和3年度（2021年度）分の出生連絡票にかか
る情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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58 R3.4.5 提供
福祉部

保護管理課
沖縄刑務所

受刑者の資質及
び環境調査業務

①生活保護の受給期間、扶助の種類及び受
給額
②受給に至った経緯及び受給中の生活状況
③入通院の医療機関等、疾病名及び治療経
過
④福祉支援サービス等の利用状況
⑤返還金の有無及び金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条

59 R3.4.15 提供
福祉部

保護管理課
大阪市福祉局生
活福祉部保護課

生活保護法第77
条の2に基づく徴
収金または生活
保護法第78条に
基づく徴収金業務

・生活保護受給歴の有無
条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

60 R3.5.17 提供
福祉部

保護管理課
中城村

障害者福祉サー
ビス給付金の支給
決定業務

・保護受給証明書の交付

条例第9条第1項第2号
障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す

るための法律第12条

61 R3.5.24 提供
福祉部

保護管理課
岐阜県大垣市 市税徴収業務 生活保護の受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

62 R3.5.24 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始理由
・受給金額、受給方法
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

63 R3.5.24 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・保護開始年月日
・支給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問日
・家族構成及び結婚歴　・病歴　・その他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

64 R3.5.25 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

生活保護法に基
づく扶助について
（回答）

生活保護受給の有無
条例第9条第1項第2号
国税徴収法第141条

65 R3.5.25 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額（月額及び総額）
・支給方法又は場所
・支給理由
・支給認定の際に提出された資料の写
・緊急市民貸付の有無（あれば貸付日、貸付
額）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

66 R3.5.25 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

67 R3.5.31 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

１　受給開始年月日
２　受給開始事由
３　受給状況（受給金額、受給方法）
４　最終訪問年月日
５　家族構成及び結婚歴
６　病歴
７　その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

68 R3.6.1 提供
こどもみらい部
子育て応援課

沖縄県豊見城警
察署

母子及び父子家
庭等医療費助成

母子及び父子家庭等医療費助成の支給開始
年月日、支給日、支給理由、支給額、支給方
法、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

69 R3.6.1 提供
こどもみらい部
子育て応援課

沖縄県豊見城警
察署

捜査関係事項照
会書

児童扶養手当の支給の有無、支給開始年月
日、支給日、支給理由、支給額、支給方法（口
座引き落とし先の金融機関名、支店名、口座
種別、口座番号）、その他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

70 R3.6.1 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

71 R3.6.4 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報
・その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

72 R3.6.4 提供
福祉部

保護管理課
糸満市

介護保険料の算
定

生活保護の受給の有無
代理納付の有無

条例第9条第1項第2号
介護保険法第203条

73 R3.6.4 提供
福祉部

保護管理課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

①支給開始年月日
②支給期間
③支給額
④支給認定の基準となる資料
⑤支給認定の際に提出された資料
⑥申請書、申請時の状況等
⑦振込先口座情報
⑧その他参考となる事項
なお、保護受給歴無いため、「受給歴なし」と回
答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

74 R3.6.4 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び婚姻歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

75 R3.6.4 提供
福祉部

保護第1課
旭川区検察庁

捜査関係事項照
会

・生活保護受給申請　・相談等の有無
・生活保護受給状況
・対象者とも面接状況
・対象者の住所及び連絡先（電話番号、親族
等）
・対象者の医療機関受診歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

76 R3.6.7 提供
福祉部

保護第3課
南城市

国保年金課
滞納者の実態調
査

・受給開始年月日
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

77 R3.6.7 目的外利用
企画財務部
資産税課

まちなみ共創部
建築指導課

建築基準法第8条
に基づく建築物の
維持保全に関す
る業務等

対象建築物の建物及び土地所有者の住所・氏
名

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

78 R3.6.8 提供
消防局
救急課

沖縄県警察本部
刑事部捜査第一

課

捜査関係事項照
会書

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

79 R3.5.31 目的外利用
学校教育部

学務課
学校教育部
学校教育課

就学時健康診断
事業

①新入学予定児童の住所・氏名・フリガナ・性
別・生年月日・入学予定学校・児童生徒コード
（住民コード）
②那覇市から転出後の市町村名、・那覇市へ
転入前の市町村名
児童の那覇市での在籍校、入学予定校

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

80 R3.6.7 提供
消防局
救急課

○○
保険金に関わる調
査

救急活動報告書両面（写） 条例第9条第1項第1号

81 R3.6.3 提供
福祉部

福祉政策課
伊勢原市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報）
条例第9条第1項第5号

審議会類型事項Ⅰ

82 R3.6.3 提供
福祉部

福祉政策課
豊川市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

83 R3.6.7 提供
福祉部

福祉政策課
宗像市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報）
条例第9条第1項第5号

審議会類型事項Ⅰ

84 R3.6.9 提供
福祉部

保護第2課
南城市長

滞納者の実態調
査について

・受給開始年月日
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

85 R3.5.24 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・血液型検査証明書 条例第9条第1項第1号

86 R3.6.10 提供
福祉部

保護第3課
名護市役所

国民健康保険課
実態調査につい
て（回答）

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

87 R3.6.10 提供
消防局

指令情報課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

災害用高所カメラ映像
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

88 R3.6.11 提供
福祉部

保護第1課
南部保健所

生活保護受給証
明書

・生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第31条

第2項

89 R3.5.12 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入期間中における診療月、病
院名、病名。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

90 R3.5.12 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入期間中における診療月、病
院名、病名。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

91 R3.5.12 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入期間中における診療月、病
院名、病名についての照会内容だが、該当情
報なし。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

92 R3.5.21 提供
健康部

国民健康保険課
新宿区役所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（新宿区）

国民健康保険の保険者番号、被保険者証記
号・番号、取得年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

93 R3.6.14 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会書（沖縄県警察
本部）

国民健康保険の①資格取得年月日・申請年
月日、②加入者及び家族の氏名、③保険証記
号・番号、④保険の使用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

94 R3.6.15 提供
福祉部

保護第3課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

・保護申請書　・資産申告書　・収入申告書
・同意書　・面接記録票　・保護記録
・口座振込申込書　・援助方針
・保護決定調書　・保護台帳
・ケース記録票

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

95 R3.6.15 提供
消防局
救急課

〇〇法律事務所
弁護士法第23条
の2に基づく照会

救急活動報告書（写）1枚（両面）
条例第9条第1項第2号
弁護士法第23条の2

96 R3.6.15 提供
福祉部

保護第1課
恩納村役場納税

課

生活保護受給証
明書の交付（回
答）

保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

97 R3.6.15 提供
福祉部

保護第1課
豊見城市福祉事

務所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録　・保護廃止時の決定調書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

98 R3.6.16 目的外利用
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

健康部
健康増進課

特定健診の受診
対象者決定

親子健康手帳交付申請に基づく個人データ
①宛名コード　②氏名　③住所　④生年月日
⑤施設入所日

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

99 R3.6.16 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・支給金額
・支給方法
・毎月の支給日
・申請時の本人の住居、連絡先等の情報
・同人との面談の有無、あれば、その内容等
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

100 R3.6.17 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

生活保護法に基
づく扶助について
（回答）

１．受給開始年月日
２．受給開始事由
３．受給金額、受給方法
４．最終訪問年月日
５．家族構成及び結婚歴
６．病歴及び通院先
７．その他参考事項（職歴、生活状況、素行
等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

101 R3.6.18 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

102 R3.6.18 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県与那原警

察署

捜査関係事項照
会について（回
答）

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

103 R3.6.18 提供
まちなみ共創部

市営住宅課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

入居者の指名・居住開始年月日
・家賃支払い方法及び支払状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

104 R3.6.22 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額
・受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

105 R3.6.22 提供
福祉部

保護第3課
那覇保護監察所

長

心神喪失者等医
療観察法第22条
の規定による照会
の回答

・生活保護受給の有無
・生活保護受給期間
・生活保護受給中における指導指示の有無
・近隣住民（民生委員等）からの苦情相談歴等
の有無

条例第9条第1項第2号
心神喪失者等医療観察法

第22条

106 R3.6.24 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

被保護者の保護
廃止決定通知書
の送付

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

107 R3.6.24 提供
福祉部

保護第1課
浦添市いきいき

高齢支援課

被保護者の保護
廃止決定通知書
の送付

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

108 R3.6.25 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（照
会）

・生活保護の受給有無
・受給開始年月日
・受給金額
・医療券発券の有無
・医療券の発行年月日
・受診先の医療機関名
・その他参考事項（受診理由、扶助した金額
等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

109 R3.6.28 提供
消防局
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

110 R3.6.18 提供
こどもみらい部
子育て応援課

沖縄県子ども生
活福祉部

青少年・子ども
家庭課

特別児童扶養手
当業務（沖縄県子
ども生活福祉部青
少年・子ども家庭
課への所得情報
の提供）

特別児童扶養手当受給者本人、配偶者、扶養
義務者の令和３年度所得情報

条例第9条第1項第2号
特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第37条

111 R3.6.22 目的外利用
健康部

地域保健課
福祉部

福祉政策課
避難行動要支援
者名簿作成

那覇市在住で災害が発生し、又は災害が発生
するおそれがある場合に自ら避難することが困
難な者で、下記に該当するすべての者
（１）在宅難病患者のうち、特定医療費（指定難
病）受給者証所持者
（２）小児慢性特定疾病医療受給者証所持者

条例第9条第1項第2号
災害対策基本法第49条の

10

112 R3.6.28 提供
福祉部

福祉政策課
豊川市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

113 R3.6.29 提供
福祉部

保護第2課

沖縄県那覇警察
署

刑事第3課

捜査関係事項照
会

・生活状況等、直近の居所
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

114 R3.6.29 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県与那原警

察署

捜査関係事項照
会書（沖縄県与那
原警察署）

国民健康保険の①資格取得日、②記号・番
号、③利用した医療機関名称と日付

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

115 R3.6.29 提供
福祉部

保護第2課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

①保護台帳、開始時のケース記録
②開始時の保護決定調書、廃止前1年分の保
護決定調書
③廃止前1年分のケース記録
④扶養照会回答書、医療扶助関係要否意見
書
⑤年金加入歴回答文書
⑥戸籍関係写し、資産評価証明書等
⑦介護保険料賦課資料（令和2年度分）
⑧その他、保護決定実施上必要と思われるも
の

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

116 R3.6.30 提供
健康部

国民健康保険課
那覇地区検察庁

裁判執行関係事
項照会書（那覇地
区検察庁）

国民健康保険の①加入の有無、②資格取得
日、記号・番号、③被保険者証交付年月日及
び有効期限、④療養給付事実の有無、⑤診療
報酬を請求した医療機関の名称及び所在地、
⑥資格喪失年月日および喪失事由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

117 R3.7.1 提供
福祉部

保護第3課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

①支給開始年月日②支給開始事由③支給金
額、支給方法④最終受給日⑤停止又は廃止
若しくは取り下げとなっていれば、その時期及
び理由⑥扶養義務者の連絡先等⑦既往歴及
び通院歴⑧その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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利用課

又は提供先
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118 R3.7.1 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給に至る経緯
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請場所、申請時の状況等
・支給終了の事由
・振込先口座情報
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

119 R3.7.13 提供
福祉部

障がい福祉課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

身体障害者手帳の交付の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

120 R3.7.13 提供
福祉部

保護第2課
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書につい
て（回答）

・保護費の扶助種類
・支給年月日、支給期間
・直近の支給額
・支給方法（振込先口座情報）
・把握の居住先及び連絡先
・医療機関の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

121 R3.7.13 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

122 R3.7.5 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県保健医療
部

感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店営業（簡易営業、自動
車営業を除く）の情報　（営業所名称、営業所
所在地、許可番号、申請者名、代表者役職、
代表者名、申請者住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

123 R3.7.15 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会（回答）

・生活保護開始年月日
・支給額
・病歴　等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

124 R3.5.26 提供
福祉部

保護管理課
那覇保護監察所 更生保護業務

①生活保護受給時の生活状況
②住宅扶助受取状況と利用状況
③生活保護受給時の居住先
④追加支給の有無
⑤貸付金の有無
⑥保護中止の理由
⑦保護費の返還金の有無
⑧生活保護受給時、担当職員が苦慮した点

条例第9条第1項第2号
更生保護法第30条

125 R3.6.14 提供
福祉部

保護管理課
コザ年金事務所

長

国民年金保険料
法定免除該当及
び非該当者確認
事務

生活保護の開始年月日及び廃止年月日
条例第9条第1項第2号

国民年金保険法第108条
第2項

126 R3.6.15 提供
福祉部

保護管理課
越谷市福祉事務

所
生活保護業務

・生活保護台帳（写）
・生活保護決定調書（写）
・ケース記録等（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

127 R3.6.24 提供
福祉部

保護管理課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係業務 保護受給歴の有無について

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

128 R3.6.24 提供
福祉部

保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・生活保護決定調書（直近1年分）（写）
・ケース記録（1）～（7）、ケース記録（直近1年
分）（写）
・保護廃止時の決定通知書（写）
・医療要否意見書（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

129 R3.6.30 提供
福祉部

保護管理課
沖縄市福祉事務

所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・生活保護決定調書（直近1年分）（写）
・ケース記録（申請時の面接記録を含む）（写）
・医療要否意見書（写）
・保護廃止時の決定通知書（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

130 R3.6.30 提供
福祉部

保護管理課
沖縄市福祉事務

所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・ケース記録（1）～（6）（写）
・直近1年分の生活保護決定調書（写）
・直近1年分のケース記録（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

131 R3.7.19 提供
福祉部

障がい福祉課
名古屋市金山市

税事務所
軽自動車の賦課
徴収

申請のあった対象者の障害者手帳情報（手帳
の種類、手帳の有無、障害の区分、級別）

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

132 R3.7.19 提供
健康部

国民健康保険課
〇〇

国民健康保険の
被保険者資格に
ついて

国民健康保険の①資格取得日、②記号・番
号、③利用した医療機関名称と日付

条例第9条第1項第4号

133 R3.7.19 提供
健康部

国民健康保険課
南城市役所

国民健康保険の
加入状況につい
て（南城市）5件

国民健康保険の①加入状況と世帯主・世帯員
の区別、②保険証番号、③16歳未満の被保険
者数、④16歳以上19歳未満の被保険者数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険第113条の2

134 R3.7.19 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県沖縄
警察署）

国民健康保険の①加入年月日・世帯主氏名・
喪失年月日・喪失理由、②保険税の課税状
況・納付状況・未納額、③利用した医療機関名
称と診療年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

135 R3.7.19 提供
健康部

国民健康保険課
練馬区役所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（東京都練
馬区）

国民健康保険の記号、番号、適用開始年月日
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

136 R3.7.19 提供
健康部

国民健康保険課
警視庁築地警察

署

捜査関係事項照
会書（警視庁築地
警察署）

国民健康保険の①加入の有無、②加入者の
人定事項、③資格取得日・交付年月日、③保
険証の使用状況・使用機関

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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137 R3.7.7 提供
健康部

国民健康保険課
健康増進課

沖縄県保健医療
部

国民健康保険課

「保険給付の審査
及び支払等に係
る情報の提供の求
めについて」に対
する包括的な同意
書の提出につい
て

①管内被保険者の氏名、住所、電話番号、生
年月日及び性別
②管内被保険者に係る被保険者証の記号番
号
③管内被保険者に係る療養が行われた年月
日
④管内被保険者に係る療養が行われた病院、
診療所、薬局その他の者の名称及び住所
⑤その他当該市町村による保険給付の審査及
び支払に係る情報、特定健康診査に関する記
録の写し、特定保健指導に関する記録の写し

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第82条第

12項
国民健康保険法施行規則

第32条の32の4

138 R3.7.29 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

被保護者の保護
廃止決定通知書
の送付

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項

139 R3.7.29 提供
福祉部

保護第3課
那覇偕生園ケア
プランセンター

介護サービス計画
の作成に係る認定
調査票、主事意見
書の情報提供

認定調査票、主治医意見書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項
第1号

140 R3.8.2 提供
福祉部

保護第1課
那覇地方裁判所

生活保護受給証
明書の交付（回
答）

保護受給証明書

条例第9条第1項第2号
債権管理法第11項1号

債権管理法施行令第10条
1項6号

141 R3.8.3 提供
福祉部

保護第3課

那覇市地方検察
庁

名護支部　名護
区検察庁

裁判執行関係事
項照会

・生活保護の種類
・生活保護の支給年月日及び支給期間
・生活保護の直近の支給額
・支給方法
（振り込みであれば振込先の口座情報）
・把握の居住先及び連絡先
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

142 R3.8.5 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・保護開始年月日　・支給期間　・支給額
・支給に至る経緯　・支給認定の基準となる資
料　・支給認定の際に提出された資料　・申請
日、申請書、申請時の状況等　・支給終了の事
由　・振込先口座情報　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

143 R3.8.5 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・保護の種別
・支給開始年月日
・支給額、支給方法
・支給理由
・申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・家族構成、結婚歴
・病歴、通院先病院
・その他参考事項（面談状況、生活状況、素
行、言動等について）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

144 R3.8.10 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

145 R3.7.21 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県豊見城警

察署

捜査関係事項照
会書（沖縄県豊見
城警察署）

国民健康保険の①加入年月日、②被保険者
証記号・番号、③被保険者証交付年月日、④
受診年月日、医療機関名、医療機関所在地

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

146 R3.7.30 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県那覇
警察署）

国民健康保険の①加入の有無、②喪失年月
日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

147 R3.7.30 提供
健康部

国民健康保険課
札幌方面室蘭警

察署

捜査関係事項照
会書（札幌方面室
蘭警察署）

国民健康保険の①保険証記号・番号、②資格
取得年月日、③保険証の交付年月日、④受診
年月、医療機関名、医療機関住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

148 R3.8.11 提供
健康部

国民健康保険課
警察共済組合
沖縄県支部

国民健康保険加
入状況確認につ
いて

国民健康保険の加入状況 条例第9条第1項第1号

149 R3.8.12 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店営業（簡易営業、自動
車営業を除く）の情報　（営業所名称、営業の
種類、営業所所在地、許可番号、申請者名、
代表者役職、代表者名、申請者住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

150 R3.8.12 提供
企画財務部
市民税課

学校教育部
学務課

就学援助及び特
別支援教育就学
奨励認定処理業
務（個人番号利用
事務に該当しな
い）

①所得情報
②扶養者情報
③基幹系システム（Acrocity）の個人住民税
「世帯調査補助簿照会」画面
④基幹系システム（TOMAS）の申告者情報

条例第9条第1項第1号

151 R3.8.13 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署長
捜査関係事項照
会書

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給回数
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・勤務経歴及びその期間
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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152 R3.8.13 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署長
捜査関係事項照
会書

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給回数
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・勤務経歴及びその期間
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

153 R3.8.13 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額
・受給金額、受給方法
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

154 R3.8.13 提供
福祉部

保護第2課
沖縄区検察庁

裁判執行関係事
項照会

・生活保護、その他諸手当等の支給の有無
・種類
・支給年月日及び支給期間
・直近の支給金額
・支給方法
・把握の居住先及び連絡先
・把握の勤務先及び連絡先
・把握の通院先又は入院先及び連絡先
・家族関係について
・その他の参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

155 R3.7.19 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合長

介護保険賦課の
ための被保険者
情報連絡表の作
成について

生活保護の廃止について
条例第9条第1項第2号

介護扶助運営要領第3-2-
1

156 R3.8.24 提供
福祉部

保護第3課
神奈川県浦賀警

察署
捜査関係事項照
会

1．受給者の登録住所
2．受給理由
3．過去の受給から現在までの受給年月日及
び金額
4．受給者の障害者認定の有無等
5．受給方法（支払口座等）
6．就労申告の有無・就労先
7．病歴（通院状況）
8．他市区町村での保護受給事実

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

157 R3.8.25 提供
福祉部

保護第1課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給方法又は場所
・支給に至る経緯、理由
・保証人等家族関係（キーパーソン）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

158 R3.8.30 提供
福祉部

保護第2課
北中城村長

実態調査につい
て（回答）

保護受給証明書（受給期間、扶助項目）
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

159 R3.8.31 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

160 R3.8.31 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1．受給開始年月日
2．受給開始事由
3．受給金額、受給方法（振込先口座）
4．最終受給日
5．家族構成及び結婚歴
6．病歴及び通院先
7．職歴、保護受給歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

161 R3.8.31 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始理由
・受給金額
・受給方法
・家族構成及び結婚歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

162 R3.8.31 提供
こどもみらい部

こども教育保育課
那覇市教育委員

会教育長

こども園園児の健
康診断情報の提
供

各認定こども園に在園している新1年生の健康
状態情報
1．承諾を得られた園児の健康診断の結果

条例第9条第1項第1号

163 R3.9.1 提供
福祉部

保護第2課
糸満市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・面接記録、保護記録(1)～(6)
・ケース記録（新生児、直近1年分）
・保護決定調書（令和2年10月以降）
・保護廃止決定通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

164 R3.9.1 提供
福祉部

保護第2課

堺市三原保健福
祉総合センター

長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・面接記録、保護記録(1)～(6)
・ケース記録（新生児、直近1年分）
・保護決定調書（令和2年10月以降）
・保護廃止決定通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

165 R3.9.1 提供
福祉部

保護管理課
いしみね救護園

保護記録等郵送
依頼

・保護台帳(1)～(3)
・保護決定調書（令和3年4月以降）
・保護記録（1～6）
・ケース記録（直近1年分）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

166 R3.8.17 提供
健康部

国民健康保険課
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書（那覇地
区検察庁）

１後期高齢者医療保険の加入の有無
①取得日及び加入者番号、②被保険者証交
付年月日及び有効期限、③療養給付事実の
有無、④療養給付を行っている場合、診療報
酬請求した医療機関の名称及び所在地
２その他参考事項（家族、近親者の連絡先等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

167 R3.8.30 目的外利用
福祉部

ちゃーがんじゅう
課

健康部
健康増進課

新型コロナウィル
スワクチン接種業
務

健康増進課が提供するコロナウィルスワクチン
を接種していない65歳以上高齢者の要介護度
情報及び日常生活自立度

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

168 R3.9.3 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について

・保護の種別
・支給開始年月日
・支給額、支給方法
・支給理由
・受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先
・家族構成、結婚歴
・病歴、通院先病院
・その他参考事項（職業、面談状況、生活状
況、素行、言動）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

169 R3.9.3 提供
福祉部

保護第2課
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書につい
て（回答）

・種別
・支給開始年月日及びその支給額
・直近の支給予定及びその支給額
・支給方法（口座振込による場合、口座名義・
金融機関名・口座番号）
・当市で把握している居住先及び連絡先
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

170 R3.5.24 提供
消防局
救急課

那覇海上保安部
警備救難課

捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

171 R3.9.7 提供
福祉部

保護第1課
碧南市役所

生活保護受給の
有無について（回
答）

・受給の有無
・本人連絡先
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

172 R3.9.8 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給認定の際に提出された資料
・支給期間
・申請日、申請場所、申請時の状況等
・支給額
・支給終了の事由
・支給に至る経緯
・振込先口座情報
・支給認定の基準となる資料
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

173 R3.9.9 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県中央児童

相談所
被保護世帯証明
書の発行

・世帯における生活保護受給者
・住所
・生活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第10条第1項

174 R3.9.13 提供
福祉部

保護第1課
よみたん救護園

救護施設要入所
者予備調査票送
付について

救護施設要入所者予備調査票
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第2項

175 R3.9.13 提供
福祉部

保護第3課
浦添警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・扶養義務者の連絡先等
・病院通院先、把握している病名
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

176 R3.9.13 提供
福祉部

保護第3課
糸満市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・保護決定調書（令和2年9月以降）
・ケース記録（直近1年分）
・生活保護廃止証明書
・介護保険資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

177 R3.9.17 提供
福祉部

保護第2課
〇〇

介護認定情報の
提供について（回
答）

・介護認定情報（事務局用）、認定調査票、主
治医意見書

条例第9条第1項第1号

178 R3.9.3 目的外利用
福祉部

障がい福祉課

健康部
健康増進課

新型コロナウィル
スワクチン接種

推進室

新型コロナウィル
スワクチン接種推
進事業（高齢者分
の接種券発送）

・令和３年４月１日付け、64歳（昭和32年４月２
日）～12歳（平成22年４月１日）、視覚障害１級
及び２級の認定を受けている者の次の情報
　住民コード、氏名、氏名カナ、生年月日、性
別、住所、方書、障害等級

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

179 R3.9.10 目的外利用
市民文化部

ハイサイ市民課
企画財務部
企画調整課

令和３年度　那覇
市民意識調査

本市に居住する満18才以上の男女のうち、年
齢等間隔抽出法により抽出される8,000人（予
備3,000人含む）の住所、氏名（読み仮名含
む）、性別、年齢の各情報。

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

180 R3.9.13 提供
福祉部

福祉政策課
玖珠町

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第2号

181 R3.9.15 目的外利用
健康部

生活衛生課
経済観光部

観光課
那覇市観光事業
者奨励金事業

１．旅館業（簡易宿所）営業許可施設（令和３年
４月１日時点）について、施設名、施設所在
地、申請者名、代表者役職名（法人の場合）・
代表者氏名（法人の場合）・申請者住所
２．住宅宿泊事業法に基づく届出施設（令和３
年４月１日時点）について、住宅所在地、届出
者氏名、代表者氏名（法人の場合）、届出者住
所

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

182 R3.9.17 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・保護の種別
・支給開始年月日
・支給額、支給方法
・支給理由
・申請者の住所、氏名、生年月日
・家族構成、結婚歴
・病歴、通院先
・保護申請書類の写し
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

183 R3.9.21 提供
福祉部

保護第3課
浦添市役所

保護課

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳
・保護決定調書（令和2年10月以降）
・保護記録及びケース記録の写し（1年分）
・医療要否意見書の写し（1年分）
・その他資料（廃止決定通知書、返還金通知
書等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

184 R3.9.8 目的外利用
企画財務部
資産税課

都市みらい部
都市計画課

国土利用計画法
に係る無届出取
引等把握調査

地番、地籍、登記地目、権利者住所、権利者、
義務者住所、義務者、受付年月日、原因年月
日、登記原因

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

185 R3.9.22 提供
市民文化部

ハイサイ市民課
沖縄県子ども
未来政策課

沖縄子ども調査事
業

那覇市在住の0歳児（R2.4.2～R3.4.1生）～17
歳児（H15.4.2～H16.4.1生）の名簿（①対象児
童の氏名、②郵便番号、③住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅴ

186 R3.9.22 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

被保護者の保護
廃止決定通知書
の送付

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項

187 R3.9.27 提供
まちなみ共創部

市営住宅課
沖縄県警

捜査関係事項照
会書

入居契約状況・支払い状況・契約駐車場・退
去状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

188 R3.9.28 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県与那原警

察著
捜査関係事項照
会

1　支給の明細、2　支給日、支給額及び支給
方法　3　支給振込口座、4　支給開始年月日
5　支給の理由、6　支給停止があればその理
由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

189 R3.9.28 提供
福祉部

保護第1課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給方法又は場所
・支給に至る経緯、理由
・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

190 R3.8.18 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県那覇
警察署）

国民健康保険の①加入状況および被保険者
証番号、②令和3年1月1日から令和3年8月17
日までの間にかかる、診療月、医療機関、病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

191 R3.8.30 提供
健康部

国民健康保険課
嘉手納町役場

国民健康保険の
加入状況につい
て（嘉手納町）2件

国民健康保険の加入状況
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

192 R3.9.8 提供
健康部

国民健康保険課
岡崎市役所

国民健康保険の
加入状況につい
て（愛知県岡崎
市）

国民健康保険の加入状況
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

193 R3.9.29 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県豊見城警

察署

捜査関係事項照
会書（沖縄県豊見
城警察署）

国民健康保険の①加入・喪失年月日、②被保
険者証交付年月日、③被保険者証記号・番
号、④被保険者証の使用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

194 R3.9.29 提供
福祉部

保護第2課
仙台市宮城野福

祉事務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護決定調書
・保護台帳
・ケース記録
・医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

195 R3.9.28 目的外利用

秘書広報課、管
財課、人事課、法
制契約課、平和
交流・男女参画

課、納税課、市民
税課、市民生活
安全課、まちづく
り協働推進課、文
化振興課、なはま
ち振興課、観光

課、商工農水課、
環境衛生課、環
境政策課、クリー
ン推進課、福祉

政策課、ちゃーが
んじゅう課、障が
い福祉課、国民

健康保険課、こど
も政策課、こども
みらい課、子育て
応援課、こども教
育保育課、道路
管理課、都市計
画課、花とみどり
課、まちなみ整備
課、建築指導課、
技術総務課、出

納室

企画財務部
企画調整課

那覇市市制100周
年記念及び那覇
文化芸術劇場な
はーと開館記念式
典への招待者名
簿作成業務

１　招待者が個人の場合　氏名、住所、電話番
号
２　招待者が団体の場合　団体名、代表者名、
代表者の住所、電話番号

条例第9条第1項第5号
令和元年度答申第3号

196 R3.9.28 提供

議会事務局、教
育委員会、監査
事務局、上下水

道局総務課

企画財務部
企画調整課

那覇市市制100周
年記念及び那覇
文化芸術劇場な
はーと開館記念式
典への招待者名
簿作成業務

１　招待者が個人の場合　氏名、住所、電話番
号
２　招待者が団体の場合　団体名、代表者名、
代表者の住所、電話番号

条例第9条第1項第5号
令和元年度答申第3号

197 R3.10.1 提供
こどもみらい部
こどもみらい課

学校教育部
学校教育課

就学時健康診断
事業

令和3年7月12日時点の小学校付設認定こども
園在園の5歳児の情報（氏名、氏名カナ、生年
月日、在園施設）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

198 R3.10.4 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額
・受給方法
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

199 R3.10.5 提供
福祉部

保護第3課
浦添市福祉事務

所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

その他資料（戸籍、住民票）
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第2項

200 R3.10.5 提供
福祉部

保護第2課
那覇保護監察所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳
・保護決定調書（平成19年11月以降）
・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近1年分）
・その他資料（戸籍、資産証明、扶養届等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

201 R3.10.6 提供
福祉部

保護第2課
北海道十勝総合

振興局長

生活保護者の調
査について（回
答）

・保護開始年月日
・家族の状況
・援助の受給状況
・保護開始の理由
・今後の見込み
・財産の状況

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

202 R3.10.7 提供
福祉部

保護第1課
NHK沖縄放送営

業部

放送受信料免除
制度の適正運用
にかかる業務

・生活保護受給有無、保護廃止年月 条例第9条第1項第1号

203 R3.10.7 提供
福祉部

保護第3課
中城村長

被保護世帯証明
書の交付につい
て（回答）

・受給時の住所
・世帯主氏名
・扶助の種類
・受給者の氏名
・生年月日
・続柄
・性別
・受給期間

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

204 R3.10.7 提供
消防局
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

205 R3.10.7 提供
消防局

指令情報課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

西消防署安謝出張所に設置された署所監視
カメラ映像

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

206 R3.10.8 提供
福祉部

保護第3課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護決定調書
・保護台帳
・開始時の保護記録及びケース記録
・面接記録票

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

207 R3.10.7 提供
福祉部

障がい福祉課

沖縄県子ども生
活福祉部

障がい福祉課

沖縄県障害者基
本計画策定に必
要な障害者情報
の提供

身体障害者手帳交付台帳（R3.10.6現在）に登
録されている者のうち、指定された抽出方法に
より抽出した計205名の氏名、カナ、住所、方
書、及び障害部位

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

208 R3.10.12 提供
健康部

地域保健課
沖縄県那覇警察

署
母子健康手帳交
付業務

1　母子手帳交付年月日
2　受診病院

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

209 R3.10.12 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

①保護台帳の写し
②保護記録（1）～（6）
③直近1年分の保護決定調書の写し
④直近1年分のケース記録等の写し
⑤扶養義務調査一覧
⑥戸籍及び資産調査回答書の写し
⑦年金、年金給付額がわかる書類
⑧自立支援医療（更生医療）受給者証

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

210 R3.10.12 提供
福祉部

保護第3課

宮城県宮城郡
七ヶ浜町役場

税務課

生活保護受給状
況の確認につい
て

・受給時の住所
・受給者の氏名、生年月日、続柄、性別
・受給期間
・世帯主氏名
・扶助の種類

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

211 R3.10.12 提供
福祉部

保護第2課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

保護申請書、住所・氏名・生年月日等
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

212 R3.9.30 提供
健康部

国民健康保険課
新宿区役所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（新宿区）

国民健康保険の被保険者証記号・番号、適用
開始年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

213 R3.10.12 提供
健康部

国民健康保険課
金武町役場

国民健康保険の
加入状況につい
て
（金武町）

国民健康保険の①資格の有無、②被保険者
証記号・番号、③保険者番号、④一般・退職の
別、⑤適用開始年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

214 R3.10.12 提供
福祉部

保護第3課
那覇区検察庁

捜査関係事項照
会

1．生活保護受給の有無
2．病院の通院状況及び病名・病状等
3．生活保護申請にかかる書類一式

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

215 R3.10.13 提供
福祉部

福祉政策課
名護市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

216 R3.10.13 提供
福祉部

福祉政策課
さくら市

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

217 R3.10.13 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県南部福祉

事務所

被保護者のケース
記録照会につい
て（回答）

・保護台帳の写し
・保護決定調書の写し
・開始時の保護記録及びケース記録の写し
・面接記録票
・保護廃止時の決定通知書
・扶養照会回答書
・医療要否意見書
・年金事務所からの年金加入歴照会回答書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

218 R3.10.14 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県那覇
警察署）

国民健康保険の①加入の有無、②加入月、③
被保険者証の記号・番号、④平成28年1月から
令和3年8月までの、受診年月、受診医療機
関、診断名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

219 R3.10.14 提供
総務部
管財課

沖縄県那覇警察
署

那覇市役所本庁
舎保安警備及び
駐車場管理業務

1階に設置された防犯カメラの撮影映像データ
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

220 R3.10.15 提供
福祉部

保護第3課
いしみね救護園

要保護者の保護
記録の照会につ
いて（回答）

・面接記録表
・ケース記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

221 R3.10.18 提供
企画財務部
市民税課

福祉部
障がい福祉課

NHK受信料免除
事由確認調査

NHK受信料免除対象者確認作業のため那覇
市在住者の個人住民税課税情報を以下の項
目で抽出しCSVデータで提供をお願いします。
■項目（条件）：①課税年度（2021年度）、②住
民コード、③年税額

条例第9条第1項第1号

222 R3.10.18 目的外利用
企画財務部
資産税課

まちなみ共創部
建築指導課

建築基準法第8条
に基づく建築物の
維持保全に関す
る業務等

対象建築物の建物及び土地所有者の住所・氏
名

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

223 R3.10.20 目的外利用
企画財務部
資産税課

都市みらい部
道路建設課

都市計画道路　真
和志線街路事業

真和志線街路事業に係る土地の令和3年度の
固定資産評価額

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

224 R3.10.21 提供
福祉部

保護管理課
警視庁築地警察

署
捜査関係事項照
会

1　自立支援・生活保護受給申請の有無とその
内容
2　対象者が作成した各種申請書類の複写の
交付
3　本人面談があれば面談予定
4　申請者人定事項
　（住所、氏名、生年月日、電話番号、口座番
号など）
5　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

225 R3.10.21 提供
福祉部

保護第2課
浦添警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・現在の居住地
・最終受給日
・扶養義務者の人定事項及び連絡先
・既往歴及び通院先
・担当者氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

226 R3.10.21 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県中部福祉

事務所

要保護者の情報
提供について（回
答）

・保護台帳
・保護決定調書
・ケース記録（申請時の面接記録票を含む）
・医療要否意見書
・その他、参考となる資料（年金認定にかかる
書類、預貯金調査回答）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

227 R3.10.22 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県
保健医療部

感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店営業（簡易営業、自動
車営業を除く）の情報（営業所名称、営業所所
在地、営業の種類、許可番号、申請者名、代
表者役職、代表者名、申請者住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

228 R3.10.27 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

１，保護の種別
２．支給開始年月日
３．支給額、支給方法
４．支給理由
５．申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先な
ど
６．受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先な
ど
７．家族構成、結婚歴
８．病歴、通院先病院
９．申請書類等の写し
１０．その他参考事項（面談状況、生活状況、
素行、言動等について）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

229 R3.11.4 提供
福祉部

保護第2課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月
・支給期間
・支給額
・支給に至る経緯、理由
・賃貸契約書及び家賃証明書の写し
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

230 R3.11.4 提供
福祉部

保護第2課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月
・支給期間
・支給額
・支給に至る経緯、理由
・賃貸契約書及び家賃証明書の写し
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

231 R3.11.4 提供
福祉部

保護第2課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月
・支給期間
・支給額
・支給に至る経緯、理由
・賃貸契約書及び家賃証明書の写し
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

232 R3.11.4 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・保護の種別
・支給開始年月
・支給額、支給方法
・支給理由
・申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先など
・家族構成、結婚歴
・病歴、通院先病院
・申請書類等の写し
・その他参考事項（面談状況、生活状況、素
行、言動等について）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

233 R3.11.4 提供
健康部

国民健康保険課
東京都板橋区役

所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（東京都板
橋区）

国民健康保険の保険者番号、被保険者証記
号・番号、取得年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

234 R3.11.4 提供
健康部

国民健康保険課
警察庁愛宕警察

署

捜査関係事項照
会（警視庁愛宕警
察署）

国民健康保険の①加入年月日、②住所、③使
用履歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

235 R3.11.4 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県沖縄
警察署）

国民健康保険の①加入の有無、②保険証番
号、③加入年月、④喪失年月日、⑤対象者以
外の被保険者の情報（氏名、生年月日、加入
年月日、喪失年月日）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

236 R3.11.8 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

1．支給開始年月
2．支給期間
3．支給額
4．支給認定の基準となる資料
5．支給認定の際に提出された資料
6．申請日、申請時の状況
7．支給終了の事由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

237 R3.11.9 提供
福祉部

保護第3課
浦添警察署

捜査関係事項照
会

・受給年月日
・受給開始事由
・受給金額
・受給方法
・最終受給日
・扶養義務者の人定事項及び連絡先
・既往歴及び通院先
・担当者氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

238 R3.11.10 提供
福祉部

保護第2課

沖縄県警察本部
刑事部捜査第一

課

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・現住居
・支給開始日
・支給事由
・支給金額
・支給方法（口座振り込み等）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

239 R3.11.10 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県豊見城警

察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・支給開始年月
・支給期間
・支給額（月額及び総額）
・支給方法又は場所
・支給に至る経緯、理由
・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

240 R3.11.10 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

生活保護法に基
づく扶助について
（回答）

1．保護の種別
2．支給開始年月日
3．支給額、支給方法
4．支給理由
5．申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先な
ど
6．受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先な
ど
7．家族構成、結婚歴
8．病歴、通院先病院
9．申請書類等の写し
10．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

241 R3.11.11 提供
健康部

国民健康保険課
福山西警察署

捜査関係事項照
会書（福山西警察
署）

国民健康保険の①加入年月日、②被保険者
証の使用経過

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

242 R3.11.11 提供
健康部

国民健康保険課
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書（那覇区
検察庁）

国民健康保険の加入の有無
条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

243 R3.11.11 提供
福祉部

保護第2課
南部福祉事務所

保護記録等郵送
依頼

・保険台帳
・保護決定調書（直近1年分）
・保護記録（1）～（7）、ケース記録（直近1年分）
・保護廃止時の決定通知書
・扶養照会回答書
・医療要否意見書
・戸籍関係の写し、資産評価証明書等
・その他、保護の決定に際し必要と思われる資
料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

244 R3.11.11 提供
福祉部

保護第1課
神奈川県松田警

察署

被保護者の捜査
関係事項照会書
について（回答）

・人定事項　　　　　・受給方法
・受給開始年月日　　・受給金額
・受給日　　　　　　・現在の受給状況
・受給理由　　　　　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

245 R3.11.17 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書について

1．支給開始年月日
2．支給開始事由
3．支給金額、受給方法
4．最終訪問年月日
5．家族構成及び結婚歴
6．病歴
7．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

246 R3.10.29 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県　保健医
療部

感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店営業（簡易営業、自動
車営業を除く）の情報（営業所名称、営業所所
在地、営業の種類、許可番号、申請者名、代
表者役職、代表者名、申請者住所、許可開始
日、許可終了日、許可年月日）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

247 R3.11.4 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署長

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・支給開始年月日
・支給開始事由
・支給日、支給額、支給方法
・扶養義務者との連絡先等
・最終受給状況
・その他参考事項（面談記録等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

248 R3.11.18 提供
福祉部

障がい福祉課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会

手帳の認定状況
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

249 R3.11.22 提供
消防局

指令情報課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

〇〇に設置された署所監視カメラ映像
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

250 R3.11.24 提供
消防局
救急課

〇〇 保険調査業務 救急活動報告書（写） 条例第9条第1項第4号

251 R3.11.25 提供
福祉部

保護第2課
糸満市長

生活保護受給証
明書の提供につ
いて（回答）

保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

252 R3.11.25 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1　保護の種別、2　支給開始年月日
3　支給額、支給方法、4　支給理由
5　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先等
6　受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先等
7　家族構成、結婚歴、8　病歴、通院先病院
9　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

253 R3.11.26 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書（回答）

・生活保護開始年月日・支給額・口座情報　等
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

254 R3.11.15 提供
 福祉部

保護第1課
沖縄県大平特別

支援学校
入学準備金支給
状況の照会

・世帯員氏名及び生年月日
・入学準備金の支給の有無及び金額

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

255 R3.11.24 目的外利用
市民文化部

ハイサイ市民課
こどもみらい部
子育て応援課

令和３年全国ひと
り親世帯等調査

・（指定する調査地区の）世帯コード・住所、方
書、氏名、生年月日、続柄、年齢、性別

条例第9条第1項第5号
類型事項Ⅰ

256 R3.11.30 提供
健康部

国民健康保険課
松戸市役所

国民健康保険の
高齢受給者の一
部負担割合の資
料について（松戸
市）

国民健康保険の加入状況
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

257 R3.11.30 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県与那原警

察署

捜査関係事項照
会書（沖縄県与那
原警察署）

国民健康保険の①加入の有無、②被保険者
証記号・番号、③受診した医療機関名と受診
年月・診断名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

258 R3.11.30 提供
健康部

国民健康保険課
大分県大分東警

察署

捜査関係事項照
会書（大分県大分
東警察署）

照会対象者の連絡先、国民健康保険の種別、
記号番号、加入年月日、適用事業所の名称・
所在地

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

259 R3.11.30 提供
健康部

国民健康保険課
警視庁公安部

捜査関係事項照
会書（警視庁公安
部）

国民健康保険の①加入時期および記号番号、
②平成31年1月から回答日までの通院歴等の
医療費情報（受診年月、受診医療機関名・所
在地、診療区分、診療日数、診断名）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

260 R3.12.1 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・緊急連絡先、保証人、身元引受人等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

261 R3.12.1 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給額、受給方法
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先
・職歴
・その他参考事項（本籍及び住定先、生活状
況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

262 R3.12.1 提供
福祉部

保護第2課
南城市

滞納者の実態調
査

1．居住状況
2．職業等
3．財産状況

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

263 R3.12.2 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

264 R3.12.2 提供
福祉部

保護第1課
伏見警察署

捜査関係事項照
会

・生活保護支給開始日
・生活状況
・既往症、家族関係
・通院先
・本籍、住所など

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

265 R3.12.2 目的外利用
企画財務部
資産税課

都市みらい部
都市計画課

那覇広域都市計
画用途地域の変
更

土地及び家屋に関する所有者の氏名及び住
所

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

266 R3.12.2 提供
福祉部

保護第3課

札幌方面中央警
察署長　司法警
察員　警視正

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・受給時の住所地
・受給者の氏名
・生年月日
・生活保護受給期間・受給歴（過去も含む）
・生活保護受給期間中の居住地、世帯構成及
び就労
・保有資産の状況
・受給した扶助の種類、基準額、収入認定額、
扶助の程度及び委託など関係機関
・本年度の受給月日及び受給金額

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

267 R3.12.3 提供
福祉部

保護第2課
浦添市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護決定通知書の写し
・保護台帳の写し
・ケース記録の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

268 R3.12.8 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

・保護開始の有無
・生活保護開始理由
・保護内容、受給金額
・最終受給日及びその金額
・医療保護している場合、治療を受けた病院
名、所在地等連絡先
・その他参考となる同人の行状等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

269 R3.12.8 提供
健康部

国民健康保険課
長野県佐久警察

署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の①記号番号、令和2年6月から
回答作成日までの間の受診年月・受診医療機
関・診断名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

270 R3.6.9 提供
福祉部

保護管理課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

①支給開始年月日
②支給期間
③支給額
④支給認定の基準となる資料
⑤支給認定の際に提出された資料
⑥申請書、申請時の状況等
⑦振込先口座情報
⑧その他参考となる事項
なお、保護受給歴無いため、「受給歴なし」と回
答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

271 R3.7.19 提供
福祉部

保護管理課
〇〇法律事務所

自己破産・免責申
立

・債権の有無
・債権の種類
・債務者の地位
・債権残高

条例第9条第1項第1号
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272 R3.8.2 提供
福祉部

保護管理課
豊見城市福祉事

務所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・開始時のケース記録（写）
・開始時の保護決定調書（写）
・廃止前１年分の保護決定調書（写）
・廃止前１年分のケース記録（写）
・医療扶助関係要否意見書（写）
・精神保健福祉手帳（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

273 R3.8.3 提供
福祉部

保護管理課
那覇地方検察庁

捜査関係事項照
会

１　種別
２　支給年月日及び支給期間
３　直近の支給予定及びその支給金額

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

274 R3.8.12 提供
福祉部

保護管理課
宜野湾市福祉事

務所
生活保護業務

（１）保護台帳（写）
（２）決定調書（写）
（３）開始時の保護記録及びケース記録（写）
（４）面接記録票（写）
（５）扶養義務者の状況（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

275 R3.9.13 提供
福祉部

保護管理課
沖縄県中央児童

相談所

被保護世帯証明
書の発行につい
て

被保護世帯である証明、生活保護の廃止及び
廃止年月日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1項、

第4項

276 R3.9.13 提供
福祉部

保護管理課
東京都足立都税

事務所

都税の賦課及び
徴収上必要がある
ため

・生活保護受給歴なし
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

277 R3.9.14 提供
福祉部

保護管理課
沖縄市福祉事務

所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・生活保護決定調書（写）
・ケース記録（写）
・ケース診断会議録（写）
・障害者手帳（写）
・扶養義務者の状況（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

278 R3.9.27 提供
福祉部

保護管理課
宮古島市福祉事

務所
生活保護業務

・保護台帳（写）
・保護決定調書（写）
・保護記録（写）
・新規調査時から廃止時までのケース記録
（写）
・ケース会議録（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

279 R3.9.27 提供
福祉部

保護管理課
台東区福祉事務

所
生活保護業務

・ケース記録（写）
・世帯台帳（写）
・保護開始時関係資料（写）
・医療要否意見書（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

280 R3.10.18 提供
福祉部

保護管理課
〇〇法律事務所

自己破産・免責申
立

・債権の有無
・債権の種類
・債務者の地位
・債権残高

条例第9条第1項第1号

281 R3.10.19 提供
福祉部

保護管理課
吉備中央町長

町税徴収事務に
係る資料

・生活保護受給歴無し
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

282 R3.11.10 提供
福祉部

保護管理課
沖縄警察署

捜査関係事項照
会

「本市での生活保護の受給歴はありません」と
回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

283 R3.11.10 提供
福祉部

保護管理課
北九州市小倉北

福祉事務所
生活保護業務

ケース記録（写）
保護台帳（写）
第29条調査対象機関リスト
その他　扶養義務者の状況

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

284 R3.11.17 提供
福祉部

保護管理課
那覇警察署

裁判執行関係事
項照会

「本市での生活保護の受給歴はありません」と
回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

285 R3.11.22 提供
福祉部

保護管理課
与那原警察署

捜査関係事項照
会書

「本市での生活保護の受給歴はありません」と
回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第3項

286 R3.11.24 提供
福祉部

保護管理課
札幌方面中央警

察署
捜査関係事項照
会書

「本市での生活保護の受給歴はありません」と
回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

287 R3.11.26 提供
福祉部

保護管理課
豊見城市福祉事

務所
生活保護業務

（１）保護台帳（写）
（２）開始時のケース記録（写）
（３）開始時～廃止時までの保護決定調書（写）
（４）開始時～廃止時までのケース記録（写）
（５）その他（扶養義務者の状況）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

288 R3.12.2 提供
福祉部

保護管理課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

①支給開始年月日
②支給期間
③支給額
④支給認定の基準となる資料
⑤支給認定の際に提出された資料
⑥申請書、申請時の状況等
⑦振込先口座情報
⑧その他参考となる事項
なお、保護受給歴無いため、「受給歴なし」と回
答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

289 R3.12.2 提供
福祉部

保護管理課
中部福祉事務所 生活保護業務

（１）保護台帳（写）
（２）決定調書（写）
（３）ケース記録（写）
（４）扶養義務者の状況（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

290 R3.12.9 提供
福祉部

保護管理課
金沢市社会福祉

事務所
生活保護業務

①ケース記録　保護開始時を含む（写）
②保護台帳（写）
③扶養義務者に関する資料
④その他関係資料（患者実態調査票）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

291 R3.12.9 提供
福祉部

保護管理課

大阪市西成区保
健福祉センター

所長
生活保護業務

①保護台帳（写）
②決定調書（写）
③ケース記録（写）
④その他関係資料（扶養義務者の状況）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

292 R3.12.10 提供
福祉部

保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

・保護受給状況
・通院歴の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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293 R3.12.13 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

１　支給開始年月日
２　受給開始事由
３　受給額、支給方法
４　最終訪問日
５　家族構成及び結婚歴
６　病歴
７　その他参考事項（死亡しているのであれば
死亡日、原因、状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

294 R3.12.13 提供
こどもみらい部
子育て応援課

岐阜県岐阜中警
察署

捜査関係事項照
会書

児童扶養手当の支給の有無、支給区分及び
支給額、支給日、支給方法（振込先の金融機
関名、支店名、口座種別、口座番号）、その他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

295 R3.12.13 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴、生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

296 R3.12.14 提供
総務部
管財課

沖縄県那覇警察
署

那覇市役所本庁
舎保安警備及び
駐車場管理業務

防犯カメラの撮影映像データ
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

297 R3.12.14 提供
福祉部

保護第2課
南風原町役場
国保年金課

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

高齢者の医療の確保に関
する法律第138条第2号

298 R3.12.9 目的外利用
こどもみらい部
子育て応援課

こどもみらい部
子育て応援課

令和3年度子育て
世帯への臨時特
別給付金（先行給
付金）給付業務

①令和3年9月分児童手当（本則給付）受給者
（公務員除く）
②令和3年10月1日から令和4年3月31日までの
間に出生した児童分の児童手当受給者

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

299 R3.12.13 目的外利用
福祉部

障がい福祉課

健康部
健康増進課

新型コロナウィル
スワクチン接種

推進室

新型コロナワクチ
ン接種推進事業
（3回目接種分）

〇令和3年11月1日付け、令和4年9月末までに
18歳以上に到達する方（2004年9月30日以前
に生まれた方）、視覚障害1級及び2級の認定
を受けている者の情報
住民コード、氏名、氏名カナ、生年月日、性
別、住所、方書、障害等級※直近データCSV
形式により提供。

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

300 R3.12.15 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県
保健医療部

感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店施設の情報（営業所名
称、営業所所在地、営業の種類、許可番号、
申請者名、申請者住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

301 R3.12.17 提供
福祉部

保護第3課
司法警察員

警視正

捜査関係事項照
会書について（回
答）

申請書類等の写し
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

302 R3.12.20 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況
・振込先口座情報
・緊急連絡先、保証人、身元引受人等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

303 R3.12.22 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・受理開始年月日
・受給開始事由
・受給額、受給方法
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

304 R3.12.23 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署

生活保護受給の
有無について（回
答）

・保護受給の有無
・保護受給開始年月日

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

305 R3.12.24 提供
福祉部

保護第1課
いしみね救護園

要保護者の保護
記録の照会につ
いて（回答）

・ケース記録
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

306 R3.12.23 提供
福祉部

保護第1課
浦添市福祉事務

所
保護台帳等の写
しの送付について

保護台帳の写し
保護決定調書の写し（1年分）
保護記録の写し
保護ケース記録の写し（1年分）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

307 R3.12.24 提供
消防局
警防課
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会書

消防活動報告書
救急活動報告書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

308 R3.12.28 提供
福祉部

保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1．受給開始年月日
2．受給開始事由
3．受給金額、受給方法
4．最終訪問年月日
5．家族構成及び結婚歴
6．病歴及び通院先
7．その他参考事項（職歴、生活状況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

309 R3.12.17 目的外利用
企画財務部
市民税課

こどもみらい部
子育て応援課

新型コロナウィル
ス感染症対応那
覇市低所得の子
育て世帯支援臨
時給付金給付業
務

本業務の給付対象となる那覇市低所得の子育
て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業（ひとり親世帯分・その他世帯
分）の受給資格者情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

310 R3.12.28 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の①加入の有無、②被保険者
証の記号・番号、③令和2年1月から令和3年10
月までの診療月、医療機関名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

311 R4.1.6 提供
消防局

指令情報課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

建物火災119番通報入電時の音声データ
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

312 R3.12.28 提供
消防局
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

313 R4.1.12 提供
消防局
救急課

那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

314 R4.1.13 提供
福祉部

保護第2課

那覇市地域包括
支援センター

高良

介護サービス計画
の作成

主治医意見書、認定調査票 条例第9条第1項第1号

315 R4.1.14 提供
福祉部

保護第2課
四日市市

滞納者の実態調
査

1．生活保護受給の有無
2．受給開始日
3．保護の種類

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

316 R4.1.13 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県　保健医
療部

感染症対策課

緊急事態措置に
係る那覇市内の
飲食店営業等の
情報提供

市内で営業する飲食店施設の情報（営業所名
称、営業所所在地、営業の種類、許可番号、
申請者名、代表者役職、代表者名、申請者住
所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

317 R4.1.20 提供
福祉部

保護第1課
沖縄市役所

生活保護受給証
明書の交付につ
いて（回答）

・生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

318 R4.1.20 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

１　受給年月日
２　受給金額
３　受給方法
４　最終受給年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

319 R4.1.20 提供
福祉部

保護第2課
いしみね救護園

生活保護業務
ケース記録

（1）面接記録
（2）保護記録

条例第9条第1項第1号

320 R4.1.19 提供
健康部

地域保健課
那覇警察署警察

員警視正
捜査関係事項照
会について

申請のあった対象者の取扱い日時、状況、内
容

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

321 R4.1.25 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額（令和2年1月～令和4年1月）
・支給認定の基準となる資料写し
・支給認定の際に提出された資料写し
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座
・その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

322 R4.1.27 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・現住居
・連絡先
・職歴、生活状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

323 R4.1.17 目的外利用
こどもみらい部
子育て応援課

こどもみらい部
子育て応援課

新型コロナウィル
ス感染症対応那
覇市低所得の子
育て世帯支援臨
時給付金給付業
務

本業務で支給対象者へ給付金を振込するた
め、子育て世帯等臨時特別事業（子育て世帯
への臨時特別給付）の申請者の振込口座に関
する情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

324 R4.1.27 提供
企画財務部
市民税課

国土交通省自動
車局

強制執行に関す
る照会について

所得額、都道府県民税額、市区町村税民額、
固定資産評価額及び固定資産税額、給与支
払者の名称及びその所在地・電話番号

条例第9条第1項第2号
民事執行法第18条第3項

325 R4.1.27 提供
こどもみらい部
こどもみらい課

学校教育部
学校教育課

認定こども園在園
の5歳児の情報

令和3年7月12日時点の小学校付設認定こども
園在園の5歳児の情報（氏名、氏名カナ、生年
月日、在園施設）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

326 R4.1.27 目的外利用
福祉部

保護管理課
学校教育部
学校教育課

日本スポーツ振興
センター災害共済
給付契約名簿更
新

令和3年5月1日現在の生活保護世帯に属する
児童生徒の氏名、学年、在学している学校名

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

327 R4.1.27 目的外利用
学校教育部

学務課
学校教育部
学校教育課

日本スポーツ振興
センター災害共済
給付契約名簿更
新

①令和３年４月１日から５月１３日までに就学援
助の準要保護申請があった児童生徒の氏名、
学年及び在籍校
②令和３年４月１日から５月１３日までに就学援
助準要保護申請があった児童生徒のうち認定
不可となったものの氏名、学年及び在籍校

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

328 R4.2.2 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

受給開始年月日、受給開始事由、受給金額、
受給方法、最終訪問年月日、家族構成及び結
婚歴、病歴及び通院先、その他参考事項（職
歴（特に現職業）、生活状況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

329 R4.2.2 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

受給開始年月日、受給開始事由、受給金額、
受給方法、最終訪問年月日、家族構成及び結
婚歴、病歴及び通院先、その他参考事項（職
歴、生活状況、素行（把握するトラブル等））

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

330 R4.2.3 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額
・受給方法
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

331 R4.2.4 提供
まちなみ共創部

市営住宅課
那覇簡易裁判所

民事立会3係
調査嘱託書 居住の有無、勤務先

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第186条

332 R4.2.4 提供
福祉部

保護第3課
〇〇法律事務所

債権調査票につ
いて（回答）

住所・氏名・生年月日、債券情報等 条例第9条第1項第1号

333 R4.2.4 提供
福祉部

保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

被保護者の保護
廃止決定通知書
の送付

保護廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項

334 R4.2.7 提供
こどもみらい部
子育て応援課

那覇家庭裁判所 調査嘱託書解答
①支援開始に至った経緯②支援内容
③支援後の生活状況④今後の支援予定

条例第9条第1項第2号
家事事件手続法62条およ

び258条

335 R4.2.3 提供
消防局

指令情報課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

〇〇設置の監視カメラ映像
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

336 R4.2.9 提供
福祉部

保護第1課
沖縄市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の写しの送
付

・保護台帳
・保護決定調書（保護開始時、直近1年分）
・保護記録（1）～（6）
・保護申請時、直近1年分のケース記録
・医療要否意見書
・その他保護の決定に際し必要と思われる資
料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

337 R4.2.9 提供
消防局
救急課

〇〇
保険金に関わる調
査

救急活動報告書両面（写） 条例第9条第1項第1号

338 R4.2.9 提供
消防局
救急課

宜野湾市福祉事
務所

生活保護法第29
条の規定に基づく
調査

救急活動報告
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項

339 R4.2.9 目的外利用
企画財務部
資産税課

都市みらい部
都市計画課

那覇広域都市計
画道路の変更

首里大中町1丁目、2丁目、首里池端町、首里
儀保町1丁目、2丁目、首里当蔵町1丁目、首
里桃原町1丁目、首里山川町1丁目、2丁目の
一部における土地及び家屋に関する所有者の
氏名（かな含む）及び住所。

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

340 R4.2.4 目的外利用
市民文化部

ハイサイ市民課
健康部

国民健康保険課

マイナンバーカー
ド取得促進・被保
険者証利用申込
推進業務

令和3年10月31日時点で75歳以上の後期高齢
者医療制度の被保険者でマイナンバーカード
未取得者の情報（個人番号を除く住所、氏名、
生年月日、性別など）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

341 R4.2.4 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県後期高齢
者医療広域連合

マイナンバーカー
ド取得促進・被保
険者証利用申込
推進業務

令和3年10月31日時点で75歳以上の後期高齢
者医療制度の被保険者でマイナンバーカード
未取得者の情報（個人番号を除く住所、氏名、
生年月日、性別など）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

342 R4.2.10 目的外利用
企画財務部
市民税課

環境部
クリーン推進課

資源化物収集運
搬禁止行為指導
業務

軽自動車の所有者及び使用者の氏名及び住
所

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

343 R4.2.15 提供
福祉部

保護第1課
浦添市福祉事務

所長

保護台帳等の写
しの送付について
（回答）

・保護台帳の写し
・保護決定調書の写し
・開始時の保護記録及びケース記録の写し
・その他保護の決定に関して必要と思われる
　書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

344 R4.2.15 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等
・支給終了の事由
・その他参考事項（特異事案等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

345 R4.2.16 提供
福祉部

保護第1課
伊勢原警察署

捜査関係事項照
会

・受給期間
・受給金額
・申請状況
・相談履歴
・担当者
・受給方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

346 R4.2.16 提供
福祉部

保護第1課
伊勢原警察署

捜査関係事項照
会

・保護受給の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

347 R4.2.18 提供
健康部

国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県那覇
警察署）

国民健康保険の①保険証番号、②保険の種
別、③加入及び喪失年月日、④不要者等の氏
名・生年月日、⑤保険証の使用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

348 R4.2.22 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給方法又は場所
・支給に至る経緯、理由
・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

349 R4.2.22 提供
福祉部

保護第3課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況、素行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

350 R4.2.25 提供
福祉部

保護第3課
横浜市南区役所

滞納者の実態に
ついて（回答）

保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

351 R4.2.28 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された書類
・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報
・緊急連絡先、保証人、身元引き受け人等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

352 R4.3.1 提供
福祉部

保護第3課
いしみね救護園

生活保護法に基
づく救護施設入所
委託（措置入所）

・面接記録
・保護記録

条例第9条第1項第1号

353 R4.2.18 提供
環境部

環境保全課
国土交通省航空
局航空戦略室

住宅騒音防止対
策事業（経年劣化
調査対象住宅選
定）

当事業で、防音工事の実績報告の際に提出
する工事概要書より申請者名、工事場所、世
帯人数を抽出した情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

354 R4.2.22 提供
市民文化部

ハイサイ市民課
生涯学習部
生涯学習課

はたちの記念事
業（成人式）

新成人の対象者（生年月日が平成13年4月2日
から平成14年4月1日生まれの令和3年10月1
日現在の現住者（外国人含む））の住基情報
（住所、方書、氏名（漢字及びカナ）、生年月
日、性別、世帯主名）

条例第9条第1項第5号
平成27年度答申第3号
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

355 R4.2.28 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署長

捜査関係事項照
会について（回
答）

・受給者の住所、氏名、生年月日
・直近（令和４年２月支給分）の支給予定及び
その支給額
・上記に係る支給方法
・いわゆるケース記録写しの交付（令和４年１月
以降分）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

356 R4.3.2 提供
福祉部

保護第2課

沖縄県那覇警察
署

刑事第三課

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額（月額及び総額）
・支給方法又は場所（金融機関の詳細）
・支給に至る経緯、理由
・保証人等家族関係（キーパーソン）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

357 R4.3.7 提供
福祉部

保護第3課
北那覇税務署 国税滞納処分

・受給の有無
・保護の種類
・金銭の給付状況
・給付の方法（口座情報）

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

358 R4.3.8 提供
福祉部

保護第1課
大田区役所

生活保護の受給
状況について（回
答）

・生活保護受給の有無
・受給開始年月日

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

359 R4.3.8 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請時の状況等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

360 R4.3.3 提供
健康部

国民健康保険課
岡山市役所

70歳以上の国民
健康保険被保険
者に係る資格等の
調査について（2
件、岡山市役所）

国民健康保険の①世帯主該当の有無、②世
帯主である場合、合計所得金額が38万円以下
の19歳未満の被保険者人数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

361 R4.3.8 提供
健康部

国民健康保険課
大阪府八尾警察

署

捜査関係事項照
会書（大阪府八尾
警察署）

国民健康保険の①資格取得年月日および加
入期間、②保険料納付状況、③国民健康保険
の利用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

362 R4.3.8 提供
健康部

国民健康保険課
警視庁東京空港

警察署

捜査関係事項照
会書（警視庁東京
空港警察署）

国民健康保険の①資格取得年月日・申請年
月日・加入期間、②加入者及び家族の氏名、
③保険証番号、④保険証の使用状況、⑤支援
措置対象者の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

363 R4.3.9 提供
福祉部

保護第2課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書について（回
答）

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給額、受給方法
・最終訪問日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

364 R4.3.9 提供
福祉部

保護第1課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録などの写しの
送付依頼

・保護台帳
・保護決定調書（令和3年7月7日～令和3年12
月10日）
・保護記録（1～6）
・保護開始時から廃止までのケース記録の写し
・医療要否意見書の写し
・その他資料（ジェノグラム、扶養義務者の状
況）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

365 R4.3.9 提供
福祉部

保護第1課
宜野湾市国民健

康保険課
生活保護廃止決
定通知書の送付

保護廃止通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

366 R4.3.11 提供
福祉部

保護第1課
浦添市長

生活保護廃止決
定通知書の送付

保護廃止通知書
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条

367 R4.3.14 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額（月額及び総額）
・支給方法又は場所（口座振込であれば、その
金融機関の詳細）
・支給理由
・支給認定の際に提出された資料の写し
・緊急市民貸付の有無（あれば貸付日、貸付
額）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

368 R4.3.14 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額（月額及び総額）
・支給方法又は場所（口座振込であれば、その
金融機関の詳細）
・支給理由
・支給認定の際に提出された下記資料の写し
・緊急市民貸付の有無（あれば貸付日、貸付
額）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

369 R4.3.17 提供
福祉部

保護第3課

中城村役場
健康保険課

国保係

生活保護受給証
明書の送付

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

370 R4.3.18 提供
福祉部

保護管理課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1　これまでの支給年月日・金額
2　連絡先電話番号
3　上記対象者が関係する苦情等があれば、そ
の対応状況（簡記）
4　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

371 R4.3.23 提供
福祉部

保護第3課

豊見城市役所
国民健康保険課

徴収班

国民健康保険税
滞納処分等

生活保護受給証明書送付
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

372 R4.3.24 提供
福祉部

保護第1課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・受給開始年賀ぴ
・受給金額
・受給方法（口座振り込みであれば、振込口座
情報）
・受給理由
・その他参考事項（医療機関への受診状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

373 R4.3.30 提供
福祉部

保護第3課
糸満市福祉事務

所

保護記録等郵送
依頼について（回
答）

・保護決定調書
・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近1年分）
・その他資料（戸籍、身体障害者手帳の写し、
保護廃止決定通知書の案等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

374 R4.3.30 提供
福祉部

保護第3課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

・支給の明細
・支給日
・支給額
・支給方法又は場所
・支給開始年月日
・支給の理由
・その他参考事項（申請書や診断書等の写し）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

375 R4.3.31 提供
健康部

国民健康保険課
警視庁愛宕警察

署

捜査関係事項照
会（警視庁愛宕警
察署）

国民健康保険の①資格取得年月日・申請年
月日、②加入者及び家族の氏名、③保険証記
号・番号、④保険証の使用状況（取得から照会
日まで）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

376 R4.3.24 目的外利用
学校教育部

学務課
学校教育部
学校教育課

就学時健康診断
事業

①新入学予定児童の住所・氏名・フリガナ・性
別・生年月日・入学予定学校・児童生徒コード
（住民コード）
②児童の那覇市での在籍校、入学予定校

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

377 R4.3.30 目的外利用
市民文化部

市民生活安全課

市民文化部
まちづくり協働推

進課

校区まちづくり協
議会支援事業

交通指導員名簿
条例第9条第1項第5号
平成29年度答申第2号

378 R4.3.30 目的外利用
福祉部

福祉政策課

市民文化部
まちづくり協働推

進課

校区まちづくり協
議会支援事業

民生委員児童委員名簿（氏名・住所・連絡先）
条例第9条第1項第5号
平成29年度答申第2号

379 R4.3.30 提供
学校教育部
学校教育課

市民文化部
まちづくり協働推

進課

校区まちづくり協
議会支援事業

学習ボランティア名簿（氏名・住所・連絡先）
条例第9条第1項第5号
平成29年度答申第2号

380 R4.3.30 提供
生涯学習部
生涯学習課

市民文化部
まちづくり協働推

進課

校区まちづくり協
議会支援事業

那覇市PTA連合会評議員名簿（氏名・住所・連
絡先）

条例第9条第1項第5号
平成29年度答申第2号

381 R4.2.2 目的外利用
福祉部

保護管理課
福祉部

福祉政策課

住民税非課税保
護世帯等に対す
る臨時特別給付
金業務

基準日（令和3年12月10日）時点で、保護台帳
に記載されている、保護、世帯毎の受給状況

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

382 R4.2.7 提供
福祉部

保護管理課
中部福祉事務所 生活保護業務 ・生活保護受給歴

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

383 R4.2.10 提供
福祉部

保護管理課
福岡市西福祉事

務所
生活保護業務

・生活保護受給期間
・生活保護扶助の種類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

384 R4.2.10 提供
福祉部

保護管理課
中部福祉事務所 生活保護業務

①保護記録、ケース記録（申請時の面接記録
票を含む）（写）
②保護決定調書（写）
③病状把握（患者実態調査票）（写）
④扶養義務者の状況一覧（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

385 R4.2.10 提供
福祉部

保護管理課
宜野湾市福祉事

務所
生活保護業務

（1）保護台帳（写）
（2）決定調書（写）
（3）開始時の保護記録及び開始時からケース
記録（写）
（4）面接記録票（写）
（5）扶養義務者の状況一覧（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

386 R4.2.14 提供
福祉部

保護管理課
浦添警察署

捜査関係事項照
会

①保護の種別
②開始年月日、廃止年月日、支給状況
③支給方法　④支給理由
⑤支給者の住所、氏名、生年月日、連絡先等
⑥受給者の住所、氏名、生年月日、連絡先等
⑦現在の居所　⑧申請書類等の写し
⑨保護開始決定通知書の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

387 R4.2.17 提供
福祉部

保護管理課
那覇税務署長 国税滞納処分 ・生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

388 R4.3.3 提供
福祉部

保護管理課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

・生活保護受給歴
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

389 R4.3.4 提供
福祉部

保護管理課
千葉県松戸県税

事務所
県税滞納処分業
務

・生活保護の受給の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

390 R4.3.4 提供
福祉部

保護管理課
岡崎市 市税徴収業務 ・生活保護の受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

391 R4.3.9 提供
福祉部

保護管理課
北九州市小倉北

福祉事務所
生活保護業務

・ケース記録（写）
・保護台帳（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

392 R4.3.9 提供
福祉部

保護管理課
大阪府三島府税

事務所
府税徴収業務 ・生活保護の受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

393 R4.3.22 提供
福祉部

保護管理課
大阪府黒山警察

署
捜査関係事項照
会

・生活保護の受給の有無について
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

394 R4.3.28 提供
福祉部

保護管理課
糸満警察署

捜査関係事項照
会

1　受給期間
2　人定事項
3　受給家族に関する情報
4　受給金額
5　受給理由
6　受給解除理由
7　面談経過（面談日、特異言動等）
8　その他参与事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

395 R4.4.25 提供
企画財務部
市民税課

次頁のとおり
実態調査への回
答

・住民登録関係
・税務関係（収入・所得、課税状況、資産
の有無、軽自動車保有状況、勤務先、滞納
状況、生活保護の有無など）
　※一部の実施機関については提供してい
ない項目あり。

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11
国税徴収法第141条

国民健康保険法第79条の
2（地方自治法第231条の

3第3項）
児童福祉法第56条第7項
道路交通法第51条の4第

14号
国民健康保険法第113条

の2
障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律第12条
生活保護法第29条

精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第31条

2項
公的給付の支給等の迅速
かつ確実な実施のための
預貯金口座の登録等に関

する法律第11条
感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関

する法律第37条
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N03"企画財務部市民税課

1糸満市福祉事務所

2沖縄県南部福祉事務所

3東京都文京都税事務所

4浦添市

5札幌市東京事務所

6那覇県税事.務所

7豊見城市福祉事務所

8.神戸市

9豊川市

10名古屋市

Ⅱ行橋市

12 南城市

13 宮・古島市

N沌縄県公安委員会

15 那霜税務署1、、
16浦添市福祉事務所

U八重瀬町

玲岸和田市福祉事務所

19東京都渋谷都税事務所

2d豊田市

力名誰市福祉事務所

22沖網国税事務所

23沖縄県北部福祉事務所
24涼縄市福祉事務所

25宜野湾市福祉事務所

26 浦縄市
..

27名護県税事務所
.

28 横浜市

29 高知市

31神奈川県川崎県税事務所

32名護市

訟久米島町

餌東京国税局

35沖縄県中部福祉事務所

36うるま市福祉事務所

保有個人情報の提供先一=

37 西原町

38名古屋北部県税事務所

39 防府市

卯狭山市

41東京都

42埼玉県行田県税事務所

昭愛知県東三河県税事務所

U宜野湾市
^冒^

'沖縄県八重山事務所
46北那覇税務署

47八王子市

48熊本市西福祉事務所

49 うる、ま市
.■^

50 伊勢市
.^.

駿西尾市

52 市川市

53 加古川市

54 海老名市

55 筑西市

56後志広域連合

57 北中城村

58東京都江東都税事務所

59仙台南政務所

6σ埼玉県朝露県税事務所

61渡嘉敷村

62 茨木市

63東京都板橋区

65東京都港都税事務所

66.横浜市鶴見福祉保健センタ

釘犬阪府三島府税事務所

68 福岡市

釣大治町

70 南風原町

71秦野市

72豊見城市

御野勵

卯

市美能46

市山岡03
-



111 いな六t市

Ⅱを犬分県大分県税事務所

Ⅱ3野町

n4可児市

115 笠松町

Ⅱ6坂戸市

Ⅱ7守屋市

U8菊池市

Ug野田市

120香川県県税事務所

121 西都市

122熊本市中央福祉事務所

123.杉並税務署

124東福岡県税事務所

125緑税務署'、

126 佐伯市

127 竹富町

128 大府市

12g上峰町

130摂津市

131大和市福祉事務所

132'堺市堺保健福祉総合センタ

133横浜市緑福祉保健センター

134沖縄県中央児童相談所

⑬5筑紫県税事務所

136和泉市福祉、務所一

137横浜市旭福祉保健セ・ンター

138 剛橋市

139 恩納村

血0来宇市

141三重県松坂県税事務所

142三重県四市県税事務所

143 ふじみ野市

144西東京市

145 大津町

リ6 中間市

147 長州市

148 瑞穂町
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E二:

567 多気町

568羽生市

569 松坂市

570 田原市

571瀬戸内市

572 富士吉田市

5乃岩国市

574和歌山県税事務所

5乃東近江市

576 東京都荒川区

5刀東京都練馬都税事務所

578 境町

579 壬生町

580 南関町
J..,.r

581 輪>島市

582 香椎税務署

5部.海田町

584北九州西県税事務所

585.豊明市

586 和泉市

587 藁広島市

588 新潟県

589 小松島市

590 東京都杉並区

5虹矢阪府なにわ南府税事務

592北海道空知総合振興局

593青梅税務署

594名古屋市中税務署

595 亀山市

596 箕面市

597 中城村

598東京都中央都税事務所

599 岩倉市'

600 東大和市

601江戸川南税務署

602 総社市

603 大田原市

604 藏市

'
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②保健所分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R2.4.13 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日
2　許可番号
2　営業所の名称、所在地
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

2 R2.4.14 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業所の名称、所在地
3　営業の種別
4　申請者の住所、氏名、生年月日
4　その他参考事項（有効期限、初年度許可期
限）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

3 R3.4.21 提供
健康部

生活衛生課
沖縄弁護士会

照会
（医療法に基づく許可の

有無）

１　医師の氏名
２　ふりがな
３　生年月日
４　住所
５　電話番号
６　個業務種別

条例第９条第１項第２号
(弁護士法第23条の２)

4 R2.4.19 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業所の名称、所在地
3  申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　統括管理者の住所、氏名、生年月日、連絡
先
5　営業の種類、有効期限
6　その他参考事項（有効期限、初年度許可期
限）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

5 R3.3.19 提供
健康部

生活衛生課
沖縄国税事務所

（1）食品営業台帳（簡
易、一時的なものを除

く。）
（2）公衆浴場台帳

（3）旅館業法に基づく営
業許可台帳

（4）理容・美容台帳
（5）薬局・薬店台帳

（6）あん摩マッサージ指
圧師・はり師・きゅう師台

帳
（7）柔道整復師　施術

所台帳
（8）クリーニング業者台

帳

１　許可番号、許可年月日、許可期限、初年度
許可日、開設年月日
２　営業種目別名称、営業施設の種類、業務
内容
３　電話番号、携帯番号
４　営業所（店舗）名称、所在地、電話番号
５　申請者（経営者）名、生年月日、住所
６　面積
７　従事する施術者数
８　管理人氏名、生年月日、住所

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第1項）

6 R3.5.28 提供
健康部

生活衛生課
熊本国税局

照会
（旅館業法に基づく営業

許可台帳）

１　許可年月日
２　許可番号
３　営業種別
４　営業者の氏名、住所、連絡先
５　宿泊所の図面（図面の保管がない場合、部
屋数）

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第1項）

7 R3.5.20 提供
健康部

生活衛生課
沖縄弁護士会

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.申請者名
2.営業所所在地
3.申請者電話番号
4.営業の種類
7.屋号

条例第９条第１項第２号
(弁護士法第23条の２)

8 R3.5.31 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法
律に基づく卸売販売業

台帳）

業態、種別、営業署名、営業所所在地、許可
年月日

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

9 R3.5.20 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業所の名称、所在地
3  申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　統括管理者の住所、氏名、生年月日、連絡
先
5　営業の種類、有効期限
6　その他参考事項（有効期限、初年度許可期
限）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

10 R3.6.4 提供
健康部

生活衛生課
神奈川県旭警察

署

捜査関係事項照会
（旅館業・住宅宿泊事業
法に基づく許可台帳）

1　届出内容に係る申請書類の写し
　 ※重複する書類については省略
2　代表者氏名、生年月日、住所、連絡先電話
番号
3　事務所営業実態に係る資料
4　その他参考資料（許可・届出年月日）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

11 R3.6.18 提供
健康部

生活衛生課
警視庁

捜査関係事項照会
（旅館業法に基づく許可

の有無）

許可申請がある場合、許可申請内容及び関係
書類の一式

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

12 R3.6.24 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.許可番号
4.申請者名
5.代表者役職
6.代表者名
7.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（新型インフルエンザ等対
策特別措置法第79条に基
づく裁判所通知に必要な

情報の為
（同法第45条第3項違反の

施設に対する措置））
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

13 R3.6.7 提供
健康部

生活衛生課
沖縄労働局

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.許可番号
4.申請者名
5.代表者役職
6.代表者名
7.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（労働保険徴収法第43条

の2）

14 R3.6.16 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日
2　許可番号
2　営業所の名称、所在地
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

15 R3.7.6 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照会
（公衆浴場法に基づく許

可台帳）

1.許可年月日・許可番号
2.営業所の所在地及び名称
3.営業の種別
4.営業者氏名・住所・連絡先
5.申請書類のうつし

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

16 R3.7.2 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業所の名称、所在地
3　営業の種別
4　申請者の住所、氏名、生年月日
4　その他参考事項（有効期限、初年度許可期
限）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

17 R3.7.27 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照会
（公衆浴場法に基づく許

可台帳）

1.許可年月日・許可番号
2.営業所の所在地及び名称
3.営業の種別
4.営業者氏名・住所・連絡先
5.申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

18 R3.8.4 提供
健康部

生活衛生課
警視庁築地警察

署

捜査関係事項照会
（旅館業法に基づく許可

の有無）

1.許可年月日・許可番号
2.営業所の所在地及び名称
3.営業の種別
4.営業者氏名・住所・連絡先

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

19 R3.8.3 提供
健康部

生活衛生課
那覇税務署

照会
（公衆浴場法に基づく許

可台帳）

1.許可年月日・許可番号
2.営業所の所在地及び名称
3.営業の種別
4.営業者氏名・住所・連絡先、生年月日
5.営業所の構造及び設備の概要（平面図）

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第）

20 R3.8.4 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.営業の種類
4.許可番号
5.申請者名
6.代表者役職
7.代表者名
8.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（新型インフルエンザ等対
策特別措置法第79条に基
づく裁判所通知に必要な

情報の為
（同法第45条第3項違反の

施設に対する措置））

21 R3.8.13 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）
食品営業許可に係る申請書類等の写し

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

22 R3.8.17 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）
食品衛生法に基づく営業許可の有無

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

23 R3.8.20 提供
健康部

生活衛生課
那覇年金事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可年月日
2.休業および廃業年月日の有無
3.営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者
4.責任者氏名・所在地・電話番号

条例第９条第１項第２号
（厚生年金法第100条の2
第2項及び100条の4第1項

第37号
健康保険法第199条第1項
及び第204条第1項第20

号）

24 R3.8.20 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県与那原警

察署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.営業許可年月日
2.営業許可番号
3.営業所の名称及び所在地
4.営業者の本籍、住所、氏名、生年月日、連
絡先

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

25 R3.8.20 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県与那原警

察署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）
食品衛生法に基づく営業許可の有無

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

26 R3.9.3 目的外利用
健康部

生活衛生課
経済観光部

観光課

照会
（旅館業法法に基づく許

可台帳
住宅宿泊事業法に基づ

く届出施設

施設名・施設所在地・申請者名（法人は代表
者名も）・申請者住所

条例第９条第１項第２号（め
んそーれ那覇市観光振興

条例第4条第1項）

27 R3.9.6 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）
食品衛生法に基づく営業許可の有無

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

28 R3.9.28 提供
健康部

生活衛生課
那覇年金事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可年月日
2.休業および廃業年月日の有無
3.営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者
4.責任者氏名・所在地・電話番号

条例第９条第１項第２号
（厚生年金法第100条の2
第2項及び100条の4第1項

第37号
健康保険法第199条第1項
及び第204条第1項第20

号）
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

29 R3.9.28 提供
健康部

生活衛生課
那覇年金事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可年月日
2.休業および廃業年月日の有無
3.営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者
4.責任者氏名・所在地・電話番号

条例第９条第１項第２号
（厚生年金法第100条の2
第2項及び100条の4第1項

第37号
健康保険法第199条第1項
及び第204条第1項第20

号）

30 R3.9.28 提供
健康部

生活衛生課
那覇年金事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可年月日
2.休業および廃業年月日の有無
3.営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者
4.責任者氏名・所在地・電話番号

条例第９条第１項第２号
（厚生年金法第100条の2
第2項及び100条の4第1項

第37号
健康保険法第199条第1項
及び第204条第1項第20

号）

31 R3.9.28 提供
健康部

生活衛生課
那覇年金事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可年月日
2.休業および廃業年月日の有無
3.営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者
4.責任者氏名・所在地・電話番号

条例第９条第１項第２号
（厚生年金法第100条の2
第2項及び100条の4第1項

第37号
健康保険法第199条第1項
及び第204条第1項第20

号）

32 R4.9.9 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県文化振興
スポーツ部観光
事業者等支援課

照会（旅館業法許可施
設台帳）

那覇市保健所管内で旅館業法（昭和23年法
律第138号）第3条第1項に規定する許可を受
けた全ての営業所に関する最新版の情報（許
可の種別、許可番号、許可年月日、申請者名
（法人の場合は役職、代表者名）、申請者住
所、営業所名称、営業所所在地、営業所連絡
先、客室数、定員数。ただし廃業した営業所を
除く。

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

33 R3.10.14 提供
健康部

生活衛生課
東京国税局

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

１　営業許可申請の有無、営業許可申請年月
日、営業許可年月日、営業許可番号、営業許
可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

34 R3.10.14 提供
健康部

生活衛生課
東京国税局

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

１　営業許可申請の有無、営業許可申請年月
日、営業許可年月日、営業許可番号、営業許
可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

35 R3.10.14 提供
健康部

生活衛生課
東京国税局

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

１　営業許可申請の有無、営業許可申請年月
日、営業許可年月日、営業許可番号、営業許
可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12第

1項)

36 R3.10.14 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.許可番号
4.申請者名
5.代表者役職
6.代表者名
7.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（新型インフルエンザ等対
策特別措置法第79条に基
づく裁判所通知に必要な

情報の為
（同法第45条第3項違反の

施設に対する措置））

37 R3.10.25 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.許可番号
4.申請者名
5.代表者役職
6.代表者名
7.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（新型インフルエンザ等対
策特別措置法第79条に基
づく裁判所通知に必要な

情報の為
（同法第45条第3項違反の

施設に対する措置））

38 R3.11.8 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県宜野湾警

察署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.許可（申請）年月日及び許可番号
2.営業者および管理者の住所、氏名、生年月
日、連絡先
3.申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

39 R3.11.9 提供
健康部

生活衛生課
南税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1．申請者の住所、氏名、電話番号
2．法人の代表者氏名
3.営業許可年月日
4.許可満了年月日
5.営業許可番号

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

40 R3.11.17 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.許可取得年月日
2.許可番号
3.許可業種、営業所所在地、営業所名称、有
効年月日、許可条件
4.申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

41 R3.11.25 提供
健康部

生活衛生課
京橋税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可申請書の有無
2.営業許可申請・許可年月日
3.営業許可申請人の住所
4.営業許可申請人の氏名
5.許可業務内容
6.屋号（名称）
7.店舗責任者（営業車）
8.事業所所在地（営業所所在地）
9.店舗床面積
10.事業所賃貸人の住所・氏名（名称）
11.休廃業の届出の有無
12.許可後の変更事項
13.その他

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

42 R3.12.10 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県保健医療
部感染症対策課

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.営業の種類
4.許可番号
5.申請者名
6.代表者役職
7.代表者名
8.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（新型インフルエンザ等対
策特別措置法第79条に基
づく裁判所通知に必要な

情報の為
（同法第45条第3項違反の

施設に対する措置））

43 R3.12.24 提供
健康部

生活衛生課
北那覇税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可申請等の有無
2.初年度許可年月日
3.許可期限年月日
4.店舗名
5.営業所所在地
6.営業所連絡先
7.営業種目
8.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

44 R4.12.27 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.営業許可年月日
2.許可番号
3.営業所の名称と所在地
4.営業者の氏名住所生年月日連絡先
5．その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

45 R4.12.27 提供
健康部

生活衛生課
渋谷税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可申請等の有無
2.初年度許可年月日
3.許可期限年月日
4.店舗名
5.営業所所在地
6.営業所連絡先
7.営業種目
8.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

46 R4.1.13 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.許可年月日および許可番号
2.営業所の名称及び所在地
3.申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4.食品衛生責任者
5.営業の種類、有効期限
6.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

47 R4.1.13 提供
健康部

生活衛生課
渋谷税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.営業許可申請等の有無
2.初年度許可年月日
3.許可期限年月日
4.店舗名
5.営業所所在地
6.営業所連絡先
7.営業種目
8.申請者住所

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

48 R4.1.24 提供
健康部

生活衛生課
沖縄地区税関 照会（美容所台帳）

1.開設者住所氏名生年月日連絡先
2.申請年月日
3.管理美容師氏名住所等
4.美容師その他従業員氏名等
5.その他参考事項（申請時提出書類）

条例第９条第１項第２号
（関税法第119条第2項）

49 R4.2.1 提供
健康部

生活衛生課
那覇税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.初年度許可年月日
2.許可年月日
3.許可番号
4.許可期限年月日
5.店舗名
6.店舗所在地
7.連絡先
8.営業種目
9.その他参考事項（営業者住所）

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

50 R4.1.7 提供
健康部

生活衛生課
沖縄国税事務所

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

営業所名・所在地、申請者名・住所、申請書類
一式

条例第９条第１項第２号
（国税通則第74条の12）

51 R4.2.14 提供
健康部

生活衛生課
那覇税務署

照会
（食品衛生法に基づく許

可台帳）

1.初年度許可年月日
2.許可年月日
3.許可番号
4.許可期限年月日
5.店舗名
6.店舗所在地
7.連絡先
8.営業種目
9.その他参考事項（営業者住所）

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の2）

102



届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

52 R4.2.21 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県豊見城警

察署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.許可年月日および許可番号
2.営業所の名称及び所在地
3.申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4.食品衛生責任者
5.営業の種類、有効期限
6.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

53 R4.3.10 提供
健康部

生活衛生課
沖縄弁護士会

食品衛生法に基づく許
可の有無

１　営業所の住所、名称
２　営業者の住所、氏名

条例第９条第１項第２号
（弁護士法第23条の2）

54 R4.3.30 提供
健康部

生活衛生課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）

1.営業許可年月日
2.営業許可番号
3.営業所所在地・名称
4.営業種別
5.営業者氏名、住所、生年月日、連絡先
6.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

55 R4.3.15 提供
健康部

生活衛生課

沖縄県警察本部
刑事部組織犯罪

対策課

捜査関係事項照会
（食品衛生法に基づく許

可の有無）
関係書類の写し

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

56 R4.3.25 提供
健康部

生活衛生課
沖縄国税事務所

照会
（1）食品営業台帳（簡
易、一時的なものを除

く。）
（2）公衆浴場台帳

（3）旅館業法に基づく営
業許可台帳

（4）理容・美容台帳
（5）薬局・薬店台帳

（6）あん摩マッサージ指
圧師・はり師・きゅう師台

帳
（7）柔道整復師　施術

所台帳
（8）クリーニング業者台

帳

１　許可番号、許可年月日、許可期限、初年度
許可日、開設年月日
２　営業種目別名称、営業施設の種類、業務
内容
３　電話番号、携帯番号
４　営業所（店舗）名称、所在地、電話番号
５　申請者（経営者）名、生年月日、住所
６　面積
７　従事する施術者数
８　管理人氏名、生年月日、住所

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第1項）
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③上下水道局分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R3.4.9 提供
上下水道局
料金サービス

課

九州厚生局沖縄
麻薬取締支所

捜査関係事項照
会

水道契約の有無、使用者名、水栓住所、使用
者住所、契約年月日、直近1年分の水道使用
量及び使用料金、支払方法、送付先住所、送
付先氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 R3.4.19 提供
上下水道局
料金サービス

課
城東税務署 所得税調査

水栓住所、使用者名、使用者住所、送付先氏
名、送付先住所

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の2

3 R3.4.27 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京国税局 所得調査

水栓住所、使用者名、納付者名、契約日、支
払方法、対象者該当の有無

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条第2項

4 R3.5.17 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京国税局 所得調査

水栓住所、使用者名、支払方法、支払口座、
利用開始日及び停止日、使用明細、送付先
住所、送付先氏名

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条第2項

5 R3.5.17 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京国税局 所得調査

水栓住所、使用者、契約期間、支払方法、使
用量及び使用料金、取引口座の有無

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条第2項

6 R3.5.26 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

契約の有無、使用料、請求金額、料金の支払
い方法、口座振替先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

7 R3.6.2 提供
上下水道局
料金サービス

課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

使用者名、水栓住所、契約年月日、支払方
法、口座振替先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

8 R3.6.10 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、契約年月
日、契約の種別、契約者氏名、契約先住所、
利用明細、支払方法、解約の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

9 R3.6.22 提供
上下水道局
料金サービス

課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

使用者名、契約年月日、支払い方法
条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

10 R3.6.24 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁田園調布
警察署

捜査関係事項照
会

受給契約の有無、使用者名、契約年月日、支
払方法、名義変更内容

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

11 R3.7.1 提供
上下水道局
料金サービス

課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、水栓住所、使用者名、使用者住
所、料金支払方法、送付先住所、料金滞納の
有無、契約廃止の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

12 R3.7.2 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁刑事部捜
査共助課

捜査関係事項照
会

使用者名、契約開始日、支払い方法、納付書
送付先、振替先、使用量及び料金、契約者の
有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R3.7.9 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、水栓住所、使用者名、送付先氏
名、支払方法、料金請求書等の送付先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R3.7.27 提供
上下水道局
料金サービス

課

静岡県御殿場警
察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、水栓住所、使用者住所、使用者
名、水道使用状況及び料金等、送付先住所、
送付先氏名、料金支払い方法、料金有無、未
納状況、

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R3.8.16 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、水栓住所、使用者名、送付先氏
名、支払方法、送付先住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

16 R3.9.6 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇税務署 税務調査

水栓住所、使用者名、振替口座の有無、開栓
年月日、名義変更日、閉栓年月日、水道使用
量、支払金額、納付書の送付先

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

17 R3.9.7 提供
上下水道局
料金サービス

課

九州厚生局沖縄
麻薬取締支所

捜査関係事項照
会

水道契約の有無、使用者名、水栓住所、使用
者住所、契約年月日、直近6ヶ月分の水道使
用量及び使用料金、支払方法、送付先住所、
送付先氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R3.9.7 提供
上下水道局
料金サービス

課

九州厚生局沖縄
麻薬取締支所

捜査関係事項照
会

水道契約の有無、使用者名、水栓住所、使用
者住所、契約年月日、直近1年分の水道使用
量及び使用料金、支払方法、送付先住所、送
付先氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

19 R3.9.13 提供
上下水道局
料金サービス

課

札幌方面室蘭警
察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、水栓住所、使用者名、使用者住
所、料金支払い方法、振替先、料金滞納の有
無、送付先住所、送付先氏名、使用料金

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

20 R3.9.16 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇税務署 所得税調査

水栓住所、使用者名、振替口座の有無、開始
年月日、水道使用量及び請求金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法74条の12

21 R3.9.22 提供
上下水道局
料金サービス

課
栃木県さくら市 税務調査

給水契約の有無、水栓住所、使用者名、支払
方法

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

22 R3.9.24 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、契約年月
日、名義変更日、送付先住所、送付先氏名、
料金支払方法、振替先、契約解除・休止の有
無、料金滞納の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 R3.10.11 提供
上下水道局
料金サービス

課

茨城県牛久警察
署

捜査関係事項照
会

契約年月日、場所が判明する地図、栓住所、
使用者住所、使用者名、料金支払い方法、過
去1年分の水道使用量、使用料金、使用者名
の変更日及び前使用者名、世帯数

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

24 R3.10.20 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、開栓日、
送付先住所、支払方法、閉栓日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

25 R3.11.1 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

毎月の水道使用量、使用料金
条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R3.11.8 提供
上下水道局
料金サービス

課

広島県福山西警
察署

捜査関係事項照
会

契約年月日、使用者住所、使用者名、水栓住
所、請求書の送付先、料金支払い方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R3.11.17 提供
上下水道局
料金サービス

課

愛知県中村警察
署

捜査関係事項照
会

使用者名、水栓住所、使用者住所、契約年月
日及び契約期間、支払方法、振替先、送付先
住所、送付先氏名、料金の支払い状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R3.11.19 提供
上下水道局
料金サービス

課

札幌方面中央警
察署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、開栓日
条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

29 R3.11.24 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

開栓日、水栓住所、使用者名、使用者住所、
水道使用量、水道料金、送付先住所、送付先
氏名、連合栓契約の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

30 R3.12.2 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

開栓日、水栓住所、使用者名、使用者住所、
使用量及び使用料金、料金支払方法、給水
契約の建物一括管理の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

31 R3.12.2 提供
上下水道局
料金サービス

課
九州経済産業局 その他調査

開栓日、水栓住所、使用者名、使用者住所、
送付先氏名、送付先住所、料金支払方法、過
去3か月の使用状況及び使用料金、解約の有
無

条例第9条第1項第2号
特定商取引に関する法律
第66条の2

32 R3.12.8 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、開栓日、
送付先住所、送付先氏名、料金の支払方法、
毎月の水道使用量及び水道使用料金、

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

33 R3.12.8 提供
上下水道局
料金サービス

課

長野県佐久警察
署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者名、使用者住所、開栓日、
使用量及び使用料金、滞納の有無、料金支
払い方法、振替先、契約の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

34 R3.12.16 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者名、開栓日、送付先住所、
送付先氏名、料金支払方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

35 R3.12.24 提供
上下水道局
料金サービス

課

神奈川県自動車
税管理事務所

税務調査 水栓住所、使用者名、料金支払方法
条例第9条第1項第2号
国税徴収法第141条

36 R4.1.7 提供
上下水道局
料金サービス

課
那覇警察署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者名、開栓日、送付先住所、
送付先氏名、料金支払方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

37 R4.1.8 提供
上下水道局
料金サービス

課
横浜税関 その他調査

使用者名、水栓住所、使用者住所、開栓日、
使用状況及び料金支払状況、料金の支払形
態、送付先氏名、送付先住所

条例第9条第1項第2号
関税法第119条第2項
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

38 R4.1.21 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京弁護士会 その他調査

水栓住所、使用者名、使用者住所、請求の相
手方、使用者名、支払方法、口座氏名、請求
書送付の有無、送付先氏名、送付先住所、水
下水道使用量及び請求額

条例第9条第1項第2号
弁護士法第23条の2

39 R4.1.21 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京国税局 その他調査

支払方法、水道番号、使用者氏名、水栓住
所、検針日、指針、使用水量、上下水道使用
量、収納日、収納額、口座消込日、未納額、
未納の有無

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条第2項

40 R4.1.21 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁本富士警
察署

捜査関係事項照
会

受給契約の有無、名義変更届出日、水栓住
所、支払い方法、振替先、水道使用量及び料
金

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

41 R4.1.28 提供
上下水道局
料金サービス

課
北那覇税務署 税務調査

使用者名、水栓住所、使用者住所、料金の受
領方法、振替先、水栓番号、開栓日、各月の
水道の使用料及び料金

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

42 R4.1.31 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁四谷警察
署

捜査関係事項照
会

契約の有無、開栓日、使用者名、水栓住所、
送付先氏名及び住所、支払方法、水道使用
量、使用料金、料金滞納及び受給停止の有
無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

43 R4.2.14 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

開栓日、水栓住所、使用者住所、使用者名、
料金の支払人、料金の支払い方法、振替先
口座氏名、送付先住所、送付先氏名、契約の
有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

44 R4.2.22 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄県警察本部

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者住所、使用者名、開栓日、
閉栓日、送付先住所、送付先氏名、料金の支
払方法、振替先、毎月の水道使用量及び水
道使用料金、

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

45 R4.2.22 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄国税事務所 所得調査 水栓住所、使用者名、開栓日、料金、振替先

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条第2項

46 R4.2.25 提供
上下水道局
料金サービス

課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

使用者名、水栓住所、使用者住所、開栓日、
料金支払い方法、送付先氏名、送付先住所、
振替先、滞納の有無、契約開始時から現在に
かかる使用実績

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

47 R4.2.25 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁東京空港
警察署

捜査関係事項照
会

受給契約の有無、水栓住所、使用者名、開栓
日、支払方法、受給停止の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

48 R4.3.8 提供
上下水道局
料金サービス

課

神奈川県伊勢原
警察署

捜査関係事項照
会

開栓日、契約者氏名、使用者名、水栓住所、
使用者住所、送付先住所、送付先氏名、支払
方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

49 R4.3.9 提供
上下水道局
料金サービス

課

那覇公安調査事
務所

その他調査 契約の有無、開栓日、水道使用量
条例第9条第1項第2号
破壊活動防止法第27条

50 R4.3.11 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄国税事務所 所得税調査

水栓住所、使用者名、使用者住所、振替口
座、開栓日、水道使用量、請求金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

51 R4.3.29 提供
上下水道局
料金サービス

課
沖縄国税事務所 所得税調査

水栓住所、使用者名、使用者住所、振替口
座、開栓日、水道使用量、請求金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

52 R4.3.29 提供
上下水道局
料金サービス

課
門司税関調査部 その他調査

使用者名、水栓住所、使用者住所、開栓日、
料金支払方法、請求書送付先、直近1年分の
使用状況、料金滞納の有無及び状況

条例第9条第1項第2号
関税法第119条第2項

53 R4.3.30 提供
上下水道局
料金サービス

課
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会

開栓日、閉栓日、水栓住所、使用者名、使用
者住所、支払い方法、滞納状況、送付先住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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④市立病院分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R3.4.13 提供 診療情報管理室
浦添署刑事第一

課
診療業務

1．初診年月日、最終年月日2．出生年月日
時3．出生時の身体的特徴（身長・体重）
4．持病（疑いも含む）の有無、各種検査
結果の内容5．入院期間及び治療内容6．通
院期間及び治療内容7．投薬剤及び処方箋
の有無、あれば種類及び名称8．転院の有
無、あれば転院元及び転院先の病院名、転
院年月日、転院理由9．担当医師名10．診
療録の写し11．上記者の母親の特異言動等
（育児に関する言動、児童虐待の疑いの有
無等）12．その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 R3.4.20 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書
患者に関するカルテ、診断書その他医療記
録（レントゲン、MRI等の画像記録も含
む）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

3 R3.5.11 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務

患者に関する診療に関して作成されたすべ
ての診療科のカルテ・看護記録・各種検査
記録・その他一切の書類（CDによる送付希
望）。

条例第9条第1項第1号

4 R3.6.14 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務

患者に関する診療に関して作成されたすべ
ての診療科のカルテ・看護記録・各種検査
記録・その他一切の書類（紙による送付希
望）。

条例第9条第1項第1号

5 R3.6.18 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務 受診したカルテ及び画像一式 条例第9条第1項第1号

6 R3.7.8 提供 診療情報管理室 東京弁護士会 診療業務

患者に関する①病院又は入院した際の医療
記録　②〇〇に関して入院した際の医療記
録　全ての期間※ただし、既に開示されて
いる期間の入院の医療記録を除く。

条例第9条第1項第1号

7 R3.7.20 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務

患者に関する医療記録一式（診療録、診断
書、検査記録、診療報酬明細書、その他一
切の医療記録）〇〇年頃から現在までの記
録を入院・外来ともに網羅的に開示

条例第9条第1項第1号

8 R3.7.26 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
患者に関する〇〇月から現在まで（交通事
故関連分）の医療記録全て

条例第9条第1項第1号

9 R3.7.29 提供 診療情報管理室 那覇地方検察庁 診療業務
診療状況等について、捜査上必要があるの
で、救急搬送受診時の診療録の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

10 R3.8.5 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書
患者に関するカルテ、診断書その他医療記
録（レントゲン、MRI等の画像記録も含
む）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

11 R3.6.25 提供
ドクターエイド

室
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

１．同人の病症名・治療状況２．今後の治
療及び退院の予定３．刑事施設で20日の労
役場留置に耐えられるか、労役場留置が不
可能な場合はその理由４．貴院以外の医療
機関の有無、あればその名称、所在地、連
絡先等５．その他参考事項等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

12 R3.7.28 提供
ドクターエイド

室
那覇地方検察庁 病状照会書

１．初診時において、対象者の負傷部位に
皮下出血、発赤、腫脹等の外部的所見が見
られたか否か。（あればその具体的内容）
２．初診時におけるレントゲン等の検査の
結果、負傷部位に何らかの異常が見られた
か否か（あればその具体的内容）３．前記
「外部的所見」及び「何らかの異常」のい
ずれも見られなかった場合、当初診断を下
した根拠は何か（対象者の愁訴であればそ
の内容）４．その他参考となるべき事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R3.8.4 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

○○月中の受診、入院記録についての調査
の上、書面でもって回答。なお、受診に係
る時間の記録があれば同時間についても回
答。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R3.11.12 提供
ドクターエイド

室
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

１．同人の病症名・治療状況２．今後の治
療及び退院の予定３．刑事施設で20日の労
役場留置に耐えられるか、労役場留置が不
可能な場合はその理由４．貴院以外の医療
機関の有無、あればその名称、所在地、連
絡先等５．その他参考事項等（同人の住
所、連絡先、電話番号等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

15 R3.11.25 提供
ドクターエイド

室
糸満警察署

捜査関係事項照
会書

患者に係る診断書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項
16 R3.8.17 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務 健康診断及びカルテ等の写し 条例第9条第1項第1号

17 R3.8.18 提供 診療情報管理室
那覇署

刑事第一課
診療業務 患者のレントゲン画像の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R3.8.18 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
交通事故に関して当院にて作成された診療
記録及び画像データ（CD-R形式）すべて。

条例第9条第1項第1号

19 R3.8.30 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
初診の日から退院した日までの全診療のす
べての記録

条例第9条第1項第1号

20 R3.9.1 提供 診療情報管理室 沖縄県知事
診療業務（全国
がん登録届出）

患者氏名、性別、生年月日、現住所、診断
名、進行度、悪性新生物の既往、初診年月
日、症状初発年月日、診断（疑診）年月
日、入院の有無、診断方法、治療方法、現
在の状態、紹介した医療機関名、受診動態
等　1038件

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

21 R3.9.6 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務 すべてのカルテ 条例第9条第1項第1号

22 R3.9.15 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
交通事故に関するレントゲン・MRI・CT等
画像資料の写し

条例第9条第1項第1号
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

23 R3.11.10 提供 診療情報管理室
那覇警察署
刑事第二課

診療業務 患者の救急外来受診時のカルテの写し
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

24 R3.11.16 提供 診療情報管理室 那覇簡易裁判所 送付嘱託書

患者に関するカルテ、診断書その他医療記
録（レントゲン、リハビリテーション実施
計画書、MRI等の画像記録並びに神経学的
検査の結果等も含む。）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

25 R3.12.20 提供
ドクターエイド
室

宜野湾警察署 捜査関係事項照会書

１．病歴２．病名及び症状（回復見込み
等）３．通院歴（初診日及び最終診察年月
日等）４．入院歴（あれば期間等）５．診
療方針６．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R4.1.7 提供
ドクターエイド
室

那覇警察署 捜査関係事項照会書

１．初診年月日及び最終年月日２．入院、
退院及び通院年月日３．病名及び症状４．
是非分別の有無、程度５．処方薬及びその
説明６．担当医がいれば、その氏名７．そ
の他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R4.1.31 提供
ドクターエイド
室

那覇警察署 捜査関係事項照会書

１．初診年月日及び最終年月日２．入院、
退院及び通院年月日３．病名及び症状
４．是非分別の有無、程度５．処方薬及び
その説明６．担当医氏名７．その他参考事
項（性格、特異な言動等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R4.2.14 提供
ドクターエイド
室

那覇警察署 捜査関係事項照会書

１．患者の貴院における診療歴（入院、通
院歴及びその時期、期間）２．診療時の患
者の病名及び症状３．患者に処方している
薬の種類及び内容４．処方している薬の副
作用５．車両運転の可否６．患者への上記
４・５記載内容についての指導の有無（あ
れば指導内容）７．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

29 R4.2.14 提供
ドクターエイド
室

那覇海上保安部 捜査関係事項照会書

令和元年7月27日以降診察に関する１．診
断結果（病名及びその具体的症状等）２．
全治期間又は加療を要した期間（障害別に
記載）３．実際に上記の傷病名で入院・通
院した日数、治療内容４．完治した日、最
終受診日（障害別に記載）５．後遺症の有
無、後遺障害ある場合は、その部位及び具
体的内容６．転院の有無、転院している場
合は、転院日及び転院先７．その他、捜査
及び公判上の参考となると思われる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

30 R4.2.22 提供
ドクターエイド
室

豊見城警察署 捜査関係事項照会書

１．初診、最終受診年月日２．既往歴、診
断名、病状３．通院歴（診断結果、処置内
容）４．児童虐待と思料される受診歴につ
いて・診断日、診断内容、加療日数・児童
からの聴取状況、児童相談所からの聴取状
況・児童の受傷箇所を撮影した写真５．入
院歴、手術歴６．処方薬の有無、内容７．
その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

31 R4.3.16 提供
ドクターエイド
室

那覇区検察庁 裁判執行関係事項照会書

令和4年2月4日から当院において入（通）
院治療について１．病名２．症状（加療状
況（投薬あればその詳細）や今後の治療予
定）３．入院期間（未退院の場合は、その
見込み）４．治療状況（処方薬あればその
詳細や今後の治療予定）５．刑事施設にお
ける20日間の労役場留置の可否（例：卓上
での作業といった軽作業）６．その他参考
事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

32 R3.12.1 提供 診療情報管理室
那覇警察署
少年課

診療業務 患者の全てのカルテ
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

33 R3.12.7 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書
患者に関する初診日から最終通院日までの
カルテ、診断書その他医療記録（レントゲ
ン，ＭＲＩ等の画像記録も含む）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

34 R3.12.20 提供 診療情報管理室
那覇警察署
刑事第一課

診療業務 患者の全ての診療記録の写し
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

35 R4.1.5 提供 診療情報管理室
那覇警察署
刑事第一課

診療業務 患者の全ての診療記録の写し
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

36 R4.1.24 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
〇〇日～現在までの診療録、手術記録、検
査記録、看護記録及び画像データの写し、
同意書等書類の写し。

条例第9条第1項第1号

37 R4.2.1 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務

患者に関する現存する医療記録のすべて
退院時要約がある場合、入院診療録は不要
看護記録は不要、血液検査記録は入院中含
め全て開示希望。

条例第9条第1項第1号

38 R4.2.3 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
患者に関する全診療科医療記録(健診結果
含む)

条例第9条第1項第1号

39 R4.2.3 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務

患者に関する現存する医療記録のすべて患
者の80歳未満のHBs抗原陰性の血液検査の
結果が残っている場合はその血液検査結果
の写し

条例第9条第1項第1号

40 R4.3.10 提供 診療情報管理室 〇〇法律事務所 診療業務
最も古く患者の持続感染が確認出来る日か
ら1年分の全診療科医療記録(開示請求期間
にカルテの不存在期間有り一部承認)

条例第9条第1項第1号
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（３）通信回線による結合処理状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



那覇市個人情報公開

個人情報保誰運営審議会会長

那覇市農業委員会

会長新垣次

那覇市個人情報保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、次のとおり通信回線による結合状況

を報告します。

、畷t11、拶、'

通信回線による結合処理状況報告書

結合によ

シ ス

殿

り処理する
ム

業 務

那農委第 5

令和 4年5月160

農業委員会サポートシステム

接続先機関名

目

①市町村農業委員会等の農地台帳システムの全国一元化
②農地法・農業委員会等に関する法律に定められる都道府県知

事、市町村長、農地中間管理機構などの行政および関係機関
などに農地情報を提供できるようにするとと

③農地台帳の項目のうち公表項目をインターネットの利用によ
リー般国民に公開すること

的

ι士

結

の

結

結合によ

保有個

の

理

年

全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機キ淘

由

月

農業委員会等に関する法律第51条に基づき、農地情報の提供を
イテう

期

り処理する

内

日

■.一■一ー^

接続先機関が行

保有個人情
漏えい等防止

平成29年2月3日

間

0

期間の定めなし

農地の所有者氏名、住所、生年月日、性別、世帯員構成及び農地
情報全般。

109

①通信経路・個人情報の暗号化
②閲覧可能ユーザの限定
③利用記録の取得

④通信経路の暗号化

⑤誤って削除されないような仕組みの準備
⑥削除記録の取得

※「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠
する。

届出担当部課

結

f輪

状

経済観光部商工農水課

況 地図情報の閲覧のみ。

考

令和4年3月31日まで農地情報公開システムに結合してぃた
が、令和4年4月1日から農業委員会サポートシステムに移行さ
れた。

号
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賢少'

那覇市情報公開・個人情穀保護運営審議会会長殿

通信回線による結合処理状況報告書

那覇市個人情報保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、通信回線による結合処理状況を報告
します。

結合により処理する業務名

業

接続先機関

務

ι士

那企情第 13号

目

結

結

の

的

結合により処理する保有個

人情報の内容

コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付業務

名

理

年

令和 4年5月19日

コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行う

由

月

地方公共団体情報システム機構証明書交付センター

期

接続先機関が行う保有個人
情報漏えい等防止策

那覇市長城間幹

コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行うた
め、証明書交付センターからの申請情報の送信を受けて、
証明書情報の送信を行う必要がある。

日

間

平成28年8月12日

届

平成28年8月12日以降継続

結

出担

1 10

B覇
題

備

別紙1のとおり

当

・コンビニ店舗のキオスク端末(マルチコピー機)、コンビ

二事業者通信事務センター(ECセンター)、証明書交付
センターとは、専用回線を利用して接続する。

・証明書データを含む個人情報は、マルチコピー機、 EC
センター証明書交付センターに記録されず削除される。

部課

状 況

企画財務部情報政策課

考

別紙2のとおり

合

合

合

合



1.住民票・住民票記載事項証明書

①氏名②氏名の片仮名表記③通称名④生年月日⑤性別⑥続柄⑦世帯主

⑧住民となった日⑨住所、⑩前住所⑪本籍⑫筆頭者

⑬住民基本台帳法第 30 条の 45 に定める外国人住民の区分(中長期在留者、

特別永住者等)⑭在留資格⑮在留期間等⑯在留期間の満了日

⑰在留力ード等の番号⑱国籍・地域⑲住民票コード

結合により処理する保有個人情報の内容

2.印鑑登録証明書

①氏名②氏名の片仮名表記③生年月日④住所⑤性別⑥印影

3.戸籍証明書

①戸籍の表示(本籍・筆頭者)②氏名③出生の年月日

④戸籍に入った原因及び年月日⑤実父母の氏名及び実父母との続柄

⑥養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

⑦夫婦については、夫又は妻である旨

⑧他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

⑨身分に関する事項(出生、婚姻等)

別紙1

4.戸籍付票の写し

①戸籍の表示(本籍・筆頭者)②氏名③住所④住所を定めた年月日

5.所得証明書・課税証明書

①氏名②住所③生年月日④所得情報⑤控除情報⑥課税情報

6.資産証明書・公課証明書

①氏名②住所③所在地④評価額⑤課税情報

1 1 1
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会会長様

W.y

那覇市個人情報保護条例第11条第3項の規定により、次のとおり通信回線による紺△
状況を報告します。

結合により処理する

業 マ女 名

通信回線による結合処理状況報告書

業

那市ハ市第94号

令和4年5月24日

務

接続先機関名

那覇市長城間幹・

目

住民基本台帳ネットワークシステム

的

結

居住関係等を登録し公証する業務

β覇
市影P

結

の

沖縄県及び地方公共団体が共同して運営する地方公共団体情蛾
システム機構

心、
に1

理

結

年

由

結合により処理する
保有個人情報
の内容

月

法律の規定に基づく(住民基本台帳法第30条の6第2項ほか)

日

期

平成14年8月5日(改正住民基本台帳法(平成11年法律第1
33号)の施行田

届出担当部課

間 住民基本台帳法の定めによる

0士

氏名、旧氏、住所、性別、生年月日、住民票コード、個人番号

備

状

市民文化部ハイサイ市民課

況 別紙のとおり

1 13

合

合

考

合



偶
味
氏
)通
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回
線
に
よ
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結
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処
理
状
況
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告
書
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
,特

例
転
出
入
処
理
件
数
_畔

年
度

令
和

3
年

度

広
域
交

付
依
頼

件
数

(那
覇

市
→
住

所
地
市
町
村

)

※
広
域
交
付
依
頼
件
数
と
広
域
交
付
発
行
件
数
に

差
が
あ
る
の
は
、
市
民
の
申
請
取
り
消
し
や
、
住
所
地
市
町
村
の

住
基
ネ
ッ
ト
サ
ー
バ
ー
作
止
等
に
よ
る
。

※
特

例
転

出
と

は
、

住
基
力

ー
ド
ま
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は

個
人
番
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力

ー
ド

を
使

用
し

て
転

出
届

を
行

う
こ

と
。

転
出

者
の

情
報
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住

基
ネ

ッ
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で
す

入
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へ
美

信
さ

れ
ξ

。
゜

※
特

伊
捧

云
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行
っ

た
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、
住
基

力
ー
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又
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個
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番
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力
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ド
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用
し
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転
入
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を

行
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こ
と
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入
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住
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付
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付
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地
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町
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那
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特
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特
例
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会会長様

型_Ly

那覇市.個人情報保護条例第H条第3項の規定により、通信回線による結合状況を報告しま
す。

結合により処理する業務名

那覇市長

通信回線による結合処理状況報告書

業

接続

1 15

目

先機

結

避難行動要支援者対策事業

那福福第71号

令和4年5月20日

災害対策基本法により、市町村に作成が義務付けられた避
難行動要支援者名簿にっいて、平常時より地域の避難行動
要支援者の把握を行い、災害時の生命の危機を回避する取
り組みを行う。

的

関名

結

の

結

那覇市民生委員児童委員連合会

理

城間幹

平常時より地域の実態把握のため、行政、消防局、民生員
児童委員連合会、那覇市社会福祉協議会とのネットワーク
を形成し、要支援者や支援希望者、また福祉サービスに繋
がっていないが支援が必要な方の実態を把握し、関係者間
で情報を共有するため、避難行動要支援者情報管理システ
ムを結合する。

結合により処理する保有個
人情報の内容

年

由

那覇
市長印

月

期

日

接続先機関が行う保有個人

情報漏えい等防止策

平成27年3月

間 平成27年3月以降継続

氏名、住所、生年月日、性別、要介護認定区分、障がい名
及び等級(程度)、在宅難病患者(児)の病名、その他避難
支援等を必要とする事項(視覚障がい、聴覚障がいなどの
種類及び程度、避難支援を必要とする理由)

届

結

出

・アンチウイノレスソフトの導入

'使用しているVPN通信はインターネットからの接続は
できず、限られた拠点間しか通信できない。また仮想専用
線のため専用回線と同等の安全性がある。
・システムに接続されているパソコン端末ごとにパスワー

ドが設定され、システム操作者は約3名で限られた人が使用
している。

備

担 当 部

状

福祉部福祉政策課

況 個人情報の閲覧、入力

考

女
力

合

合

合

課

合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  審議会の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



那覇市教育委員会

教育長山城良嗣

那覇市個人情報保護条例第8条第2項第5号の規定に基づく諮問にっいて(答制

様

令和3年8月30日付け諮問第2号で、実施機関から諮問のあった件にっいて、下記
のとおり答申します。

答申第 1 号

令和3年9月1日

那覇市情報公闘個人情報保護,'藤藹谷1ミー甃令'
会長朝崎 1鰍献様t

俣ξぎ海.ぎ盆L'1
IA会5"'"'

答申

GIGAスクール構想実施のために本人以外の者から個人情報を収集するこ
とについて、諮問をした実施機関からの説明において諮問内容に変更があった。
審議会は当該変更点を考慮したうぇで、諮問のとおり承認する。

瑞舒勗

GIGAスクール構想の実施のために児童生徒にそれぞれアカウントを

作成及び配布をするが、実施機関として新しく収集等をすることとなった児
童生徒のアカウント情報、ログイン情報やWeb履歴にっいて、本人同青を
経ず収集したいため。(変更後)

記

1 16



那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会
様X△、

長コ式

1 17

'巡ず、、'"'
、ー、ーーー^

みだしのことについて、那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会へ下記のとおり諮問い

たします。

GIGAスク」ル構想実施のために本人以外の者から

個人情報を収集することについて(諮問)

諮問第 2'号

令和3年了月3伽

1 根拠

那覇市教育委員会教育長'山城良

2 案件名

那覇市個人情報保護条例第8条第2項第5号

3 諮問内容 GIGAスク〕ル構想の実施のために児童生徒にそれぞれアカウントを

作成及び配布をするが、毎年度、児童生徒の.アカウントを作成し、及び進

級の処理をするために、本人同意を経ず、小中学校から一括して在籍児童

生徒の情報を収集したいため。

GIGAスクール構想実施のために個人情報を収集することについて

記

顎女
数育長即



総務部長様

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会への付議にっいて(依頼)

那覇市個人情報保護条例第8条第2項第5号の規定に基づき、下記個人情報の収

集について審議会の意見を聴くため、案件を付議いただきますようぉ願いします。

1 個人情報の収集について

本市では令和元年12月に文部科学省が示した「GIGA スクール構想」を実現

するため、令和3年3月末までに市立小中学校における児童生徒一人一台の端末

と校内 Wi・Fi環境等を整備いたしました。

国のGIGAスクール構想で示された、児童生徒の個別最適化された学びの実現

のため、児童生徒にそれぞれアカウントを作成・配布する必要がありますが、毎

年の児童生徒のアカウント作成及び進級処理を行うにあたり、膨大な数のデータ

を処理するため、本人同意を経ず、小中学校から一括して在籍児童生徒の情報を

収集することが公益上必要と考える。

2 収集する個人情報

那覇市立小中学校に在籍する児童生徒の氏名、学校名、学年、組、番号

3 収集後の対応

暗号化した電子データをクラウドサーバーにアップロードし、委託事業者に提

供し、アカウントの作成及び保守管理を行わせる。

4 添付資料

(1)那覇市GIGAスクール学習者用端末購入及び保守業務委託契約書

(2)那覇市 GIGAスクール構想の整備について(通知)

(3)個人情報届出書案

令和3年8月5日

学校教育部長

(教育研究所)

記

1 18



屍詞'●
ザ

物品売買及び保守業務委託仮契約書

1 業務名

2 物品明細

那覇市GIGAスクール学習者用端末購入及ぴ保守業務委託
.:.

(契約.①')

努!1'添・1別表1ド.'明細'書.」のどおわ'.

tト だ ^

■!1添1、「別声・2.{武納晶楊所」のとお四

¥29'5;999;000-

n
立((肉訳》J、、翁.松 6、.、'・五

,1,二魚洲末売買契鞄.嵯儷ゑ金額
、.カ"ー.・287,573',033÷ヲ、ミ1' 、. 3

うち取.引に係る消費税及ぴ地方消費税.額(¥26,143,003、.)

うち敢引に係る消饗税及び地方消費税額.(¥26,909,00小.)

うち・取引に係る消費税及水地方消費税額(¥765,997・)

7

※契約金額内訳等は別添・.「別表'、3」の.とおり

2'回以内

^】弌=...

^、^ー,、

蔓

コヰミ、..

^ー'

.
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5,部分払

a

8

上記の物品売.買及び保守業務委託砲っいて、."発注者ど受注者は、炊の条項に
より売買及び委託契約を締・結し、信義に従って誠実にこれを履行ずるものどす
る。

行保.三_':険契約を締結し

ロ・

②保守管理業務委託に係る金額

¥8,425,967ー

'塁

社との間に本市を被保r

た'どきは免除とずる。

※Φ端末売買.契約に係る金額に限り適用あり
.....

納入期限.令和3年3月31日

保守業務委・託期問.・令和3年4月1日~令和8年2月28日(59月)
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(総則)

第1条発注者及ぴ受注者は、頭書記載の物品の光買契約について、この契約書に定めるもののほか、

仕様書、図面その他発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を

遵守し、この契約を履行しなけれぱならない。

2 受注者は、契約の目的である頭書記載の物'忌を、頭書記載の納人期限内に頭書記栽の納入場所に

おいて発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。

3 受注者は、契約のH的である頭書記載の履行期閥内に頭書記載の業務(f上様書等に定める契約の1.1

的物(以下「成果物」という。)がある場合は、成果物を含む。以、ド、唯に「業務」という。)を完

了し、成果物がある場合は、完成した成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委

託料を支払うものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれぱならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との問で用いる言語は、日木語とする。

7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者・との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び仕様禽等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及ぴ商法(明

治32年法律第蝿号)の定めるところによるものとする。

10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合

意による専属的管嬉裁判所とする。
1

(契約の保証)

第2条受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら

ない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

①契約保証金の納付

②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確突

と認める金融機関の保証

④この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し

なければならない。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としな

けれぱならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約

保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契

約保証金の納付を免除する。

5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注

者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

121



6 発注者は、第H条第1項の規定により物品が発注者に引き渡された後に、第1項第1号の契約保証金、

同項第2号の有価証券等又は同項第3号に規定する金融機関等の保証証書を受注者に返還するもの

とする。

7 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(権利義務の譲渡等)

第3条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の艮

的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
ノ

(納入物品の品質)

第4条納人物品は、仕様書等によるものとし、仕様書等に特に品質の指ボがないときは中等以上の

ものでなけれぱならない。

(納入期限の延長)

第5条受注者は、納入期限内に物品を納入できないときは、納入期限内に発注者に対して、その理

由を明示して、納人期限の延長を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の貰めに帰することができない

ものであるときは、発注者は、相当と認める日数の.延長を認めることがある。

(一括再委託等の禁止)

第6条受注者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(一般的損害等)

第7条この契約の履行に開して発生した損害(第三者に及ぽした損害を含む。)1こついては、受注者

がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)

のうち、発注者の貞めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。

(調査、,報告)

第8条発注者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況を調査し、又は受注者に対して報告
含

を求めることができる。

(貸与品等)

第9条発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の

品名、数量、引渡場所及ぴ引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借

用書を提出しなければならない。

3 受注者は、仕様考等に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった

貸与品等を発注者に返還しなければならない。

(業務内容の変更)

第10条発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の'内容を変更し、又は業務

を一時中止することができる。ごの場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があると

きは、発注者と受注者とが協議し,て定める。

(履行期間の延長)

3
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第U条受注者は、その貰めに帰することができない瓢由により、履行期間内に業務を完rすること

ができないときは＼発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができ

る。

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)

第12条契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変に

より契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は

相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

(臨機の措置)

第13条受注者は、業務を行うに当たり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置

をとらなけれぱならない。

2 前項の場合において、受注者は、必要があると認める場合は、あらかじめ発注者の意見を聴かな

ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 受注者は、第1項の措置をとったときは、直ちに、その措置の内容を発注者に通知しなけれぱなら

なし、。

(物品の納入及び検査並びに成果物の引渡し)

第14条受注者は、この契約による物品を納入しようとするとき又は業務が完了したときは、その旨

を発注者に通知しなけれぱならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わな

けれぱならない。

3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所で、前項の検査に立ち会わなければならない。

4 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることが

できない。

5 発注者は、必要があるときは、第2項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認

検査を行うことができる。この場合において、当該検査を行うときは、前2項の規定を準用tる。

6 第2項及ぴ前項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又は段損した物品に係る

損失は、全て受注者の負担とする。ただし、特殊な検査に要するものはこの限りでない。

7 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修祐して発注者の再度の検査を受けな

'けれぱならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして第1項及び第2項の規定を

適用する。

8 受注者は、成果物がある場合において、第が數前項において適用する場合を含む。)1こ定める検査

に合格したときは、直ちに発注者へ引き渡しを行わなけれぱならない。

(引換え又は手直し)

第15条受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第2項の検査に合袷しないときは、速やかに

引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなけれぱならない。この場合において、

特に発注者が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、その期間内に仕様書等に適合した

物品を納入しなけれぱならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以

内に検査を行わなければならない。

3 前条第3項、第4項及び第6項の規定は、前項の検査について難用する。
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(減価採用)

第16条発注者は、第14条第2項又は前条第2項の検査に合格しなかった物品にっいて、契約の内容に

適合しない程度が軽微であり、かっ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用

することができる。

2 前項の規定により減額する金額は、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

(所有権の移転、引渡し及び危険負担)

第17条'物品の所有権は検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から

発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。

2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品にっいての損害は、全て受注者の負担とする。

ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(売買契約代金の支払い)

第18条受注者は、'物品の納入が完了し、かっ、・発注者の検査に介格したと.き、"又は第!6条第2項の

協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当

該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入を完rし、か

つ、発注者の検査に合格したときに一括して契約.代金を支払うと定めたときは、この限りでない。

3.発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した榔から起算して30日以内

に、契約代金を支払わなけれぱならない。

(部分払)

第那条の2 受注者は、'物品の完納前に、受注者が既に納入した部分(以下「既納部分」という。)に

対する代金にっいて、部分払を請求することができる。この場合において、当該既納部分に対する

代金が契約金額の10分の3を超えない場合においては、請求することができない。ただし、発注者

が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら・かじめ、当該請求に係る既納部分の確認を発

注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕

様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者.に通知

しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とずる。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、当該既納部分に対する代金の部分払を請求す

ることができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けたΠから30日以内に部分払金を

支払わなければならない。

6 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、前4項

の規定を準用ずる。

(業務委託料の支払い)

第19条受注者は、第H条第2項の検査に合格レたときは、業務委託料の支払いを請求することがで

きる。

2.発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理し・た日から起算して30日以内

に、業務委託料を支払わなければならない。

、ノ
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(期間区分による業務委託料の支払い)

第20条受注名は、発注芥が業務の性質上.必要があると認めるときは、別記内訳書の期問の区分に1心

じて業務委託料を舗求することができる。

2 第M条及び前条の規定は、前項の規定による請求の場合に準用する。

(契約不適合責任)

第21条発注者は、納入された物品が種類、品質若しくは数量又は引き渡された成果物が契約の内容

に適合しないもOX以ド「契約不適合」という。)であるときは、受注者に刈'し、修補、代替物の引

渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を箭求することができる。ただし、当該契約不適合が発

注者の責めに帰すぺき事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と恊

議の上ゞ発注者が詣求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期問内に履行の

追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求する

こ・とができる。

(D 履行の追完が不能であるとき。

(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当堺者の意思表示により、特定の日時又は一定の期朋内に履行しなければ契

約をした目的を逢することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。

(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。

(発注者の催告による解除権)

第22条発注者は、'受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして怪微であるとき

は、この限りでない。

(1)納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込

みがないと認められるとき。

(2)正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当

たり、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

(4)正当な理山なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(5)履行期間内に完'rしないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了tる見込みがな

いと認められるとき。

(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第23条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。
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①第3条の規定に違反し、この契鉤によって生ずる債権を第'者に祺渡し、承継ざせ、又は担i朱
のを珀勺{二供したとき。

(2)物品の全部を納入すること又は業務を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3)受注者が物品の納入又は業務の履行を振絶する意思、を明確に表示したとき。
(り受注者の債務の{部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する
意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。

(5)物品若しくは業務の性質又は当事者の意思表示により、特定のΠ時又はー.定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時
期を経過したとき。

(6)前各号に掲けるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても

契約をした目的を逹するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(フ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3イW去律第77号)第2条第2方に
規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規だする暴

力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契

約代金債権を譲渡したとき。

(8)第26条又は第27条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。

(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)

が暴力団輿であると認められるとき。

イ暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している'と;思められるとき。

ウ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

工役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。

2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除する
ことができる。

(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及ぴ公正取引の確保に

関する法律(昭和22年法律第54号。以'ド「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定

に基づく排除措置命令(以下井非除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3に

おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下殊内付命令」という。)が

確定したとき。

(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治船午法律第45号)

第96条の6又は同法第198条の規定による刑力杯寉定したとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の市邱艮)
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第24条第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき郭由によるものであると

きは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。

(協議解陶

第25条発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を

賠償しなけれぱならない。

(受注者の催告による解除)

第26条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。・ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除)

第27条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)第10条の脱定により、発注者が物品の納入又は業務をー.時中止させ、又は一時中止させよう

とする場合において、その中止期間が契約期間の2分の1以上に遊tるとき。

(2)第10条の規寔により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額

の3分の2以上減少することとなるとき。

(受注者の責めに帰tべき事由による場合の解除の伽邱周

第28条第26条Xは前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。

(損害賠償の予定)

第29条受注者は、第23条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否か

を問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなけれぱならない。

この契約の履行が完了した後も伺様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(D 第23条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条

第9項に基づく不公正な取引方法(昭和叙年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する

不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合

(2)第23条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において

は、超過分につき三剖賞を請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求権等)

第30条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求tることができる。

a)納入期限内に物品を納入することができないとき。

(2)履行期間内に業務を完了することができないとき。

(3)物品又は業務に契約不適合があるとき。

(4)"加項に掲ける場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害E謝賞に代えて、受注者は、契約金額の100分の

10に相当する額を違約金として発注者の指定する期問内に支払わなけれぱならない。
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①第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)物品の納人前又は業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに

帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した甥合は、、前項第2号に該当する場合とみなす。.

(D 受注者にっいて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の

規定により選任された破産管財人

(2)'受注者にっいて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154

号)の規定により選任された管財人

(3)受注者にっいて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成U年法律第225

号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされ

る場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるとき.は、.第1項及ぴ第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号において、納入期限後に納入の見込みのあるとき又は履行朔間後に業務の完'rの見込

みのあるときは、発注者は、、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、納入期

限又は履行期間を延長することができる。

6 前項の遅延損害金の額は、契約金額(発注者の検査に合格した物品があるときは、その対価相当額

を除く。)にっぎ、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止、等に関する法律(昭和

24年法律第256号)第9条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」、とい

う。)の割合で計算した額とする。

(受注者の損害賠償請求権等)

第31条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求ずることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及ぴ取引上の社会通念に照らし

て発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

①第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)前項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。

2 第'18条第3項又は第19条第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約代金

の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額にっき、遅延日数に応じ、財務大臣決定

利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第32条発注者は、納入された物品に関し、第17条第1項の規定による引渡し(以下この条において単

に「引渡し」という。)を受けた.日から1年以内でなければ、'契約不適合を理由とした履行の追完、

損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」'という。)をす

ることができない。 L

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠

を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3.発注者が第リ鄭こ規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及ぴ第6項において

「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合にお
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いて、発注者が通知から1年が経過する1.ほでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、

契約不適合責任期閻の内に請求等をしたものとみなす。

・1 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該詰求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消

誠時効の範囲で、当該詰求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せ

ず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 引き渡された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契

約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当である

ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(相殺)

第認条発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契

約代金請求椛及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

(本契約への甸替)

第34条この仮契約は、発注者がこの契約にっいて那覇市議会の同意の講決を得たときに、その議決

の日をもって本契約に切り替わるものとする。この場合、発注者は議決のあった旨を遅滞なく受注

者に通知するものとする。

(仮契約後の議案の否決)

第35条この仮契約が議会で否決された場合においても、発注者は受注者に対し一切の責任を負わな

いt.のとする。

(個人情報の取扱い)

第36条受注者は、業務の遂行に際して取得した個人情報(個人倩報の保護に関する法律に規定する

個人情綴をいう。以下本条において同じ。)の取扱いについては、個人情殻の保護に関する法律(平

成15年法律第57号)、那覇市個人情報保護条例(平成3年那覇市条例第21別詑びに(別紙1)「個

人情級の取扱いを定める特約」を遵守しなければならない。

2 本条に基づく羨務は、本契約終了後も存続する。

(補則)

第37条この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるもの

とする。
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〔別表1

Hp chromeBookX360 H G3 EE

明細書〕

〔別表2 納晶場所〕

口
ロロ 名

那覇市立小・中学校・教育研究所

安謝小学校

2 真嘉比小学校

3 泊小学校

4 大道小学校

5 松川小学校

6

19J71P觧ABJ

安鶚柁丁目 15番28号

壺屋小学校

7

真嘉比1丁目 17番1号

曙小学校

8

泊2丁目 23番地9

銘苅小学校

9

字大道H6番地1

天久小学校

10

払y111丁目 7 番 1号

H

那覇小学校

納品台数

牧志3丁目 14番12号

松

安.岡中学校

13

石田中学校

曙2丁目18番1号

補助対象台数

銘苅2丁目3番20号

H

古蔵中学校

フ,059

天久1丁目4番1号

教育研究所

納品台数

前島1丁目7番1号

〔別表3 契約金額等内訳〕

銘苅3丁目 10番26号

397

繁多川5丁目 17番1号

補助対象外台数

383

古波蔵4丁目8番1号

546

字大道H6番地1

売買契約

184

315

型番

180

213

19J71P鱒ABJ

192

保守契約

214

448

234

610

メーカー

557

初期設定費用

597

84

ノ

305

176

780

保守費用

538

HP

268

91

286

100

491

補助対象台数

366

型番

223

271

、

補助対象外台数

' 282

292

0

4697

補助対象外

151

671

小計①

287

補助対象外

839

数量

小計③(①゛②)

114

456

4,697

消聾税等(10%)

190

825

2,362

小計②

400

単価

3

2362

556

35,000

合計

一式

35,000

3

7059

月

計

164,395,000

59

月単価

82,670,000

129,830

14,365,030

261,430,030

＼

フ,659,970

130

フ,659i970

269,090,000

26,909,000

295,999,000

升U 釆ニヒ金

.

.
'
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0 保守費用支払い

イ1;.1'il、

令和3作度

令和4午度

令和5午度

令和6作度

月数

令和7年度

12

稔

計

月額 142,813円※消費税10%含む

12

j1額 j.42β13円※消鬢悦10%含な

支払金額(消贄税及び地方消費税込み)

12

j1纈 142,813円※消費悦 10%含む

11

j1額 142,813円※消豊悦 10%含む

59

月額 142,813円※消費税 10%含'む

131

(年額

(年額

1,7玲,756円)

(年額

計 8,'125,967円

1,713,7561,1)

(年額

1,713,756 FD

(年額

1,7玲,756111)

1,570,943円)

一
)

1
J
8
1
1
2
1
9
6
巧
川
^
3
^

)
)
0
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拐1俳氏 D

姻的)

第1条本特約は、那瑚市個人情級保護条例第29条及び那覇市個人情報保護条例加行規則第17条の規
定に基づき、情綴通信ネットワーク、'情報システムの開発及び保寸、セキュリティ関連を鳥む1"級
システム関連業務全般にわたる業務委託に関して、個人情級の取扱いにっいて共通する事項を定め

ることにより、個人情級の流出防止をはじめとする保護を実現することを楓的とする。

132

(定義)

第2条この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる0
(D 個人倩報氏名や住所、電話番号及び家族構成など発注者が管理する個人に属する情蝦をいう0
(2)受注者個人情殺を取り扱う、業務の処理の委託を受けた者をいう0

(3)ログコンビュータの利用状況の記●恵又は利用状況を記録するファイルをいう。

(4)滅失等個人情級の滅失、破損、改ざん、漏えい及ぴ盗用をいう。

個人情報の取扱いを定める特約

(秘密の保持)

第3条受注者は、本契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の滅失等の防止等に関する義務)

第4条受注者は、個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、滅失寺

を防止するために必要な措置を講じなけれぱならない。

(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第5条,、受注者は、委託業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。但し、行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律第8条及び那覇市個人情報保護条例第9条に掲げる事由に該当す

る場合はこの限りではない。

2 受注者は、業務に関連して知り得た個人情報を第三者に開示、公表、及び配布等をしてはならな

い。但し、発注者から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。

(個人情祁処理の再委託の禁止または制限)

第6条受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせることはできない。但

し、発注者から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。

2 受注者が第三者に委託業務の全部又は一部を請け負わせる場合、受注者は発注者に対し当該第三

者の全ての行為及びその結果にっいての責任を負う。

1



(個人情鞁の複写及び複製の禁止)

第7条受注者は、個人婿鞁を委託疑務の目的以外に複写及ぴ複製してはならない。但し発注者か

ら書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。

2 受注者は、委託業務の冒的の範囲内であっても、複写または複製を業務遂行の必要最小限に止め
なければならない。

(個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務)

第8条発注者は、いっでも受注者に対して個人情殻の関わる管理状況を監査する権限を有する。

2 発注耆は、必要と認める場合には、受注者の事業所等に立ち入り、個人情報に係る安全管理措置
等の遵守状況を監査することができる。

3 発注者が受注者に対して個人情報保護に関わる監査を実施する場合、受注者は発注者に恊力しな
ければならない。

(個人情報の滅失等の事故発生に関する綴告鶉務)

第9条受注者は、滅失等があった場合は速やかに発注者へ穣告しなけれぱならない。

2 受注者は、滅失及ぴ破損等があった場合は速やかにシステムのログ等から原因を特定するととも

1こ、滅失等が発生した原因及び経緯に関して書面で穀告しなけれぱならない。

(委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄)

第10条受注者は、本契約終了後に発注者から要求がある場合又は法令の定めで必要がある場合は、

直ちに発注者から預託された個人情報を発注者に返却しなければならない。ただし、発注者から別

に指示がある場合は、その指示に従って廃棄又はその他の処分をするものとする。

2 廃棄の方法は、次条の定めによるものとする。

(廃棄の方法)

第U条受注者は、発注者から預託された個人情鞁を廃棄する場合は、次の各号に定める方法による

ものとする。

(D 個人情報が記裁されている書類等は、焼却、溶解又は微細に裁断する。

(2)個人情綴が記録されている機器類又は電子媒体等は、専用データ削除ソフトゥエアを利用し、
又ば物理的に破壊する。

(3)個人情殺ファイル中の個人情穀等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用tる。

2 受注者は、前項各号に定める方法により廃棄した場合は、速やかに廃棄した旨を証明する書面を

発注者に提出しなければならない。

全

(従事者への周知)

第12条受注者は、本契約の業務に従事している者に対して、在職中及ぴ退職後においてその業務

の実施により知ることのできた個人情級を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の艮

的に使用してはならないことなど、個人情級の保護に関し必要な事項を周知する.ものとする。
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(作業場所の指定等)

第13条受注者は、本契約の業務による事務の処理にっいて、市庁舎内において行うものとする0 な
お受注者は、市庁舎外で事務を処理することにっき、当該作業輪所における適正智銀の実施、 C

の他の安全確保の措置にっいてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場口は、苓缺作
業場所において事務を処理することができる。
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那覇市GIGAスクール学習者用端末購入及び保守業務委託(契約①)

1 件名:那覇市GIGAスクール学習者用端末購入及び保守業務委託(契約①)

2 入札概要

那覇市立小、中学校において、那覇市GIGAスクール構想の実現に向けて常時正常な
状態で稼働させ ICT 環境の活用、,清報活用能力の育成を目的とし学習者用端末(以下
「端末」という。)を整備し、保守業務を委託する。

(1)端末の調達(初期設定費用,設置作業含む)

(2)端末の保守業務委託

3 納入期限及び保守業務委託の履行期間

(1)端末納入期限:令和3年3月31日

(2)保守業務委託期間:令和3年4月1日~令和8年2月28日(59月)

4 端末調達

調達する端末の数量及び納入場所は、次のとおりとする。

(1)調達数 7,059台(詳細は別表1参照)

(2)納入場所小学校10校・中学校3校・那覇市立教育研究所(詳細は別表1参照)

5 端末調達・保守業務委託の概要及ぴ基本条件

【端末】

(1)調達する端末は、品質・耐久性に留意し、選定すること。

(2)サプライチェーン・りスクに考慮した端末を選定すること。

(3)調達時点で最新バージョンのOS をインストールすること。

(4)受注者は端末調達だけでなく、那覇市全体の設定作業(基本設計、詳細設,十、要件
定義など)を行うこと。そのために、必要な各申請サポートや、各種登録設定にっ

仕様書

推奨する設定等を提案のもと、那覇市立教育研究所職員(以下.「研究所職いては、

園j という。) と協議・決定すること。端末として適切に運用するために必要な設定
作業を行うこと。

※契約①~契約④を含め組織部門を作成する。

※Chrome Education upg始de の販売りセラーの知見が必要な作業内容となります。
① G suite for Educ.ation 申言青サボート

②特権管理者権限の保持

③エン江ールアカウントの作成

④管理者権限の設計

⑤組織部門(0の作成(ノレール適用範囲設定等)

⑥ユーザー管理ポリシーの新規作成ルール

⑦グループアドレス登録

⑧各種アプリ登録
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⑨ Vault (監査ログ)管理

<以下、契約①の学校分のみ>

⑩各学校の学習者及び、各学校の指導者用アカウントの新規作成

※指導者用アカウント数(450人程度)

⑪ユーザー設定

⑫アプリケーシ"ン設定

⑬ブラウザ拡張機能設定

⑭.各学校ネットワーク設定

※上記作業中、①~⑨については、本契約締結から1ケ月以内に研究所職員と

定し設定等を行うこと。円滑な構築、活用の実現のため、管理権限等を用いた役割分

担を設計し、他の端末調達案件(契約②~④)の受注者(以下「他受注者」という)

に必要な情報がある場合は、研究戸職r及び他受注者へ指示、提供を行うとと

U tade を利用し、エンロールメント及びプ※管理コンソールは ChTome Education

ロビジョニングを行うこと。

※上記1~⑭以外で、端末設定及び管理上で必要不可欠な設定がある場合は、その設

定笠^

(5)納入する端末には、研究所職員が指定する、名称、番号、導入日等を記載した経年

劣化しにくいテープラベル(管理ラベル)を貼り付けること。

※学校へ納入前にデモ機を提示し研究所職員の承認を得ること。

(6)納入、設置作業については事前に納入計画書を作成し、学校、研究所職員の指示に

従い、所定の充電保管庫偶リで設置する)にACアダプタを配線して設置すること。

※「納入」とはすべての仕様を満たし正常な状態で稼働できる状態とする

(フ)各学校において、学校職員又は、研究所職員の立ち会いのもと、端末の動作確認を

1テうこと。

(8)搬入作業は施設等を傷つけることの無いように万全を期すこと。誤って損害が発生

した場合は、受注者の責任において対応すること。

(9)梱包等に使用されたダンボール、ビニール等については、受注者の責任を持うて

回収及び廃棄すること。

【保守】(保守期間:令和3年4月1日~令和8年2月28 田

(1の保守期間中の拡張保守(オンサイト保守)は、障害対応.1次切り分けから障害復旧

まで、.受注者が責任を持って迅速に対応すること。ただし、修理に時間がかかる場

合は、各学校に準備する予備機にて代替機で対応し、修理完了後は、当初設定の環

境まで復元すること。

(1D 保守期間中、障害発生において、原則 1日以内に責任を持って対応すること。翌日

以降の復旧対応の場合は、予備機での対応とする。

a2)有償修理に伴う見積が発生した場合は、見積に係る費用は発生しないこと。

(13)障害対応窓口を一本化し、メーカーと協力し迅速な復旧に努めること。

a4)端末の操作問合せ、障害対応等の受付対応として、電話、F腿、電子メールのいずれ

の方法でも受付が可能であること。

整、決

136



電話対応の時間はイ原則として土曜,日曜0祝日・年末年始 a2月29日~1月3 恥

障害対応完了後は、受注者様式の穀告書を PDF型式にて、研究所職員へ提出するこa5)

と。

を除き、毎日午前9時から午後5時とする。

保守期間中、年度更新に伴う卒業生、新入生及び異動に伴う指導者のアカウント削(16)

除'作成の更新処理作業を行うこと。年度途中の転入出の学習者、指導者にっいて

(17)その他、技術的なサポートとして研究所職員へ操作方法、設定方法の助言、有犬な
情報の提供等を行うこと。

a8)その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合その他特に必要がある場
合は研究所職員と事前に協議のうえ、、指示に従うこと。

【人札金額】

(1の入札金額には、本仕様書に記載した全ての事項(端末調達、各設定作業、搬入等一
式、保守等)にかかる費用を含めて積算すること。入札金額は、消費税及び地方消
費税を含まない金額を記載すること。

も同様に行うこと。

※転入・転出・人事異動に半う、他受注者間の学校異動がある場合も対応すること

孚 6 提出書類

次の表に記載された資料を令和2年12月28日までに提出すること。

0

NO

を

1 端末のMACアドレスー覧(電子媒体)

NO

次の表に記載された資料を納入期限までに提出すること。

1

2

機器一覧表俳氏及び電子媒体)

3

学習者用、指導者用アカウントー覧表(電子媒体)

4

納入機器等の保証書

5

管理コンソールの設定内容(電子媒体)

提出資料
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※資料にっいては日本語で作成し、紙媒体及ぴ改変できる電子データ(光学メディア)を提
供すること。必要に応じて改訂し、変更した際はその都度提供すること。

※「機器一覧表」には、機種名、製造番号、 MACアドレス、管理番号等を記哉する。

機器の取扱説明書・付属品

提出資料

日

7 機密の保持

【機密の保持事項】

(1)受注者は、研究所職員の許可なく本業務で知り得た情報や資料等にっいて、公表し

てはならない。また、第三者に対し情報を漏洩しないよう十分な配慮をすること。
(2)受注者及び業務従事者は、業務上知り得た情報にっいては、第三者に漏洩し、又は

ほかの目的に利用してはならない。本契約終了後または解除後においても守秘義務を
負うものとする。

(3)本業務で新たに作成された成果物の著作権は、那覇市に帰属するものとする。
41

那覇市立教育研究所

提出先

那覇市立教育研究所

提出先

納入各校・研究所
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小中学校校長

(職員各位)

日頃より、那覇市立教育研究所の事業に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。

令和元年12月に文部科学省が示した「GIGA スクール構想」の実現につきましては、

新型コロナウイルスの感染症を受け、当初計画を前倒し、令和2年度に児童生徒一人一台

のタブレット端末と、校内通信ネットワークを一体的に整備するととになりました。

本市においても、令和2年度において、タブレット端末購入、校内Wi・Fi環境整備が終

了することが出来ました。

教職員、皆様の御協力を頂き、年度内で整備するととが出来ました、感謝申し上げます。

令和3年度から、運用開始となりますが、年度末まで全校への購入・環境整備を行って

いたのが現状となるため、運用ルーノレ等について学校現場への周知が遅くなっており申し

訳ありません。基本的な運用について、周知をよろしくぉ願いします。

那覇市GIGAスクール構想の整備について(通知)

令和3年4月22日

【児童生徒のタブレット端末】

①各学校、児童生徒一人一台のタブレット端末を整備、タブレット端末は「chromeBook

端末」(HP製品)を使用し、教師用のタブレット端末には「HP E、1iteX2G4」を使用

します。教師用タブレット端末は校務・授業いずれにも使用できます。

※ChromeBookは、 GO0牙leが提供する ChromeoS を搭載したパソコンです

② GO0曾le が提供する、クラウドサービスの「GO0宮leworkspace」を利用します。

③タブレット端末は、小学校在籍、中学校在籍中、同じタブレット端末を同じ児童生徒が

使用します。通常の教具と同様に取り扱いますので、児童生徒には大切に使用すること

を指導してください。(る皮損時などは教育研究所で業者と調整をし、交換等対応いたし

ます)

④通常の保管は、各教室に整備する「充電保管庫」で行います。「充電保管庫」は夜間に

輪番で充電を行うよう設定されています。

⑤タブレット端末は校内で使用することを基本としますが、新型コロナウイルス感染拡大

等で学校休業等の場合に持ち帰り使用できます。(詳細は改めて通知いたします)

⑥年次的なタブレット端末の不足に関しては、余剰タブレット端末を保有する学校間で研

那覇市立教育研究所

所長宮里寧
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究所が調整し配布します。

【アカウン団

①児童生徒用アカウントは、小学校入学から、中学校卒業まで同じアカウントを使用しま
す。パスワードは原則変更じないで利用しますので適切に管理願います。また、転出

転入による児童生徒の増減の際は教育研究所に報告願います。

②児童生徒用アカウントは進級処理、教師用アカウントは人事異動上の処理がありますの
で、毎年度初めに名簿の提出が必要です。

【校内W'i-Fi環境整備】

①新たに、児童生徒一人」台を使用して授業展開するために、 GIGAスクール用として各
学校に既存のLAN とは別に授業用の校内LAN及びアクセスポイントを設置します。

GIGAスクール用の W'i・Fiは「目i客@.78_edu」を使用します。(全校共通) GIGAスク
ール用のWi・Fiのパスワードは適切に管理し、児童生徒に知られないようにしてくださ
し、

②GIGAスクーノレ用のWi・FHこは個人PCやスマートフォン等を接続しないようにお願い
します。今後、 GIGAスクーノレ用Wi・Fiについては八仏Cアドレスで校内端末以外から

の接続を佑邪艮することを予定しています。

③既存の有線1厶N、インターネット回線は「校務用」として今までと同じ活用をします。

【1CT支援員派遣】

① GIGAスクールに係るICT機器の活用のためにICT支援員が巡回し、授業支援や助言、
提案、操作支援等を行います。

② ICT支援員は一人あたり8校もしくは9校を選任として担当します。

(支援内容及び訪問スケジュールは4月2日と4月9日にインフォメーシヨンにそれぞ

れ掲載しています)
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第1号様式(第22条関係)

那覇市長宛

那覇市個人情報保護条例第7条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

届出担当部課

個人情報管理責任者

個人情報業務届出書

業務

業務

の

個人情報の対象者

名称

学校教育部教育研究所

の

業務の開始年月日

教育研究所所長

目

那覇市教育委員会教育長山城良嗣

的

GIGAスクール構想に係る児童生徒アカウントの作成

GIGAスクール構想に係る児童生徒アカウントの作成

基本的事項

年

口個人番号

仍氏

口住 ,

口性 呂1

口生年月日

口国 日

口本 日

口続

口親族関係

口婚姻離婚

その

(児童生徒ア

カウント)

市立小中学校に在籍する児童生徒

月

電話 917-3441

令和3年4月1日

一般的取扱事項

日

社会的活動

口職

口地イ、

口学歴

口資格

口団体加入

口賞罰

口学業成績

口勤務成績

その

(学籍情報)

経済的活動

口収入

口資産状況

口公租公課

口経済取引

口公的扶助

他口その

個人情報の収集方法

口健康状態

口容ン

口病

口障がい程度

口その他

口思想

口支持政党

口趣味嘴好
口その他

個人情報の収集時期

制限的取扱事項

思想・信条等

本人への通知方法

上記事項を取扱う理由

個人情報の記録形態

その他

口本人図本人以外(本人同意・法令等・公知性・緊急性・審議会)

口宗教

口主義主張

口犯歴等

備

店定期(3月~4月)口随時(

(注)那覇市個人情報保護条例第7条第3項の届出をする場合は、その理由を「備考」欄に

記入すること。

図文書口口頭口告示

口通知不要

(那覇市個人情報保護条例施行規則第3条第2項第

口文書口図画店電磁媒体口その他(

考 届出が必要であることを失念していたため事後届出となった
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第1号様式(第22条関係)

那覇市長宛

那覇市個人情報保護条例第7条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

届出担当部課

個人情報管理責任者

個人情報業務届出書

業務

業務

の

個人情報の対象者

学校教育部教育研究所

名称

の

業務の開始年月日

教育研究所所長

目

那覇市教育委員会教育長山城良嗣

的

GIGAスクール構想に係る児童生徒アカウント等の管理

GIGAスクーノレ構想に係る児童生徒アカウント等の管理

年

基本的事項

市立小中学校に在籍する児童生徒

口個人番号

名口氏

所口住
別口性

口生年月

口国 日

口本 日

口続

口親族関係

口婚姻離婚

臼その

(児童生徒ア

カウント)

月

電話 917-3441

令和3年4月1日

一般的取扱事項

日

の

社会的活動

口職業

口地位

口学歴

口資格

口団体加入

白賞罰
口学業成績

口勤務成績
の

(学籍情報)
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経済的活動

口収入

口資産状況

口公租公課

口経済取引

口公的扶助

口その他

個人情報の収集方法

口健康状態

口容姿

口病歴

口障がい程度

口その他

口思、想、

口支持政党

口趣味噌好

口その他

個人情報の収集時期

制限的取扱事項

思想・信条等

本人への通知方法

上記事項を取扱う理由

個人情報の記録形態

ロログイン履歴

図W那履歴

その他

口本人詞本人以外(本人同意・法令等・公知性・緊急性・審議会)

口宗教

口主義主張

口犯歴等

備

口定期(

(注)那覇市個人情報保護条例第7条第3項の届出をする場合は、その理由を「備考」欄に

記入すること。

仍文書口口頭口告示

通知不要

仞K覇市個人情報保護条例施行規則第3条第2項第

月~

口文書口図画仍電磁媒体口その他(

考 届出が必要であることを失念していたため事後届出となった

月)仍随時(

号に該当)

身、
し

個
人
情
報

ロ
ロ
ロ

記
録
の
内
容



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  審査会の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答申第1号

第1 審査会の結論

那覇市長(以下「実施機関」という。)が、令和2年10月20日付け那まま第107号並びに

令和2年10月27日付けの那まま第Ⅱ0-2号及び那まま第Ⅱ1-2号により行った保有個人

情報不開示の決定について、審査請求人と実施機関が当事者となった換地処分~取消訴訟

に係る実施機関と実施機関の顧問弁護士との調整を記録した文書(以下「本件保有個人情

幸&」という。)の全てを不開示としたととは妥当ではなく、不開示情報と区分できる「取

扱い注意」と記載した部分及び弁護士調整の日時、場所等を記載した部分(以下「小見出

し部分」という。)については、開示することが妥当である。

答申書

第2 審査請求に至る経緯

1 審査請求人は、令和2年10月6日及び同月15日付けで、那覇市個人情報保護条例(平

成3年那覇市条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定により、実施機関に対

して、

(1)曙青求人が原告となった換地処分取消訴訟に係る那覇市と弁護士の調整協議等記

録の全音山(以下「開示請求①」という。)

(2)「換地処分取消裁判の那覇の控訴に関する起案書一式q旦し、訴状を除く)並びに

那覇市の調整言己録全部」(以下「開示請求②」という。)

(3)「換地W分取消裁判に係る上告の那覇市起案書一式全音原但し、上告申し立て書

除く)並びに市の調整言改粂全部」(以下「開示請求③」という。)

との内容の保有個人情報の開示請求を行った。

2 と.れに対して実施機関は、令和2年10月20日及び同月27日付けで、条例第18条第1

項の規定により、開示請求①並びに開示請求②及び開示請求③のうち調整=己録全部に

ついては、本件保有個人情報と特定し、それぞ才坏開示とする決定(以下「本件3処づJ~」

という。)を行い、開示請求②及び開示請求③の起案書一式については、それぞれ開示

の決定を行い、同条第3項の規定により、審査請求人に対し書面(那まま第107号、第Ⅱ0

-1号、第UO-2号、第111-1号及び第111-2号)により通知した。

3 審査請求人は、令和3年1月15日、本件3処づJ~を不服として実施機関に対し、 3件

の審査請求をした。

第3 審査請求人の主張の要旨

1 審査請求書における審査請求の趣旨及ひ理由

・裁判は終結したので、那覇市は士地区画整理事業者の有権舮キ釈者として違法な法律

解釈に至った弁護士調整記録(本件保有個人情報)は行政の透明性確保の観点から開示
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すべきである。土地区画整理法の違法"獣は直ちに、市民の財産権の侵害になる。

.開示しても那覇市の事業責任者及て斯テ政の有櫛厭者としての法的地位に不利益を

及ぽすことはない。

.行政処分は権力作用であり、民事ホ分争の和解新,のように和解解決にはなじまない。

2 反論書における主張の要旨

(1)那覇市の担当者等とは4度面会したが、3度は情報の先取取集の役害4で、解決に

向けた話し合いではなかった。(4度目の)部長との話し合いも、合理的な根拠説

明等はなかった。ほかに副市長とも会った。いずれの話し合いも本件解決に向け

論点整理できる内容ではない。

また、(市長名の)文書は、審益青求人が論点整理するため求めたが、文書内容は、

判決書を引用しただけで、何ら根拠となる角鞠吸U喚地処分違法条項と倫理的(原文

まま)に整合性のある説明は、全く記載はない。

(2)原審及て村空ゞ訴審で、那覇市が卵也を買収し審査請求人に帰属させる、という同じ

内容の和解案が提示されたが、和解協議が繰り返された事実はない。いかにも審

査請求人が裁判所の「和解勧告」を無視したような「印象操作」の意見である。

また、「行政列扮に和解はなじまない」・について、

①「事情判決」は法治主義の原則の例外と解されている。取り消すことによる公

の利益と原告らの損害禾リ益回復等の一切の事情を比糊錨量し、公の利益が大きい

場合は、法治主義の例外として処分~を取り消ししないとするものである。行政処

分の和解も法治主義の例外で、行政法で通説となっているのは行政処分では和解

を否定する考えである。

②行政処分の効力について和解を容易に認めると、処分~庁は「行政処分~の公定力」

の効果を濫用する恐れがある。違法な行政処分を行っても、後で、被処分者が争

つたら和解で是正すれば良いとなり、「公定力の効果」を悪用される恐れがある。

③和解は事実上の行政処分の変更でゞ法治主義の原則に反する。和解内容が行政

処分の内容に比較し被処ノ分者に不利益な内容の場合は、被処ノ分者に事実上、不利

益熨UJ~を行ったことになる。

那覇市が提案している「卵也を原告らに帰属させる手吹礫」は、事実上の換地

処分変更で、原告らに明らかに不利益な提案である。

(3)本件訴訟に係る事務について、訴訟期間中は、那覇市の当事者としての地位を

害するおそれがあることから「不開示情報」とするととに問題はない。しかし、

裁判終結後は、那覇市の有権角羣釈権限者としての法律解釈の意思決定過程を明ら

かにすることは、那覇市がどのような解釈で違法角¥釈を行ったのか検証するとと

は、再度違法解釈を防止する観点から重要である。那覇市は未だ原告らと交渉中

との考えであるが、解決にあたっては換地処分が違法と指摘された条項を治癒す

る方法で角早決すべきである。正しい法舗¥釈で論点整理する場面で、駆け引き交

渉で解決するものではない。
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(4)双方娜覇市と審査請求人等)は、対等な立場ではない。市は処分庁として、自ら

違法処分をした原因を究明し、その原因を原告らに説明し、原告らの損害回復賠

償方法として具体的妥当性のある説明責任がある。「手の内情報」があるなら、開

示し法律上の論点整理することが早期の解決方法である。

市長は、最高裁判所不受理の決定を受け、議会で「本市の行政処分が違法とい

う結果を重く受け止めまして、・・本件の解決につきましては、誠意をもって対

応し、早期に解決を図ってまいりたいと考えています。」と答弁している。しかし、

実際の那覇市の対応は、所謂「事情判決」の公の利益と原告らの損害補償等の比

較衡量の那覇市の都合の良い例示に飛びつき、曲解し、那覇市が造成工事を行う

と、住民監益青求訴訟が提起されると、再度、誤った解釈を重ねている。

国の「不当」裁決(再審査請求)では、「不当」を治癒する解決方法として造成工

事を申し出ていながら、確定判決の「違法」判決(換地処分取消訴訟)を受けて造

成工事は違法支出と解釈している。この解釈は国の裁決後の解釈と比較して著し

く矛盾した解釈である。換地処分は換1僻泉に合わせて施行者が造成工事するとと

は鉄則で、士地区画整理制度の支柱である。

那覇市は、確定判決後は、いたずらに駆け引きするような交渉は止め、法令順

守の観点から解決方法を探るべきである。そのためにも情報公開による論点整理

が必要である。

(5)開示によって那覇市の有権角厭権限者としての地位が損なわれ、不利な交渉にな

るとは全く推測できない。現に那覇市は裁判終了後に、「顧問弁護士法律卜R調佶果

報告書」(平成29年1月5日の弁護士相談の記録)を公開(開示)している。この公

開(開示)文書は、今般、情報公開請求している情報(本イ牛保有個人情報)と同じ性

格の文書である。当該文書の開示により、今日まで市側に一方的に不利な内容の

交渉が起きていることは到底考えられない。正しい解決を双方で論点整理するた

めに情報公開すべきである。

第4 実施機関の説明の要旨

1 本件3処ラコ~の不開示決定通知書の「開示しない理由」は、全て次のとおり記載して

いる。

「(根捜蜆定那覇市個人情報保護条例第12条の2(6)のイ)(原文まま)

本件が終局的に解決していない現段階(裁判外和解協議中)においては、那覇市は尚

も交渉または争訟の当事者の立場にあり、その調整及び協議の内容を開示するととは

当事者の地位を不当に害するおそれがあるため。」

2 実施機関の説明は、おぉむね次のとおりである。

(1)当該換地処分取消訴訟は、原告の請求は棄去Πするが、行政庁仞K覇市)が行った換

地処分は違法であるとする所謂事情判決が確定したものである。判決後、本件の

解決に向けて、審査請求人と4度面会し、市長名の文書(令和3年1月5日付けで、
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「判決文に示された解決方法に基づいて、話し合いを続けてまいりたい」旨を記

した文書)も送付している。しかし、本市の考え方と審査請求人の要求に乘離があ

り、末だ解決に至っていない。

(2)審査請求人は、「行政処分、は権力作用であり、民事新,のように和解解決にはな
じまない。」と主張するが、本件においても、第一審及て腔訴審において、裁判所

からば繰り返し和解勧告がなされ、和解協議が繰り返された。

(3)弁護士は法律的に守秘義務を負っているが、言い換えると、秘鰭が保持されると

とを前提にその業務を行っている。一般に公表されないのが当然とされている顧

問弁護士との相談や協議内容が広く開示されるような体制であれば、顧問弁護士

が本市から法僧口談を受けることを敬遠し>顧問弁護士井口談する適切な機会の

確保について支障を来たしかねない。

本市は、顧問弁護士からは、お互いのイ言頼関係の中で、立ち入った情報を参考と

して教示されることや、自己の見解や見通しについて忌悼のないアドバイスを受

けてぃるが、その中には訴訟当事者に知られることで訴訟の進行に支障を来たす

ことが予想される情報も含まれている。弁護士は、それらの情報の秘匿性が担保

されてぃること、また、自らに課された守秘義矛劣を前提に実質的な意見や見解を

述べるものであるが、仮にそれらの協議内容が、訴訟終了後ではあったとしても

将来的に開示される可能性、ましてや相手方当事者に開示される可能性があると

なれば、弁護士は、およそ一般論としての1艮1亥でしか意見や見解を述べられず、

個別具体的な法樹口談や訴訟対応等にっいての実質的な意見やアドバイスを述べ
ることが極めて困難になる。これは相談を依頼した市の側からすれば、有用な法

的見解や情報を得る機会が奪われるととを意味するものであり、当事者としての

地位が不当に害される。

(4)本件にっいては、解決に至っておらず、審査請求人との交渉を未だ継続中であり

(審査請求人が擁壁工事や建物の補償等を要求している)、訴訟中の検討段階の情

報が開示されると、本市と顧問弁護士間でしか分からない言い回しや内容省'略等

もあり、審査請求人に無用な誤解を与え、混乱を招くことが考えられる。さらに

協議録(本件保有個人情報)には審査請求人側に提案する和解案にっいての根拠や

方針、対応策なども含まれている。

訴訟に係るこれまでの実施機関と顧問弁護士のやり取り及び顧問弁護士の見解

の要旨が記録されている一連の記録は、実施機関が内部的に行う決定や対応方針

の決定に大きく影響を及ぽす情報で、いわゆる手の内情報である。一般的に協議・

交渉を行う際に、このような手の内情報が相手方当事者に片面的に伝わり、他方

において、相手方当事者の情報は秘匿されているという状態になれぱ、双方が対

等な立場において公正・公平な協議・交渉を行い得ないことは明らかである。

(5)審査請求人に対し開示(令和2年9月11日付け開示決定通知)した「顧問弁護士

法倒a談佶果報告書」は、審査請求人の照会文書に対する本市の回答文書(平成29
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年1月19日付け送付)について、弁護士と相談した際の記録である。回答は、本裁

判前の県、国の裁決を踏まえたものであったが、判決により行政不服審査の裁決

は上書きされ、判決理由書で角早決方法等が示された今とは状況が全く異なってい

るととから、当該記録は意味をなさなくなった資料と解し、開示を決定したもの

である。

第5 審査会の判断

1 はじめに

本件3処づJ~及びそれに対する3件の審査請求については、同様の内容で同じ理由に

よるものであるため、当審査会において併合して審査するとととした。

2 本件保有個人情報について

本件保有個人情報は、審査請求人が原告となった換地処分~取消訴訟の第一審から上

告に至るまでの那覇市職員と顧問(訴訟代理人)弁護士との訴訟事案に関する調整内容

の要点等を調整日ごとに追記している記録(公文書)である。

3 不開示決定の理由の妥当陛について

(1)条例第12条の2第1項第6号イについて

条例第12条の2第1項は、実施機関は、開示請求があったときは、保有個人情

報に不開示情報(同項第1号から第7号までに掲げる情幸脚が含まれる場合を除き、

開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないとする原則開示

を義務付けるとともに、不開示情報の範囲についてダ嘱己している。

同項第6号では、開示するととにより実施機関又は国等の公正又は適正な1哉務

測テが著しく妨げられるおそれがある清報が「不開示情報」とされ、そのーつと

して「イ舞勺、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地

位を不当に害するおそれ」を掲げている。

第6号イの規定の趣旨は、争訟等に係る内部的方針等に関する情報が正規の交

渉等の場を経ずに相手方当事者に漏れるととにより実施機関の当事者としての地

位が害されるととを防止するととが意図されている。そして、同規定に言う情報

は、争訟の帰すうに影響を与える清報のすべてを指すものと解するのは相当でな

いが、現に係属し又は係属が具体的に予想される事案に即した具体的方針(事件の

見通しなどの浮動的な法律解釈や事実認定に関する郭頁、処理方針が含まれる。)

に限定されると解すべきではなく、当該実施機関が行うことのあるべき争訟に対

処するための一般的方針をも含むものと解するのが相当であるといえる(最判平

成H年H月19日参照)。

この点、争訟の当事者とその顧問弁護士との間の当該争訟についての調整は、

そもそもの性質として、公開されないととを前提として、当該争訟における当事

者の具体的対処方法を検討し決定するために、相談や協議という方法で行われる

ものである。そのため、争訟の当事者とその顧問弁護士との間の当該争訟につい
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ての調整内容自体についての情報を公開することは、新,において一方当事者の

利益擁護を使命とする弁護士と当事者との間で、争訟についての相談・協議を行

うこと自体を著しく困難にさせ、当事者が弁護士から忌障のないアドバイスを得

る機会を奪われるととにっながり、また、将来の同様な争訟等の調整に重大な支

障を及ぽし、実施機関の公正又は適正な1哉務測テが著しく妨げられるおそれがあ

るといえるものである。したがって、一般的に、争訟に係る顧問弁護士との調整

内容自体にっいての記録は、上記参照判例に照らしても、条例第12条の2第1項

第6号イに該当するというべきである。

(2)条例第12条の2第1項第6号イの該当性について

次に、本件保有個人情報が、条例第12条の2第1項第6号イに該当するかにつ

いて検討するに、本件保有個人情報は、開示されないととを前提として、本市の

担当者と顧問弁護士との間で、審査請求人と本市を当事者とする争訟について、

具体的対処方法にういてなされた相談や協議の内容が記載されている。したがっ

て、上記(1)に照らし、本件保有個人情報のうち顧問弁護士との間の相談・協

議内容自体の記載は、条例第12条の2第1項第6号イに該当する。

なお、本件においては、当該換地処分取消訴訟は終結しているものの、所謂事

情判決により.違法とされた換地処分に伴う審査請求人等の損害にっいては解決に

至っておらず、これまで数度の話し合いがもたれていることや、審査請求人の反

論書にある記載からすれば(反論書23頁、40頁)引き続き争訟が予想される状態と

いえることからも、上記の不開示とすべき理由が強く該当するといえる。

4 条例第松条の2第2項倍"分開示)についての検討

条例第12条の2第2項は、「実施機関は、・・・、不開示情報に該当する情報とそれ

以外の情報とを合理的かっ容易に区分するととができるときは、前項の規定にかかわ

らず、不開示情報に該当する部分を除いた部分を開示しなければならない。」と部分開

示について規定している。

当審査会が、本イ牛保有個人情報を見分したととろ、本件保有個入情報は、大きく「取

扱い注意」と記載した部分、14か所の小見出し部分及び弁護士調整内容を記載した部

分の3つに区分することができる。

「取扱い注意」と記載した部分及び14か所の小見出し部分にっいては、弁護士調整

内容自体の記載部分とは合理的かつ容易に区分できるので、開示するととが適当であ

る。

5 なお、実施機関が、令和2年9月Ⅱ日付けで審査請求人に開示した「顧問弁護士法

律キロ談結果報告書」に記録されている顧問弁護士との相談内容は、照会文書に対する

回答文書案にっいての事実関係の確認等にとどまり、争訟の具体的方針等を含むもの

とは認められない。よって、この点で本件保有個人情報とば性質が異なるものといえ

るので、本イ牛保有個人情報について上記結論とすることに問題はない。
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6 まとめ

以上のととから、当審査会は、「第1

第6 熨奥経過

当審査会の処理経過は次のとおりである。

令和3年2月12日・審査会への諮問書を受領

令和3年4月13日・令和3年度第1回審査会

実施機関職員からの説明及ひ聴取、案件審議

令和3年6月10日・審査請求人からの反論書を受領

令和3年7月6日・令和3年度第2回審査会

案件審議

令和3年7月26日・実施機関からの意見書受領

令和3年8月6日・令和3年度第3回審査会

案件審議

令和3年8月24日・令和3年度第4回審査会

案件審議

令和3年9月14日・令和3年度第5回審査会

案件審議

令和3年10月11日・令和3年度第6回審査会

答申書の確定

審査会の編倫」のとおり判断する。

那覇市情報公開・個人情報保護審査会

副会長(会長代瑠当山恵子

委員仲地博

委員林千賀子

委員渡名喜庸安

(令手船年8月31日退任)

,
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答申第2号

第1 審査会の結論

那覇市長(以下「実施機関」という。)が、令和3年9月29日付け那とみら第244号によ

り行った保有個人情報不開示の決定について、拒否処分の理由付記に玻疫があるので、

これを取り消し、また、子の入園先、母の住所及び連絡先を除く部分については、開示

することが妥当である。

第2 諮問に至る経緯

1 と.どもみらい課は、令和3年9月6日、審査請求人の代理人弁護士から、審査請求

人の子が母により自宅から連れ去られ、母親が那覇市において子ども・子育て支援法

による支給認定申請する可ヨ尉生があるが、審査請求人はそれに同意していないので、

認定しないことを求める旨の書面(令和3年9月1日付け、こどもみらい課担当者あて

の書留内容証明郵便物)を郵頁した。とどもみらい課1競員は、既に認定済みであったと

とから、その旨を代理人弁護士に伝えた。

2 審査請求人は、令和3年9月17日、実施機関に対し、那覇市個人情報保護条例(平成

3年那覇市条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定により、子(本人)の法定

代理人として「子f北の入園先が特定できる静頁」とする保有個人情報の開示請求(以下

「本件開示請求」という。)を行った。

3 実^関は、本件開示請求に係る保有個人情報が記載された文書(以下「本件対象文

書」という。)を特定し、令和3年9月29日付けで、本件文書について、条例第12条の

2第1項第3号の規定を根拠として「開示請求者(前条第2項の規定により法定代理人

等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報に該当するため」との理由を付して保有個人

情報不開示決定(以下「本イ牛処ノ分」という。)を行った。

4 審査請求人は、令和3年10月1日、本件処分を不服として審査請求(以下「本件審査

請求」という。)を行った。

5 実施機関は、本件審査請求に対し、保有個人情報不開示決定夕野コ、は妥当であるとす

る弁明書を作成し、それとあわせて反論書等の提出期限を令和3年Ⅱ月5日までとす

る書面を令和3年10月8日付けで審査請求人に送付した。

6 と.どもみらい課は、令和3年10月14日、審査請求人の代理人弁護士から、上記1と

伺内容の再度の通知を受領した。

7 実施機関は、審査請求人からの反論書等の提出が期限までになかったととから、令

和3年H月16日、条例第21条第1項の規定により、本審査会に諮問した。

答申書
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第3 審査請求人の主張の要旨

審益青求人の主張は、審益青求書、代理人弁護士からの通知書面等からすると、概ね

次のとおりである。

1 開示してほしい。週五でわたしが監護していたにも関らず、嫁が子t北を同意なしに

連れ去り、子1辻をかくしている。(審査請求書)

2 認定保育園などの嬬艾との契約には父母の合意が必要であり、子ども・子育て支援

法の支給認定により母が同法の支給認定保護者となり入園手続きがなされると審査請

求人の親権が重大に侵害されることから、認定しないことを求める。(代理人弁護士か

らの通知書面)

3 保有個人情報不開示決定通会口書にある不開示の理由には、納得できない旨の発言が

あった。(審査請求書提出時の受付窓口での発言)

第4.実施隣関の主張の要旨
実施機関の主張は、弁明書からすると、概ね次のとおりである。

1 審査請求翫己載事実の認否

請求人の「週五でわた'しが監護していたにも関わらず、嫁が子供を同意なしに連れ

去り、子「ヰをかくしている」という主張は、本市においては事実かどう力司潅認、できな
し、

2 本件審査請求に対する意見

本件は、弁護士の通知にある那覇市内の住所に子が周主しているとし、子の通う保

育園にっいて、'情報開示を求めるものである。審査請求書にある子の連れ去りが客観

的に示されないととから、請求人に情報を開示することにより、子の今の生活に影響

を与えるおそれが全くないとは言えない。

よって、那覇市個人情報保護条例第12条の2 (3)練文まま)の規定に基づき、不

開示とした本イ牛処ノ分は妥当である。

また、請求人と子の母は、離力昏調停を予定しており、今後裁判所における話し合い

を通じて、子の親権者等を決めていくととになるが、馳昏調定中 U亰文まま)の子と

の面会交流にっいても、調定練文まま)の中で決定すべき亨頁であり、本市が請求

人への情報を開示することで、実現すべきものではないと判断する。

第5 審査会の判断

1 本イ牛処分の理由付記について

許認可等の拒否処分を行う場合に、那覇市行政手続条例(平成9年那覇市条例第38

号。以下「行政手続条例」という。)第7条第1項は「市長等は、申請により求められ

た許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を

示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた

審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、

、

151



当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は淵寸詠頁その他の申請の内容

から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」と規定

している。

本イ牛処分は、条例第18条第3項に規定する拒否決定の処分であることから、その理

由付記については、行政手続条例第7条第1項の規定により理由の提示の義務が生ず

るものである。

行政手続条例第7条第1項、行政手続法(平成5甲去律第朋号)第8条第1項その他

の法令の規定による拒否決定処分を行う場合の理由付記は、「いかなる事実関係に基づ

きいかなる法規を適用して拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知し

うるものでなければならず、単に拒否の根捜蜆定を示すだけでは、十分でない」とさ

れる(最高裁昭和60年1月22日第三小法廷判決参照)。

本イ牛処分についてみると、単に拒否の根拠規定を示しているだけであって、いかな

る事実関係に基づき拒否されたかを申請者(審査請求人)が了知できるものではないと

とから、那覇市行政手続条例第7条第1項の規定の趣旨に反していると言わざるを得

なし、

2 条例第12条の2第1項第3号の該当性について

本件の不開示理由に関し、実施機関の弁明書「本件審査請求に対する意見」(前記第

4の2に記載の意見)においても、条例第12条の2第1項第3号に規定する「(本人の)

生活を害するおそれ」の該当性について、適確に説明しているとは言い難い。なお、

同意見中「また、請求人と子の母は・・・」以後の部分は、審査会の判断においては、

採用しない。

本件の審査請求書その他の資料等から検討するに、審査請求人は、子が母により自

宅から連れ去られ、父(審査請求人)の同意なしに保育園に入園している旨主張してぃ

るととから、審査請求人が子の入園先を知るととで、保育園に迎えに出向き自宅に連

れ戻すなどの行為に及ぶ可能性がないとはいえず、当該保育園に通園する子の平穏な

現状の生活を害するおそれがあるから、条例第12条の2第1項第3号の規定に該当す

ると認められる。

3 本件対象文書に記載されたその他の情報について

本件対象文書を当審査会が見分したところ、子の入園先以外の情報は、概ね審査請

求人が子の父として当然に知っている又は知り得る情報であるが、母の住所について

は、子の入園先の特定につながり得るものと認められ、また、母の連絡先については、

父母の関係状況に鑑みると、審査請求人が慣行として知ることができ又は知ることが

予定されている清報とは認定できないことから不開示情報になると思料する。

よって、本件対象文書について、条例第12条の2第2項の規定により、子の入園先、

母の住所及び連絡先を除く部分については、開示することが適当である。

4 まとめ

以上のととから、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
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第6 熨嘘繩母
＼

当審査会の処理経過は次のとおりである。

令和3年H月16日・審査会への諮問書を受領

令和3年12月20日・令和3年度第7回審査会

案件審議

令和4年1月26日・令和3年度第8回審査会

案件審議、答申書の確定

那覇市情報公開・個人情報保護審査会
■△、
長林千賀子ユ丈

副会長仲地博

委員長尾大輔

委員西山千絵

委員村上恵実
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  １ 会議公開制度の目的 

 

 

  情報公開制度の目的が実効的に保障されるためには、市政に関する情報が広く公開される必要があり、

そのためには公文書の公開だけではなく、会議の公開についてもその充実を図らなければなりません。

このような観点にたち、市政に関する意思形成に重要な役割、機能を有する市の会議について、会議運

営の公正性を確保するとともに、市政への市民参加を一層推進するため「公開原則」のもとに会議の公

開を行っています。 

 

    会議公開制度の主な内容 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 公開の対象となる会議 

   ① 条例で設置された審議会、審査会等の会議 

   ② 行政委員会の会議 

  (3) 会議公開の基準 

    原則公開ですが、①情報公開条例により非公開とすることができる情報に関して審議する場合、  

     ②公開することにより公正、円滑な審議が著しく阻害される場合は、公開しないことができます。 

  (4) 公開の内容 

    公開される会議の主な内容は、①開催日時、議題等の事前公表、②傍聴の可否、③意見書の提出、

④会議録等の公開となっています。 

 

 

  ２ 会議公開制度の運用状況 

 

 (1) 会議の開催について市政情報センターに報告があったのは116件です。 

  (2) 報告のあった会議について傍聴できたものは41件、傍聴できなかったものは75件です。   



会議の開催状況（次ページもあります）

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

防災会議委員会 0 0 0 0 0

防災会議幹事会 0 0 0 0 0

秘書広報課 那覇市市政功労者表彰審査委員会 1 0 1 0 0

那覇市総務部指定管理者選定委員会 1 1 0 0 0

那覇市男女共同参画会議 1 1 0 0 0

管財課 那覇市財産評価委員会 4 0 4 0 0

那覇市建設工事等入札監視委員会 2 0 2 0 0

那覇市公契約審議会 1 1 0 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会 1 1 0 0 0

那覇市行政不服審査会 3 0 3 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護審査会 9 0 9 0 0

那覇市水産業振興協議会 1 1 0 2 0

那覇市中小企業振興審議会 1 1 0 0 0

那覇市伝統工芸館運営審議会 2 1 1 0 0

那覇市ぶんかテンブス館運営審議会 3 1 2 0 0

観光課 那覇市観光審議会 3 3 0 2 0

市民生活安全課 那覇市安全で住みよいまちづくり推進協議会 1 1 0 0 0

文化振興課 那覇市文化行政審議会 1 1 0 0 0

那覇市文化財調査審議会 1 1 0 0 0

那覇市立壷屋焼物博物館協議会 2 2 0 0 0

まちづくり協働推進課 那覇市協働によるまちづくり推進審議会 4 4 0 0 0

那覇市こども政策審議会 2 2 0 0 0

那覇市こども政策審議会指定管理予定候補者選定部会 2 0 2 0 0

保育所等認可･利用定員設定等部会 1 0 1 0 0

那覇市社会福祉審議会（書面開催） 1 0 1 0 0

那覇市民生委員推薦会 4 0 4 0 0

那覇市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 1 1 0 0 0

那覇市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 1 1 0 0 0

那覇市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査
部会

4 0 4 0 0

那覇市精神障がい者地域生活支援センター指定管理
予定候補者審査部会

1 0 1 0 0

ちゃーがんじゅう課 那覇市老人ホーム入所判定委員会 3 0 3 0 0

経済観光部

こどもみらい部

文化財課

福祉部

福祉政策課

障がい福祉課

こども政策課

市民文化部

平和交流・男女参画課

総務部

商工農水課

防災危機管理課

法制契約課
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会議の開催状況

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

環境部 環境政策課 那覇市環境審議会（書面１回、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ１回） 2 1 1 0 0

国民健康保険課 那覇市国民健康保険運営協議会 1 1 0 0 0

健康増進課 那覇市予防接種健康被害調査委員会 1 0 1 0 1

地域保健課 那覇市小児慢性特定疾病審査会 13 0 13 0 0

那覇市都市景観審議会 3 3 0 0 0

那覇市都市計画審議会 3 3 0 0 0

那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管
理者選定委員会

2 0 2 0 0

建築指導課 那覇市建築審査会 3 3 0 23 0

まちなみ整備課 那覇市空家等対策審議会 2 0 2 0 0

総務課 教育事務点検評価委員会 5 5 0 0 0

那覇市奨学生選考委員会 1 0 1 0 0

生涯学習推進協議会（書面会議） 1 0 1 0 0

市民スポーツ課 那覇市スポーツ推進審議会 1 0 1 0 0

那覇市就学支援委員会 10 0 10 0 0

那覇市いじめ問題専門委員会 3 0 3 0 0

教育研究所 那覇市立教育研究所運営審議会 1 1 0 0 0

学校給食課 学校給食運営審議会（部会含む）（書面開催） 2 0 2 0 0

合　計 ※前頁と本頁の合計 116 41 75 27 1

まちなみ共創部

生涯学習課

学校教育部

学校教育課

生涯学習部

健康部

都市みらい部 都市計画課
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